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はじめに  
生活困窮者自立支援法が施行されて 11 年、現実の厳しさが増す中でその役割がさら

に増している。コロナ禍を経て社会・生活環境が大きく変化し、物価高騰の長期化の影

響によって、生活困窮者が抱える課題はより多様化・複合化し、孤独・孤立、子どもの

貧困、住まいの保障などの課題も深刻化する中で困難ケースも増加している。 

令和６年の生活困窮者自立支援法改正では、単身高齢者等で賃貸住宅の契約が難しい

などの課題を抱える生活困窮者への居住支援の強化、就労準備支援事業、家計改善支援

事業の全国的な実施の推進と質の向上、被保護者が生活困窮者向けの就労準備支援事

業・家計改善支援事業・居住支援事業を利用できる一体的実施の仕組み、支援会議の設

置等が見直された。さらに、今後の社会情勢を見据えて検討された「地域共生社会の在

り方検討会議」の中間とりまとめにおいて、生活困窮者自立支援制度が地域共生社会実

現のためのメインシステムと改めて位置付けられ、その強化が求められている。社会的

孤立や生きづらさを抱えるすべての相談を包括的に受け止め、地域でもう一度主体的な

自立生活ができるように支援することをとおして、本制度がめざす「生活困窮者の自立

と尊厳の確保」と「生活困窮者自立支援を通じた地域づくり」が具体的に展開されてい

くことが重要である。 

令和元年から取り組んできた自治体・支援員向けコンサルティング事業をとおして、

自治体によって支援の質に差が生じ、多様で複合的な課題を有する生活困窮者の支援に

課題を抱える現場が多い現状が明らかになってきた。そのような自治体へ経験が豊富な

者からの助言を行ったり、支援現場が相互に情報やノウハウを共有したり、支援員同士

のつながりをつくる場や仕組みが求められている。 

このような状況を踏まえ、本制度に関わる全国の行政職員や相談対応等の支援に従事

する支援員の資質向上、支援ノウハウの伝達、支援員同士の横のつながりや交流の機会

等、支援員を支える仕組みづくりにつながるよう３つの事業に取り組んだ。 

「自治体・支援員向けコンサルティング事業」では、生活困窮者自立支援制度の各事

業の立上げや事業運営等、自治体・都道府県が抱える課題に対してコンサルティングを

行った。 

支援に携わる全国の自治体職員と支援員、学識者等が一堂に集う「第 12 回生活困窮

者自立支援全国研究交流大会」を滋賀県大津市にて対面とオンライン併用で開催した。

今回の大会のテーマは「視界がひらけない時代だからこそ、生活困窮者支援でつくりだ

したい地域共生社会。手応えもつらさも楽しさも共有しながら、経験をつなぎあい、生

活困窮者支援の制度と取組を前に進めよう」であった。 

「困窮者支援情報共有サイト」では、この制度について支援者や当事者にも十分に知

ってもらえるように一昨年リニューアルした全国の自立相談支援窓口情報の更新、支援

員向けの研修等の案内、支援員同士の情報交換ができるページの更新など、情報発信に

努めた。 

最後に、本事業の実施にあたって、自治体・支援員向けコンサルティング、全国研究交

流大会にご登壇いただいた講師の皆様、企画運営にご尽力いただいた関係者の皆様のご

協力に感謝を申し上げたい。 

 

                           令和８年３月 

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 
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Ⅰ.目的 

 
全国の自治体への専門スタッフの派遣（自治体・支援員向けコンサルティング）、全国

研究交流大会を実施すること、困窮支援情報共有サイトを適切に運営することで、生活困

窮者自立支援制度に携わる行政職員や支援員へのノウハウの共有、都道府県を越えた交流

や情報の交換の促進を図る。 

これらの取り組みによって、多様で複合的な課題を有する生活困窮者への支援が全国で

適切に行われるように支援することを目的としている。 

 

Ⅱ.事業概要 

 
今年度は以下の３事業を実施した。実施する事業の周知・広報のために、事業の一つで

ある「困窮者支援情報共有サイト」に随時アップしていく等、事業間の相乗効果を図った。 

 
◆自治体・支援員向けコンサルティング 

  任意事業の立上げ支援、事業実施支援等のための専門スタッフの派遣を希望する自治

体を都道府県を通して 906 福祉事務所設置自治体へ公募したところ、27 自治体より応募

があり、厚生労働省と協議の上、21 自治体・21 事業を自治体・支援員向けコンサルティ

ング、６都道府県を都道府県事業運営サポートプロジェクトとして実施とした。令和７

年８月～令和８年３月にかけて、32 名の講師で実施した。 
 
◆第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 
  第 12 回となる全国研究交流大会は、11 月 8～9 日に全体会と 12 分科会、まとめの全

体会を滋賀県大津市の会場でハイブリッド開催した。全都道府県から、支援に携わる行

政職員・支援員等 1,500 名超（登壇者・関係者含む）の申し込みがあり、現地には滋賀

県内をはじめ近畿圏を中心に約 750 名が参集した。オンラインからは延べ 3,700 名を超

える参加があり、アーカイブ映像の視聴は延べ３万回超となった。 

 
◆困窮者支援情報共有サイトの運営 
  支援に必要な情報やノウハウの伝達を円滑にし、支援現場を支援することを目的とし

て令和元年度に開設したサイトでは、一昨年に改良して検索しやすくなった全国の自立

相談支援機関情報へのアクセスが高い状況が続き、支援員限定ページへのアクセスが1.5
倍以上増える等、支援に役立つ情報が掲載されているサイトの認知度が上がり、活用も

広がってきた。 
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Ⅲ.事業詳細 

 

１．自治体・支援員向けコンサルティング事業 

 

１－１ 目的 

 
令和元年度の自治体・支援員向けコンサルティング事業では、30 自治体に対して実施中

の事業、新規立ち上げの事業への専門スタッフ（以下、講師）を派遣した。翌令和２年度

は就労準備支援事業と家計改善支援事業の立ち上げ支援に重きを置き、34 自治体に対して

助言やサポートを行った。令和３年度は前年に続き、両事業の立ち上げと適切な事業実施

のための支援、自治体内外との連携、加えて事業を実施している中での課題解決のための

支援を希望する 39 自治体 47 事業について実施した。令和２～３年度は、任意事業未実施

自治体の多い都道府県と管内自治体へ制度や任意事業の基本的な理解を広げるための研修

にも取り組んだ。 

令和４年度からは、就労準備支援事業と家計改善支援事業の立ち上げと適切な事業実施

のための支援に重点を置きながらも、自治体の要望に応えて生活困窮者自立支援全般にも

対象の幅を広げて、令和４年度：34 自治体 41 事業、令和５年度：36 自治体 45 事業につい

て支援を行った。 

令和６年度からは、福祉事務所設置自治体への個別の生活困窮者自立支援各事業の円滑 

な実施へ向けた支援（以下、自治体コンサル）に加えて、管内自治体の事業実施を支援す

る都道府県へのサポート（都道府県事業運営サポートプロジェクト、以下、都道府県サポ

ートプロジェクト）も目的とし、28 自治体 26 事業（３自治体合同実施）、７県へ支援を

行った。 

今年度も、福祉事務所設置自治体への生活困窮者自立支援各事業の円滑な実施へ向けた

支援と都道府県への管内自治体の事業実施支援のサポートを目的として実施した。 

 

１－２ 公募・選定・実施の流れ 
 
（１）公募 

    6 月 13 日に、福祉事務所設置自治体（906 自治体）へ都道府県を通して、自治体

コンサルを希望する自治体を公募した。翌週の 18 日には、困窮者支援情報共有サイ

トのＩＤ登録自治体へも公募の案内を行った。 

7 月 7 日までに６都道府県を含む 27 自治体から 40 事業の応募があった。 

今年度公募したテーマ（略称） 
① 就労準備支援事業の立ち上げ支援 
② 家計改善支援事業の立ち上げ支援 
③ 子どもの学習・生活支援事業の立ち上げ支援 
④ 居住支援事業の立上げ支援 
⑤ 自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
⑥ 他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決 
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7 月 7 日までに６都道府県を含む 27 自治体から 40 事業の応募があった。 

今年度公募したテーマ（略称） 
① 就労準備支援事業の立ち上げ支援 
② 家計改善支援事業の立ち上げ支援 
③ 子どもの学習・生活支援事業の立ち上げ支援 
④ 居住支援事業の立上げ支援 
⑤ 自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
⑥ 他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決 
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 令和７年度自治体コンサル申込一覧（27 自治体・40 事業） 

 
 

（２）実施自治体・事業の決定 

応募のあった 27 自治体について、21 自治体は自治体のコンサル、６県は都道府

県サポートプロジェクトとして実施することを決定した。６県のうち１県は前年度

からの継続支援の申込であった。 

都道府県以外の 21 自治体については、それぞれ第一希望（事業）での実施、６県

のうち、前年度の継続支援を除く５県も第一希望（事業）についてサポートを行う

が、都道府県の状況を聞き取り、管内自治体の事業実施の推進役、都道府県研修の

北海道 渡島振興局 79,982 ④居住立上げ ⑥他
青森県 五所川原市 49,236 ①就労立上げ
秋田県 由利本荘市 69,684 ⑥他 自立、就労、家計の連携等 ⑤住まい支援
福島県 白河市 56,722 ⑤住まい支援
埼玉県 飯能市 77,715 ①就労立上げ
埼玉県 富士見市 113,424 ①就労立上げ ②家計立上げ
埼玉県 東松山市 90,862 ⑥他 特定被保護者支援との連携 ⑤住まい支援
東京都 小金井市 125,349 ⑥他 支援体制・運営方法等
山梨県 富士吉田市 46,008 ①就労立上げ ⑤住まい支援
長野県 上田市 149,469 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

新潟県 加茂市 24,000 ①就労立上げ ⑥他
静岡県 伊豆の国市 45,791 ①就労立上げ ④居住立上げ
愛知県 春日井市 305,358 ⑥他 就労準備支援の充実
愛知県 西尾市 169,284 ⑥他 子ども支援の見直し ④居住立上げ
和歌山県和歌山市 342,323 ⑥他 自立相談の充実 ②家計立上げ
愛媛県 今治市 148,815 ⑤住まい支援 ⑦他
高知県 高知市 309,968 ⑥他 就労支援の充実
福岡県 那珂川市 49,255 ⑥他 特定被保護者の家計支援

熊本県 天草市 70,924 ⑥他 就労・家計の充実
宮崎県 都城市 159,013 ⑤住まい支援 ⑥他
鹿児島県薩摩川内市 89,521 ⑥他 家計改善支援の充実

群馬県 270,000 ⑤住まい支援
山梨県 784,942 ⑥他 生活福祉基金と生困の連携

富山県 989,474 ⑥他 都道府県研修立上げ
大分県 1,076,128 ④居住立上げ
宮崎県 1,026,938 ⑥他 居住支援の充実
沖縄県 339,884 ⑥他 家計支援の充実

都道府
県

市町村 人口 第一希望の内容 第二希望の内容

都道府
県サ
ポート
プロ
ジェク
ト

⑥他の内容

実施主体としての都道府県支援を併せて行うこととした。 

21 自治体と６県の実施内容の内訳は、就労準備支援事業の立上げ支援 6 自治体

（22％）、居住支援事業の立上げ支援２自治体（7％）、自立相談支援事業における

住まいに関する相談支援について 4 自治体（15％）、その他事業実施上の課題解決

支援 15 自治体（56％）となった。 

７月下旬に 21 自治体及び 6 都道府県へ選定結果を通知した。 

   

自治体のコンサル・都道府県サポートプロジェクトの実施内容（第一希望実施）の内訳 

 

 

（３）派遣する専門スタッフ（講師）の選定 

    生活困窮者自立支援制度への知見を十分に有し、かつ略歴、資格、実務経験等に

照らして適切な講師 32 名を選定した。 

    昨年度の講師報告会にて確認した、可能な範囲で自治体職員と民間のペアで講師

を担当できるようにするという方針に沿って選定した。今年度は自治体職員の講師

候補者について、厚生労働省より要請文を発出いただく形で、講師候補者が所属す

る自治体へ正式な要請を行い、14 名の講師に引き受けていただいた。民間の講師に

ついては、全国６ブロックに講師を広げるために、前年度までのブロック別研修・

生活困窮者自立支援全国研究交流大会・生活困窮者自立支援制度人材養成研修の講

師、厚生労働省・当ネットワーク役員の推薦等で打診し、講師 18 名に引き受けてい

ただいた。 

担当自治体の決定に際しては、ブロック内での情報交換や研修など日常的な連携

を念頭に、できるだけ近隣となるように調整した。尚、厚生労働省生活困窮者自立

①就労立上げ 6 29 6 22
②家計立上げ 0
③子ども立上げ 0
④居住支援立上げ 1 5 1 17 2 7
⑤住まい支援 3 14 1 17 4 15
⑥他 11 52 4 66 15 56
計 21 100 6 100 27 100

自治体コンサル＋サ
ポートプロジェクト

実施 割合
（％）

コンサル内容
自治体コンサル  都道府県サポート

実施 割合
（％）

実施 割合
（％）
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 令和７年度自治体コンサル申込一覧（27 自治体・40 事業） 

 
 

（２）実施自治体・事業の決定 

応募のあった 27 自治体について、21 自治体は自治体のコンサル、６県は都道府

県サポートプロジェクトとして実施することを決定した。６県のうち１県は前年度

からの継続支援の申込であった。 

都道府県以外の 21 自治体については、それぞれ第一希望（事業）での実施、６県

のうち、前年度の継続支援を除く５県も第一希望（事業）についてサポートを行う

が、都道府県の状況を聞き取り、管内自治体の事業実施の推進役、都道府県研修の

北海道 渡島振興局 79,982 ④居住立上げ ⑥他
青森県 五所川原市 49,236 ①就労立上げ
秋田県 由利本荘市 69,684 ⑥他 自立、就労、家計の連携等 ⑤住まい支援
福島県 白河市 56,722 ⑤住まい支援
埼玉県 飯能市 77,715 ①就労立上げ
埼玉県 富士見市 113,424 ①就労立上げ ②家計立上げ
埼玉県 東松山市 90,862 ⑥他 特定被保護者支援との連携 ⑤住まい支援
東京都 小金井市 125,349 ⑥他 支援体制・運営方法等
山梨県 富士吉田市 46,008 ①就労立上げ ⑤住まい支援
長野県 上田市 149,469 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

新潟県 加茂市 24,000 ①就労立上げ ⑥他
静岡県 伊豆の国市 45,791 ①就労立上げ ④居住立上げ
愛知県 春日井市 305,358 ⑥他 就労準備支援の充実
愛知県 西尾市 169,284 ⑥他 子ども支援の見直し ④居住立上げ
和歌山県和歌山市 342,323 ⑥他 自立相談の充実 ②家計立上げ
愛媛県 今治市 148,815 ⑤住まい支援 ⑦他
高知県 高知市 309,968 ⑥他 就労支援の充実
福岡県 那珂川市 49,255 ⑥他 特定被保護者の家計支援

熊本県 天草市 70,924 ⑥他 就労・家計の充実
宮崎県 都城市 159,013 ⑤住まい支援 ⑥他
鹿児島県薩摩川内市 89,521 ⑥他 家計改善支援の充実

群馬県 270,000 ⑤住まい支援
山梨県 784,942 ⑥他 生活福祉基金と生困の連携

富山県 989,474 ⑥他 都道府県研修立上げ
大分県 1,076,128 ④居住立上げ
宮崎県 1,026,938 ⑥他 居住支援の充実
沖縄県 339,884 ⑥他 家計支援の充実

都道府
県

市町村 人口 第一希望の内容 第二希望の内容

都道府
県サ
ポート
プロ
ジェク
ト

⑥他の内容

実施主体としての都道府県支援を併せて行うこととした。 

21 自治体と６県の実施内容の内訳は、就労準備支援事業の立上げ支援 6 自治体

（22％）、居住支援事業の立上げ支援２自治体（7％）、自立相談支援事業における

住まいに関する相談支援について 4 自治体（15％）、その他事業実施上の課題解決

支援 15 自治体（56％）となった。 

７月下旬に 21 自治体及び 6 都道府県へ選定結果を通知した。 

   

自治体のコンサル・都道府県サポートプロジェクトの実施内容（第一希望実施）の内訳 

 

 

（３）派遣する専門スタッフ（講師）の選定 

    生活困窮者自立支援制度への知見を十分に有し、かつ略歴、資格、実務経験等に

照らして適切な講師 32 名を選定した。 

    昨年度の講師報告会にて確認した、可能な範囲で自治体職員と民間のペアで講師

を担当できるようにするという方針に沿って選定した。今年度は自治体職員の講師

候補者について、厚生労働省より要請文を発出いただく形で、講師候補者が所属す

る自治体へ正式な要請を行い、14 名の講師に引き受けていただいた。民間の講師に

ついては、全国６ブロックに講師を広げるために、前年度までのブロック別研修・

生活困窮者自立支援全国研究交流大会・生活困窮者自立支援制度人材養成研修の講

師、厚生労働省・当ネットワーク役員の推薦等で打診し、講師 18 名に引き受けてい

ただいた。 

担当自治体の決定に際しては、ブロック内での情報交換や研修など日常的な連携

を念頭に、できるだけ近隣となるように調整した。尚、厚生労働省生活困窮者自立

①就労立上げ 6 29 6 22
②家計立上げ 0
③子ども立上げ 0
④居住支援立上げ 1 5 1 17 2 7
⑤住まい支援 3 14 1 17 4 15
⑥他 11 52 4 66 15 56
計 21 100 6 100 27 100

自治体コンサル＋サ
ポートプロジェクト

実施 割合
（％）

コンサル内容
自治体コンサル  都道府県サポート

実施 割合
（％）

実施 割合
（％）
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実施自治体・担当講師一覧 

 
 

（４）講師説明会の開催 

 8 月 26 日に全講師を対象にオンラインで講師説明会を実施した。説明会では、本

事業の目的と全体の流れを説明し、講師に担当いただく事項について確認した。自治

体コンサルについては、２回実施（１回目はオンラインでの詳細の聞き取り、２回目

は自治体と講師間で相談して自治体訪問、もしくはオンライン）を原則とすること、

自治体に自治体基本情報の送付を依頼していること等を共有した。都道府県サポー

トプロジェクトについては、４回まで実施（１回目はオンラインでの詳細の聞き取り、

２回目以降は県と講師間で相談して訪問、もしくはオンライン）を原則とすること、

県が希望している内容への支援に留まらず、県の課題や役割などについても必要に

応じて支援することを共有した。欠席者へは、資料と説明会の録画を届け、説明会の

内容を共有した。 

北海道 渡島振興局 79,982 菊地英人 湯澤真吾 ④居住立上げ
青森県 五所川原市 49,236 菊地英人 柳谷君予 ①就労立上げ
秋田県 由利本荘市 69,684 菊地英人 柳谷君予 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

福島県 白河市 56,722 加藤友里奈 浅井和幸 ⑤住まい支援
埼玉県 飯能市 77,715 西岡正次 ①就労立上げ
埼玉県 富士見市 113,424 松浦拓郎 平田智子 ①就労立上げ
埼玉県 東松山市 90,862 井上綾 鈴木専門官 ⑥他 特定被保護者支援との連携

東京都 小金井市 125,349 犬丸智則 花坂圭一 ⑥他 支援体制・運営方法等
山梨県 富士吉田市 46,008 鈴木専門官 ①就労立上げ
長野県 上田市 149,469 犬丸智則 島田将太 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

新潟県 加茂市 24,000 斉藤正晃 奥平明子 ①就労立上げ
静岡県 伊豆の国市 45,791 鈴木専門官 ①就労立上げ
愛知県 春日井市 305,358  日紫喜俊暁 高橋尚子 ⑥他 就労準備支援の充実
愛知県 西尾市 169,284 清水潤平 今井久子 ⑥他 子ども支援の見直し
和歌山県 和歌山市 342,323 松浦拓郎 鈴木専門官 ⑥他 自立相談の充実
愛媛県 今治市 148,815 岩村正裕 邑岡徹哉 ⑤住まい支援
高知県 高知市 309,968 大里祥 楸田健一 ⑥他 就労支援の充実
福岡県 那珂川市 49,255 鈴木専門官 ⑥他 特定被保護者の家計支援

熊本県 天草市 70,924 佐藤剛士 壽山葉子 ⑥他 就労・家計の充実
宮崎県 都城市 159,013 犬丸智則 濱里正史 ⑤住まい支援
鹿児島県 薩摩川内市 89,521 佐藤剛士 高濱千夏 ⑥他 家計改善支援の充実

群馬県 270,000 鈴木専門官 浅井和幸 ⑤住まい支援
山梨県 784,942 鈴木専門官 榊原樹子 ⑥他 生活福祉基金と生困の連携

富山県 989,474 藤村貴俊 行岡みち子 ⑥他 都道府県研修立上げ
大分県 1,076,128 橋本一磨 山田耕司 ④居住立上げ
宮崎県 1,026,938 橋本一磨 山田耕司 ⑥他 居住支援の充実
沖縄県 339,884 藤元 静 行岡みち子 ⑥他 家計支援の充実

都道府
県

市町村 人口 第一希望の内容

都道府
県サ

ポート
プロ

ジェク
ト

自治体職員講師 ⑥他の内容民間講師
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実施自治体・担当講師一覧 

 
 

（４）講師説明会の開催 

 8 月 26 日に全講師を対象にオンラインで講師説明会を実施した。説明会では、本

事業の目的と全体の流れを説明し、講師に担当いただく事項について確認した。自治

体コンサルについては、２回実施（１回目はオンラインでの詳細の聞き取り、２回目

は自治体と講師間で相談して自治体訪問、もしくはオンライン）を原則とすること、

自治体に自治体基本情報の送付を依頼していること等を共有した。都道府県サポー

トプロジェクトについては、４回まで実施（１回目はオンラインでの詳細の聞き取り、

２回目以降は県と講師間で相談して訪問、もしくはオンライン）を原則とすること、

県が希望している内容への支援に留まらず、県の課題や役割などについても必要に

応じて支援することを共有した。欠席者へは、資料と説明会の録画を届け、説明会の

内容を共有した。 

北海道 渡島振興局 79,982 菊地英人 湯澤真吾 ④居住立上げ
青森県 五所川原市 49,236 菊地英人 柳谷君予 ①就労立上げ
秋田県 由利本荘市 69,684 菊地英人 柳谷君予 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

福島県 白河市 56,722 加藤友里奈 浅井和幸 ⑤住まい支援
埼玉県 飯能市 77,715 西岡正次 ①就労立上げ
埼玉県 富士見市 113,424 松浦拓郎 平田智子 ①就労立上げ
埼玉県 東松山市 90,862 井上綾 鈴木専門官 ⑥他 特定被保護者支援との連携

東京都 小金井市 125,349 犬丸智則 花坂圭一 ⑥他 支援体制・運営方法等
山梨県 富士吉田市 46,008 鈴木専門官 ①就労立上げ
長野県 上田市 149,469 犬丸智則 島田将太 ⑥他 自立、就労、家計の連携等

新潟県 加茂市 24,000 斉藤正晃 奥平明子 ①就労立上げ
静岡県 伊豆の国市 45,791 鈴木専門官 ①就労立上げ
愛知県 春日井市 305,358  日紫喜俊暁 高橋尚子 ⑥他 就労準備支援の充実
愛知県 西尾市 169,284 清水潤平 今井久子 ⑥他 子ども支援の見直し
和歌山県 和歌山市 342,323 松浦拓郎 鈴木専門官 ⑥他 自立相談の充実
愛媛県 今治市 148,815 岩村正裕 邑岡徹哉 ⑤住まい支援
高知県 高知市 309,968 大里祥 楸田健一 ⑥他 就労支援の充実
福岡県 那珂川市 49,255 鈴木専門官 ⑥他 特定被保護者の家計支援

熊本県 天草市 70,924 佐藤剛士 壽山葉子 ⑥他 就労・家計の充実
宮崎県 都城市 159,013 犬丸智則 濱里正史 ⑤住まい支援
鹿児島県 薩摩川内市 89,521 佐藤剛士 高濱千夏 ⑥他 家計改善支援の充実

群馬県 270,000 鈴木専門官 浅井和幸 ⑤住まい支援
山梨県 784,942 鈴木専門官 榊原樹子 ⑥他 生活福祉基金と生困の連携

富山県 989,474 藤村貴俊 行岡みち子 ⑥他 都道府県研修立上げ
大分県 1,076,128 橋本一磨 山田耕司 ④居住立上げ
宮崎県 1,026,938 橋本一磨 山田耕司 ⑥他 居住支援の充実
沖縄県 339,884 藤元 静 行岡みち子 ⑥他 家計支援の充実

都道府
県

市町村 人口 第一希望の内容
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県サ
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自治体職員講師 ⑥他の内容民間講師
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（５）オンライン実施のための環境について 

 自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの１回目で利用するオンライン

会議システムは当ネットワークがライセンスを取得しているＺＯＯＭミーティング

とし、事務局がＺＯＯＭの運営を担った。講師間、講師と自治体間の打ち合わせ等

についても、オンライン会議が活用され、必要に応じて事務局がＺＯＯＭの運営を

担った。  

 
１－３ 実施日程 
 

（１）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの実施 

１）令和７年８月より令和８年３月の期間で、自治体コンサル・都道府県サポートプ

ロジェクトを実施した。 

２）自治体コンサルは、21 自治体について、1 回目は全てオンラインで実施し、2 回

実施した 19 自治体のうち 16 自治体は訪問、3 自治体はオンラインで実施した。2

自治体は 1 回で終了した。オンライン実施 24 回（60％）訪問実施 16 回（40％）

の計 40 回の実施となった。 

３）都道府県サポートプロジェクトは、6 県について、1 回目は全てオンラインで実施

した。２回実施となった群馬県と宮崎県は２回目を対面実施、３回実施となった

大分県は３回目のみ対面実施、山梨県は２回目のみ対面実施、４回実施となった

富山県と沖縄県は４回目のみを対面実施した。オンライン実施 12 回（67％）、対

面実施 6 回（33％）の計 18 回実施となった。 

  ４）自治体コンサルへの都道府県の同席は 16 回（40％）と昨年度の 36％、一昨年度

の 38％を上回り、都道府県によっては継続的なかかわり、前年度の都道府県サポ

ートプロジェクト実施県の同席も見受けられた。厚生労働省の同席は昨年の 14 回

（35％）を上回り、鈴木専門官に担当いただいた自治体の 7 回を加えると 21 回

（52％）と半数を超えた。   
 

自治体コンサル実施日程 

 

日程 曜日時間 市町村 担当講師 回数・実施方法等事業・テーマ

2025.09.18 木 10：00～12：00 高知市 大里・楸田 １回目・ZOOM 就労準備支援の充実

2025.09.25 木 10：00～11：20 富士吉田市 鈴木 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.25 木 10：00～11：00 加茂市 斉藤・奥平 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.26 金 09：30～11：30 伊豆の国市 鈴木 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.29 月 13：30～15：30 今治市 岩村・邑岡 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.09.30 火 10：00～12：00 渡島振興局 (菊地)・湯澤 １回目・ZOOM 居住立上げ

2025.10.02 木 10：00～11：00 五所川原市 菊地・柳谷 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.10.10 金 10：00～12：00 和歌山市 松浦・鈴木 １回目・ZOOM 自立相談の充実

2025.10.14 火 10：00～11：30 那珂川市 鈴木 １回目・ZOOM 特定被保護者の家計支援

2025.10.14 火 13：00～14：00 飯能市 西岡 １回目・ZOOM 就労立上げ

 

日程 曜日時間 市町村 担当講師 回数・実施方法等事業・テーマ

2025.10.15 水 13：30～15:00 東松山市 井上・鈴木 １回目・ZOOM 特定被保護者支援との連携

2025.10.16 木 9：30～11：30 西尾市 清水・今井 １回目・ZOOM 子ども支援の見直し

2025.10.17 金 9：30～11：30 上田市 犬丸・島田 １回目・ZOOM 自立、就労、家計の連携等

2025.10.20 月 13：00～14：40 富士見市 松浦・平田 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.10.20 月 14：00～16：00 白河市 加藤・浅井 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.10.27 月 10：00～12：00 薩摩川内市 佐藤・髙濱 １回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.10.30 木 10：30～12：00 由利本荘市 菊地・柳谷 １回目・ZOOM 自立・就労・家計の連携等

2025.10.30 木 14：00～15:30 小金井市 犬丸・花坂 １回目・ZOOM 支援体制・運営方法等

2025.10.31 金 14：00～16：00 加茂市 斉藤・奥平 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.10 月 10：00～11：40 春日井市 日紫喜・高橋 １回目・ZOOM 就労準備支援の充実

2025.11.13 木 13：00～16：00 高知市 大里・楸田 2回目・訪問 就労準備支援の充実

2025.11.17 月 14：00～16：00 天草市 佐藤・壽山 １回目・ZOOM 就労・家計の充実

2025.11.19 水 14：00～16：45 東松山市 井上・鈴木 ２回目・訪問 特定被保護者支援との連携

2025.11.21 金 13：30～16：30 渡島振興局 菊地・湯澤 ２回目・訪問 居住立上げ

2025.11.25 火 13：30～16：30 五所川原市 菊地・柳谷 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.25 火 10：00～12：00 富士吉田市 鈴木 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.27 木 14：00～16：00 都城市 犬丸・濱里 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.12.08 月 14：00～16：30 由利本荘市 菊地・柳谷 ２回目・訪問 自立・就労・家計の連携等

2025.12.10 水 13：30～16：00 和歌山市 松浦・鈴木 ２回目・訪問 自立相談の充実

2025.12.10 水 15：00～17：00 天草市 佐藤・壽山 ２回目・訪問 就労・家計の充実

2025.12.17 水 13：00～17：00 西尾市 清水・今井 ２回目・訪問 子ども支援の見直し

2026.01.19 月 10：00～11：30 白河市 加藤・浅井 ２回目・ZOOM 住まい支援

2026.01.19 月 14：00～16：00 伊豆の国市 鈴木 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.03 火 10：00～14：30 薩摩川内市 佐藤・髙濱 ２回目・訪問 家計改善支援の充実

2026.02.06 金 13：00～16：30 春日井市 日紫喜・高橋 ２回目・訪問 就労準備支援の充実

2026.02.10 火 10：00～11：00 小金井市 (犬丸)・花坂 ２回目・ZOOM 支援体制・運営方法等

2026.02.12 木 10：00～12：00 都城市 犬丸・濱里 ２回目・ZOOM 住まい支援

2026.02.12 金 14：00～16：00 富士見市 松浦・平田 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.24 火 09：30～16：30 飯能市 西岡 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.26 木 15：00～17：00 今治市 岩村・邑岡 ２回目・訪問
（ハイブリッド）
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（５）オンライン実施のための環境について 

 自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの１回目で利用するオンライン

会議システムは当ネットワークがライセンスを取得しているＺＯＯＭミーティング

とし、事務局がＺＯＯＭの運営を担った。講師間、講師と自治体間の打ち合わせ等

についても、オンライン会議が活用され、必要に応じて事務局がＺＯＯＭの運営を

担った。  

 
１－３ 実施日程 
 

（１）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの実施 

１）令和７年８月より令和８年３月の期間で、自治体コンサル・都道府県サポートプ

ロジェクトを実施した。 

２）自治体コンサルは、21 自治体について、1 回目は全てオンラインで実施し、2 回

実施した 19 自治体のうち 16 自治体は訪問、3 自治体はオンラインで実施した。2

自治体は 1 回で終了した。オンライン実施 24 回（60％）訪問実施 16 回（40％）

の計 40 回の実施となった。 

３）都道府県サポートプロジェクトは、6 県について、1 回目は全てオンラインで実施

した。２回実施となった群馬県と宮崎県は２回目を対面実施、３回実施となった

大分県は３回目のみ対面実施、山梨県は２回目のみ対面実施、４回実施となった

富山県と沖縄県は４回目のみを対面実施した。オンライン実施 12 回（67％）、対

面実施 6 回（33％）の計 18 回実施となった。 

  ４）自治体コンサルへの都道府県の同席は 16 回（40％）と昨年度の 36％、一昨年度

の 38％を上回り、都道府県によっては継続的なかかわり、前年度の都道府県サポ

ートプロジェクト実施県の同席も見受けられた。厚生労働省の同席は昨年の 14 回

（35％）を上回り、鈴木専門官に担当いただいた自治体の 7 回を加えると 21 回

（52％）と半数を超えた。   
 

自治体コンサル実施日程 

 

日程 曜日時間 市町村 担当講師 回数・実施方法等事業・テーマ

2025.09.18 木 10：00～12：00 高知市 大里・楸田 １回目・ZOOM 就労準備支援の充実

2025.09.25 木 10：00～11：20 富士吉田市 鈴木 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.25 木 10：00～11：00 加茂市 斉藤・奥平 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.26 金 09：30～11：30 伊豆の国市 鈴木 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.09.29 月 13：30～15：30 今治市 岩村・邑岡 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.09.30 火 10：00～12：00 渡島振興局 (菊地)・湯澤 １回目・ZOOM 居住立上げ

2025.10.02 木 10：00～11：00 五所川原市 菊地・柳谷 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.10.10 金 10：00～12：00 和歌山市 松浦・鈴木 １回目・ZOOM 自立相談の充実

2025.10.14 火 10：00～11：30 那珂川市 鈴木 １回目・ZOOM 特定被保護者の家計支援

2025.10.14 火 13：00～14：00 飯能市 西岡 １回目・ZOOM 就労立上げ

 

日程 曜日時間 市町村 担当講師 回数・実施方法等事業・テーマ

2025.10.15 水 13：30～15:00 東松山市 井上・鈴木 １回目・ZOOM 特定被保護者支援との連携

2025.10.16 木 9：30～11：30 西尾市 清水・今井 １回目・ZOOM 子ども支援の見直し

2025.10.17 金 9：30～11：30 上田市 犬丸・島田 １回目・ZOOM 自立、就労、家計の連携等

2025.10.20 月 13：00～14：40 富士見市 松浦・平田 １回目・ZOOM 就労立上げ

2025.10.20 月 14：00～16：00 白河市 加藤・浅井 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.10.27 月 10：00～12：00 薩摩川内市 佐藤・髙濱 １回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.10.30 木 10：30～12：00 由利本荘市 菊地・柳谷 １回目・ZOOM 自立・就労・家計の連携等

2025.10.30 木 14：00～15:30 小金井市 犬丸・花坂 １回目・ZOOM 支援体制・運営方法等

2025.10.31 金 14：00～16：00 加茂市 斉藤・奥平 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.10 月 10：00～11：40 春日井市 日紫喜・高橋 １回目・ZOOM 就労準備支援の充実

2025.11.13 木 13：00～16：00 高知市 大里・楸田 2回目・訪問 就労準備支援の充実

2025.11.17 月 14：00～16：00 天草市 佐藤・壽山 １回目・ZOOM 就労・家計の充実

2025.11.19 水 14：00～16：45 東松山市 井上・鈴木 ２回目・訪問 特定被保護者支援との連携

2025.11.21 金 13：30～16：30 渡島振興局 菊地・湯澤 ２回目・訪問 居住立上げ

2025.11.25 火 13：30～16：30 五所川原市 菊地・柳谷 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.25 火 10：00～12：00 富士吉田市 鈴木 ２回目・訪問 就労立上げ

2025.11.27 木 14：00～16：00 都城市 犬丸・濱里 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.12.08 月 14：00～16：30 由利本荘市 菊地・柳谷 ２回目・訪問 自立・就労・家計の連携等

2025.12.10 水 13：30～16：00 和歌山市 松浦・鈴木 ２回目・訪問 自立相談の充実

2025.12.10 水 15：00～17：00 天草市 佐藤・壽山 ２回目・訪問 就労・家計の充実

2025.12.17 水 13：00～17：00 西尾市 清水・今井 ２回目・訪問 子ども支援の見直し

2026.01.19 月 10：00～11：30 白河市 加藤・浅井 ２回目・ZOOM 住まい支援

2026.01.19 月 14：00～16：00 伊豆の国市 鈴木 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.03 火 10：00～14：30 薩摩川内市 佐藤・髙濱 ２回目・訪問 家計改善支援の充実

2026.02.06 金 13：00～16：30 春日井市 日紫喜・高橋 ２回目・訪問 就労準備支援の充実

2026.02.10 火 10：00～11：00 小金井市 (犬丸)・花坂 ２回目・ZOOM 支援体制・運営方法等

2026.02.12 木 10：00～12：00 都城市 犬丸・濱里 ２回目・ZOOM 住まい支援

2026.02.12 金 14：00～16：00 富士見市 松浦・平田 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.24 火 09：30～16：30 飯能市 西岡 ２回目・訪問 就労立上げ

2026.02.26 木 15：00～17：00 今治市 岩村・邑岡 ２回目・訪問
（ハイブリッド）

住まい支援
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都道府県サポートプロジェクト実施日程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日程 曜日 時間 対象都道府県 担当講師 回数・実施方法等 事業・テーマ

2025.07.31 木 13：30～15：30 富山県 藤村・行岡 １回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.10.08 水 13：30～15：00 大分県 橋本・山田 １回目・ZOOM 居住立上げ

2025.10.10 金 09：00～10：00 富山県 藤村・行岡 ２回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.10.15 水 15：00～17：00 群馬県 鈴木・浅井 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.10.17 金 10：00～12：00 山梨県 榊原・鈴木 １回目・ZOOM 生活福祉基金と生困の連携

2025.10.17 金 13：00～15：00 沖縄県 藤元・行岡 １回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.11.05 水 13：00～15：00 沖縄県 藤元・行岡 2回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.11.12 水 13：30～14：30 宮崎県 橋本・山田 １回目・ZOOM 居住支援の充実

2025.11.18 火 10：00～11：00 大分県 橋本・山田 ２回目・ZOOM 居住立上げ

2025.11.21 金 14：00～16：30 群馬県 鈴木・浅井 ２回目・訪問 住まい支援

2025.12.08 月 10：00～11：00 富山県 藤村・行岡 ３回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.12.18 木 10：00～12：00 沖縄県 藤元・行岡 ３回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.12.23 火 14：30～17：00 山梨県 鈴木・榊原 ２回目・訪問 生活福祉基金と生困の連携

2026.01.19 月 09：30～16：00 富山県 藤村・行岡 4回目・訪問 都道府県研修立上げ

2026.01.26 月 13：30～15：30 大分県 橋本・山田 ３回目・訪問 居住立上げ

2026.02.05 木 10：00～16：30 沖縄県 藤元・行岡 ４回目・訪問 家計改善支援の充実

2026.02.09 月 14：00～16：00 宮崎県 橋本・山田 ２回目・訪問 居住支援の充実

2026.03.04 水 13：30～15：15 山梨県 鈴木 ３回目・オンライン
生活福祉基金と生困の連携
（就労準備支援の充実）

１－４ 実施自治体からの報告  

 
 21 自治体、６都道府県に、「解決したい課題」「コンサルティング前の認識」「コンサ

ルティング後の認識の変化」「今後の活かし方」を報告書としてまとめていただいた。 

 報告書の作成依頼に当たっては、次年度以降の自治体コンサルの参考にする目的がある

ことも明示した。 

 

 ＜公募時に示した６つの対象事業＞ 

① 就労準備支援事業の立ち上げ支援 

② 家計改善支援事業の立ち上げ支援 

③ 子どもの学習・生活支援事業の立上げ支援 

④ 居住支援事業の立ち上げ支援 

⑤ 自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

⑥ 他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 

  
＜自治体コンサル＞ 

公募時に示した６つの対象事業のうち、②と③は申込がなかったため、下記の順で掲載

する。 
＜実施した事業＞ 
１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
２居住支援事業の立ち上げ支援 
３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
４自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
 
１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
Ａ自治体（  ～5 万人） 
Ｂ自治体（  ～5 万人）    
Ｃ自治体（  ～5 万人） 
Ｄ自治体（  ～5 万人） 
Ｅ自治体（ 5～10 万人）  
Ｆ自治体（10～20 万人）   
 
２居住支援事業の立ち上げ支援 

Ｇ自治体（ 5～10 万人）   
 
３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

Ｈ自治体（ 5～10 万人） 
Ｉ自治体（10～20 万人）  
Ｊ自治体（10～20 万人）  
 
４他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
Ｋ自治体（ ～ 5 万人）特定被保護者の家計支援 
Ｌ自治体（ 5～10 万人）自立、就労、家計の連携等 
Ｍ自治体（ 5～10 万人）就労・家計の充実 
Ｎ自治体（ 5～10 万人）家計改善支援の充実 
Ｏ自治体（ 5～10 万人）特定被保護者支援との連携 
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都道府県サポートプロジェクト実施日程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日程 曜日 時間 対象都道府県 担当講師 回数・実施方法等 事業・テーマ

2025.07.31 木 13：30～15：30 富山県 藤村・行岡 １回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.10.08 水 13：30～15：00 大分県 橋本・山田 １回目・ZOOM 居住立上げ

2025.10.10 金 09：00～10：00 富山県 藤村・行岡 ２回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.10.15 水 15：00～17：00 群馬県 鈴木・浅井 １回目・ZOOM 住まい支援

2025.10.17 金 10：00～12：00 山梨県 榊原・鈴木 １回目・ZOOM 生活福祉基金と生困の連携

2025.10.17 金 13：00～15：00 沖縄県 藤元・行岡 １回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.11.05 水 13：00～15：00 沖縄県 藤元・行岡 2回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.11.12 水 13：30～14：30 宮崎県 橋本・山田 １回目・ZOOM 居住支援の充実

2025.11.18 火 10：00～11：00 大分県 橋本・山田 ２回目・ZOOM 居住立上げ

2025.11.21 金 14：00～16：30 群馬県 鈴木・浅井 ２回目・訪問 住まい支援

2025.12.08 月 10：00～11：00 富山県 藤村・行岡 ３回目・ZOOM 都道府県研修立上げ

2025.12.18 木 10：00～12：00 沖縄県 藤元・行岡 ３回目・ZOOM 家計改善支援の充実

2025.12.23 火 14：30～17：00 山梨県 鈴木・榊原 ２回目・訪問 生活福祉基金と生困の連携

2026.01.19 月 09：30～16：00 富山県 藤村・行岡 4回目・訪問 都道府県研修立上げ

2026.01.26 月 13：30～15：30 大分県 橋本・山田 ３回目・訪問 居住立上げ

2026.02.05 木 10：00～16：30 沖縄県 藤元・行岡 ４回目・訪問 家計改善支援の充実

2026.02.09 月 14：00～16：00 宮崎県 橋本・山田 ２回目・訪問 居住支援の充実

2026.03.04 水 13：30～15：15 山梨県 鈴木 ３回目・オンライン
生活福祉基金と生困の連携
（就労準備支援の充実）

１－４ 実施自治体からの報告  

 
 21 自治体、６都道府県に、「解決したい課題」「コンサルティング前の認識」「コンサ

ルティング後の認識の変化」「今後の活かし方」を報告書としてまとめていただいた。 

 報告書の作成依頼に当たっては、次年度以降の自治体コンサルの参考にする目的がある

ことも明示した。 

 

 ＜公募時に示した６つの対象事業＞ 

① 就労準備支援事業の立ち上げ支援 

② 家計改善支援事業の立ち上げ支援 

③ 子どもの学習・生活支援事業の立上げ支援 

④ 居住支援事業の立ち上げ支援 

⑤ 自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

⑥ 他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 

  
＜自治体コンサル＞ 

公募時に示した６つの対象事業のうち、②と③は申込がなかったため、下記の順で掲載

する。 
＜実施した事業＞ 
１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
２居住支援事業の立ち上げ支援 
３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
４自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
 
１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
Ａ自治体（  ～5 万人） 
Ｂ自治体（  ～5 万人）    
Ｃ自治体（  ～5 万人） 
Ｄ自治体（  ～5 万人） 
Ｅ自治体（ 5～10 万人）  
Ｆ自治体（10～20 万人）   
 
２居住支援事業の立ち上げ支援 

Ｇ自治体（ 5～10 万人）   
 
３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

Ｈ自治体（ 5～10 万人） 
Ｉ自治体（10～20 万人）  
Ｊ自治体（10～20 万人）  
 
４他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
Ｋ自治体（ ～ 5 万人）特定被保護者の家計支援 
Ｌ自治体（ 5～10 万人）自立、就労、家計の連携等 
Ｍ自治体（ 5～10 万人）就労・家計の充実 
Ｎ自治体（ 5～10 万人）家計改善支援の充実 
Ｏ自治体（ 5～10 万人）特定被保護者支援との連携 
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Ｐ自治体（10～20 万人） 支援体制・運営方法等 
Ｑ自治体（10～20 万人） 自立、就労、家計の連携等 
Ｒ自治体（10～20 万人） 子ども支援の見直し 
Ｓ自治体（20 万人～ ） 就労準備支援の充実 
Ｔ自治体（20 万人～ ） 就労準備支援の充実 
Ｕ自治体（20 万人～ ） 自立相談の充実 
 
＜都道府県サポートプロジェクト＞ 

公募時に示した７つの対象事業のうち、①と②、③は申込がなかったため、下記の順で

掲載する。 
＜実施した事業＞ 
１居住支援事業の立ち上げ支援 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
３自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
 
１居住支援事業の立ち上げ支援 

A 都道府県   
 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

Ｂ都道府県  
 
３他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
Ｃ都道府県 家計改善支援の充実 
Ｄ都道府県 生活福祉基金と生困の連携 
Ｅ都道府県 都道府県研修立上げ 
Ｆ都道府県 居住支援の充実 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自治体コンサル＞ 

１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
 

Ａ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   就労準備支援事業の実施の必要性は感じつつも、本市は、就労を目的とした訓練す

る場所や協力企業、支援事業者等が乏しい。このような状況の中で、事業を立ち上げ、

福祉サービスを充実させていくにはどの様にすればよいか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   コンサルティングを受ける中で、就労準備支援事業における支援の結果（ゴール）

は、その対象者によって様々で、必ずしも就労である必要はないとの認識に至った。 

   仮に事業の恩恵を享受する者が僅かであっても、就労（自立）に向けて、若しくは

それに近づくよう支援することが大切であると感じた。 

 

３、今後の活かし方について 

   令和８年度当初予算に、就労準備支援事業費（新規事業）分を予算要求。 

予算が承認された場合、本事業は市社会福祉協議会に委託予定。 

   当面は事業の安定実施に努め、その後事業内容の充実を図りたい。 

 

４、その他 

   本市が実施している生活困窮者自立支援制度における各種事業についてもご助言を

いただき、とても勉強になった。 

 

Ｂ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   本市において就労準備支援事業は、平成 29 年度開始以降、対象者がおらず実施でき

ていない。 

現在、自立相談支援事業に寄せられる相談は緊急性の高いものが多く、すぐに本市

の就労支援員につなぎ、住居確保給付金や食糧支援等を使いながら就労支援及び定着

支援を行っている。対象者の中には、長期間就労していない者や就労が継続しない者

も多いが、就労準備支援事業は即時に実施することができず（研修等の日程調整が必

要なため）、困窮状態によりその月の生活自体が継続できないため、事業実施に至っ

ていない。 

こうしたことから、就労準備支援事業の対象者の選定とその効果、事業実施中の生

活を支える支援等について、支援方法と支援体制を検討したい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

生活困窮者自立支援機関における就労支援員の配置について、現状を是正し、新年

度予算の体系について整理できた。就労準備支援事業の幅広な対象者像が理解でき、

就労配慮度の狭間の人たち（福祉か雇用かだけでは働くまた働き続けることが難しい）

に、就労３事業を使ったオーダーメイドの支援を考えることに、認識が変化した。 

また、担当講師の研修会によって、福祉事務所内に就労準備支援事業以外の就労支

援施策についても周知でき、自立相談支援員の十分なアセスメントを経て、各事業に

つなぐ体制を職員に共有することができた。 
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Ｐ自治体（10～20 万人） 支援体制・運営方法等 
Ｑ自治体（10～20 万人） 自立、就労、家計の連携等 
Ｒ自治体（10～20 万人） 子ども支援の見直し 
Ｓ自治体（20 万人～ ） 就労準備支援の充実 
Ｔ自治体（20 万人～ ） 就労準備支援の充実 
Ｕ自治体（20 万人～ ） 自立相談の充実 
 
＜都道府県サポートプロジェクト＞ 

公募時に示した７つの対象事業のうち、①と②、③は申込がなかったため、下記の順で

掲載する。 
＜実施した事業＞ 
１居住支援事業の立ち上げ支援 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 
３自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
 
１居住支援事業の立ち上げ支援 

A 都道府県   
 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

Ｂ都道府県  
 
３他、自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 
Ｃ都道府県 家計改善支援の充実 
Ｄ都道府県 生活福祉基金と生困の連携 
Ｅ都道府県 都道府県研修立上げ 
Ｆ都道府県 居住支援の充実 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自治体コンサル＞ 

１就労準備支援事業の立ち上げ支援 
 

Ａ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   就労準備支援事業の実施の必要性は感じつつも、本市は、就労を目的とした訓練す

る場所や協力企業、支援事業者等が乏しい。このような状況の中で、事業を立ち上げ、

福祉サービスを充実させていくにはどの様にすればよいか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   コンサルティングを受ける中で、就労準備支援事業における支援の結果（ゴール）

は、その対象者によって様々で、必ずしも就労である必要はないとの認識に至った。 

   仮に事業の恩恵を享受する者が僅かであっても、就労（自立）に向けて、若しくは

それに近づくよう支援することが大切であると感じた。 

 

３、今後の活かし方について 

   令和８年度当初予算に、就労準備支援事業費（新規事業）分を予算要求。 

予算が承認された場合、本事業は市社会福祉協議会に委託予定。 

   当面は事業の安定実施に努め、その後事業内容の充実を図りたい。 

 

４、その他 

   本市が実施している生活困窮者自立支援制度における各種事業についてもご助言を

いただき、とても勉強になった。 

 

Ｂ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   本市において就労準備支援事業は、平成 29 年度開始以降、対象者がおらず実施でき

ていない。 

現在、自立相談支援事業に寄せられる相談は緊急性の高いものが多く、すぐに本市

の就労支援員につなぎ、住居確保給付金や食糧支援等を使いながら就労支援及び定着

支援を行っている。対象者の中には、長期間就労していない者や就労が継続しない者

も多いが、就労準備支援事業は即時に実施することができず（研修等の日程調整が必

要なため）、困窮状態によりその月の生活自体が継続できないため、事業実施に至っ

ていない。 

こうしたことから、就労準備支援事業の対象者の選定とその効果、事業実施中の生

活を支える支援等について、支援方法と支援体制を検討したい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

生活困窮者自立支援機関における就労支援員の配置について、現状を是正し、新年

度予算の体系について整理できた。就労準備支援事業の幅広な対象者像が理解でき、

就労配慮度の狭間の人たち（福祉か雇用かだけでは働くまた働き続けることが難しい）

に、就労３事業を使ったオーダーメイドの支援を考えることに、認識が変化した。 

また、担当講師の研修会によって、福祉事務所内に就労準備支援事業以外の就労支

援施策についても周知でき、自立相談支援員の十分なアセスメントを経て、各事業に

つなぐ体制を職員に共有することができた。 
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３、今後の活かし方について 

福祉事務所内及び相談支援機関に、就労支援事業の再確認と運用の周知を行うこと

ができた。就労支援が必要なケースについては、プランの策定、見直し等を実施する。    

また、来年度から就労準備支援事業の委託先を変更し、効果的に活用していく。 

さらに、重層的支援体制整備事業の就労体験事業の活用や、同事業の協力事業所と

連携し、認定就労訓練事業の実施に向けての検討も行っていきたい。 

 

Ｃ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   本市の自立相談支援事業は、市直営と社会福祉協議会（委託）の窓口が２ヵ所あり、

家計改善支援事業は、社会福祉協議会に委託している。就労準備支援事業の状況とし

ては、令和７年の法改正に向けて、事業立ち上げに向けて、県内ですでに事業を行っ

ている事業所の見学や障害者通所事業所等に対し、意向確認などを実施していました。

どのような体制で実施するのか検討段階で、他の自治体の事例などの情報収集を行っ

たところ、直営や委託など様々な事業実施方法などがあり、本市で実施する場合、ど

のような方法で実施するのが適切かどうか検討するため、就労準備支援事業の立ち上

げ支援を希望しました。具体的には、就労支援事業の基本的な知識の取得と事業の委

託をした場合、自立相談支援事業と就労準備支援事業（委託先）との連携方法につい

て助言を求めました。 

 

２、実施後の認識の変化について 

初めに講師の方から生活困窮者自立支援制度の全体的な事業実施や自立相談支援事

業の相談件数や体制などから、就労準備支援事業の他自治体の事業実施状況の情報や

本市の生活困窮者自立支援制度の事業の全体的な課題などの指摘を頂いた。また、就

労準備支援事業の実施するパターンとして、いくつか考えている方法を提示し、それ

ぞれのやり方についての注意点などを聞くことができた。それにより、就労準備支援

事業については、どの実施体制を取ってもメリット・デメリットがあり、それらを踏

まえた上で、再度適切な事業実施方法の検討が必要であることについて認識できた。 

また、現状の課題として、支援調整会議ができていなかったが、支援調整会議の実

施の必要性や会議の活用方法などの提案があり、支援調整会議設置に向けて進めてい

きたい。 

さらに、２回目のコンサルについては、県担当者や庁内及び委託先の相談員など 10

名以上を集めて、生活困窮者自立支援制度の説明をしていただく機会を頂き、関係機

関等に制度の周知を行うことができた。それから少し制度への理解が進んだためか、

相談のハードルが下がり、関係機関からの相談も増えてきているため、周知の効果が

表れていると感じている。 

 

３、今後の活かし方について 

講師の方より、ここで記載した以外にも様々な課題のご指摘を頂きましたので、課

題については改善に向けて進めてきたい。また、就労準備支援事業の立ち上げについ

ては、委託を考えている団体とも協議を重ねていきながら、地域にある数少ない資源

を活用しつつ、令和８年度から始められるよう、試行錯誤しながら体制構築を目指し

ていく考えである。 

 

４、その他 

講師の方や事務局の方々については、お忙しいところ、対応いただき感謝いたしま

す。 

Ｄ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   令和８年度より就労準備支援事業を実施する予定であるが、事業の基礎知識がなく

事業イメージがつかない。①事業の基礎知識、②プログラム作成方法について、③委

託先の選定について、④予算について、以上４点についてご教授いただきたい 

 

２、実施後の認識の変化について 

   １回目のＺＯＯＭによるコンサルでは、実際に事業を実施されてきた方たちに話を

伺いながら、自分のなかでの事業理解を確認していくことができ、そのおかげで委託

先の選定、予算案作成を行うことができた。 

   ２回目では委託予定先も同席してもらい、より具体的に事業を実施するための情報

交換を行い、実施に向けた具体的なイメージをもつことができた。 

 

３、今後の活かし方について 

   事業イメージを委託先も含めて持つことができ、対象イメージもつかむことができ

たため、４月から問題なく実施できそうです。コンサルに２回とも同席していただい

た県担当者にも助けてもらいながら、令和８年度より事業実施していきたいと思いま

す。 

 

４、その他 

   最初はコンサルって堅苦しそうだなと思っていましたが、お二人とも気さくな方た

ちでなんでも聞くことができました。お世話になりました。本当にありがとうござい

ました。 

 

Ｅ自治体（5～10 万人）  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

令和６年度着手した就労準備支援事業の立ち上げ支援に基づき、令和８年度を目途

として就労準備支援事業を現に実施することが必要と考えた。本コンサルティング事

業を有効に活用し、令和８年度予算要求及び事業実施体制の整備が必要と考えた。（令

和７年度は事業予算の確保ができなかったもの） 

 

２、実施後の認識の変化について  

 【認識の変化】  

〇生活困窮者自立支援法施行後 10 年の経過や雇用・就労施策に関する制度課題等に

関する助言をいただいた。これまで全国で展開されてきた就労準備支援事業の課題

についてご教示いただき、現行労働施策との狭間にある困窮者支援における基礎自

治体の包括的就労支援体制構築の必要性を理解することができた。  

〇現段階での本市の就労準備支援事業の位置づけや具体的な実施方法を整理すること

ができた。  

  

３、今後の活かし方について  

  〇令和６年度に立上げプロジェクトが始動し、令和７年度には具体的な制度設計を行

い、事業実施に向けて庁内合意形成を進めることができた。  

  〇令和８年度は５事例を想定し就労準備支援事業を予算事業として開始する  

  〇今後、数年にわたり就労準備支援事業を継続し、個別事例を通じて効果検証や課題

抽出を行い、事業スキームの構築及びより効果的な包括的就労支援の実施に向けて
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３、今後の活かし方について 

福祉事務所内及び相談支援機関に、就労支援事業の再確認と運用の周知を行うこと

ができた。就労支援が必要なケースについては、プランの策定、見直し等を実施する。    

また、来年度から就労準備支援事業の委託先を変更し、効果的に活用していく。 

さらに、重層的支援体制整備事業の就労体験事業の活用や、同事業の協力事業所と

連携し、認定就労訓練事業の実施に向けての検討も行っていきたい。 

 

Ｃ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   本市の自立相談支援事業は、市直営と社会福祉協議会（委託）の窓口が２ヵ所あり、

家計改善支援事業は、社会福祉協議会に委託している。就労準備支援事業の状況とし

ては、令和７年の法改正に向けて、事業立ち上げに向けて、県内ですでに事業を行っ

ている事業所の見学や障害者通所事業所等に対し、意向確認などを実施していました。

どのような体制で実施するのか検討段階で、他の自治体の事例などの情報収集を行っ

たところ、直営や委託など様々な事業実施方法などがあり、本市で実施する場合、ど

のような方法で実施するのが適切かどうか検討するため、就労準備支援事業の立ち上

げ支援を希望しました。具体的には、就労支援事業の基本的な知識の取得と事業の委

託をした場合、自立相談支援事業と就労準備支援事業（委託先）との連携方法につい

て助言を求めました。 

 

２、実施後の認識の変化について 

初めに講師の方から生活困窮者自立支援制度の全体的な事業実施や自立相談支援事

業の相談件数や体制などから、就労準備支援事業の他自治体の事業実施状況の情報や

本市の生活困窮者自立支援制度の事業の全体的な課題などの指摘を頂いた。また、就

労準備支援事業の実施するパターンとして、いくつか考えている方法を提示し、それ

ぞれのやり方についての注意点などを聞くことができた。それにより、就労準備支援

事業については、どの実施体制を取ってもメリット・デメリットがあり、それらを踏

まえた上で、再度適切な事業実施方法の検討が必要であることについて認識できた。 

また、現状の課題として、支援調整会議ができていなかったが、支援調整会議の実

施の必要性や会議の活用方法などの提案があり、支援調整会議設置に向けて進めてい

きたい。 

さらに、２回目のコンサルについては、県担当者や庁内及び委託先の相談員など 10

名以上を集めて、生活困窮者自立支援制度の説明をしていただく機会を頂き、関係機

関等に制度の周知を行うことができた。それから少し制度への理解が進んだためか、

相談のハードルが下がり、関係機関からの相談も増えてきているため、周知の効果が

表れていると感じている。 

 

３、今後の活かし方について 

講師の方より、ここで記載した以外にも様々な課題のご指摘を頂きましたので、課

題については改善に向けて進めてきたい。また、就労準備支援事業の立ち上げについ

ては、委託を考えている団体とも協議を重ねていきながら、地域にある数少ない資源

を活用しつつ、令和８年度から始められるよう、試行錯誤しながら体制構築を目指し

ていく考えである。 

 

４、その他 

講師の方や事務局の方々については、お忙しいところ、対応いただき感謝いたしま

す。 

Ｄ自治体（～5 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   令和８年度より就労準備支援事業を実施する予定であるが、事業の基礎知識がなく

事業イメージがつかない。①事業の基礎知識、②プログラム作成方法について、③委

託先の選定について、④予算について、以上４点についてご教授いただきたい 

 

２、実施後の認識の変化について 

   １回目のＺＯＯＭによるコンサルでは、実際に事業を実施されてきた方たちに話を

伺いながら、自分のなかでの事業理解を確認していくことができ、そのおかげで委託

先の選定、予算案作成を行うことができた。 

   ２回目では委託予定先も同席してもらい、より具体的に事業を実施するための情報

交換を行い、実施に向けた具体的なイメージをもつことができた。 

 

３、今後の活かし方について 

   事業イメージを委託先も含めて持つことができ、対象イメージもつかむことができ

たため、４月から問題なく実施できそうです。コンサルに２回とも同席していただい

た県担当者にも助けてもらいながら、令和８年度より事業実施していきたいと思いま

す。 

 

４、その他 

   最初はコンサルって堅苦しそうだなと思っていましたが、お二人とも気さくな方た

ちでなんでも聞くことができました。お世話になりました。本当にありがとうござい

ました。 

 

Ｅ自治体（5～10 万人）  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

令和６年度着手した就労準備支援事業の立ち上げ支援に基づき、令和８年度を目途

として就労準備支援事業を現に実施することが必要と考えた。本コンサルティング事

業を有効に活用し、令和８年度予算要求及び事業実施体制の整備が必要と考えた。（令

和７年度は事業予算の確保ができなかったもの） 

 

２、実施後の認識の変化について  

 【認識の変化】  

〇生活困窮者自立支援法施行後 10 年の経過や雇用・就労施策に関する制度課題等に

関する助言をいただいた。これまで全国で展開されてきた就労準備支援事業の課題

についてご教示いただき、現行労働施策との狭間にある困窮者支援における基礎自

治体の包括的就労支援体制構築の必要性を理解することができた。  

〇現段階での本市の就労準備支援事業の位置づけや具体的な実施方法を整理すること

ができた。  

  

３、今後の活かし方について  

  〇令和６年度に立上げプロジェクトが始動し、令和７年度には具体的な制度設計を行

い、事業実施に向けて庁内合意形成を進めることができた。  

  〇令和８年度は５事例を想定し就労準備支援事業を予算事業として開始する  

  〇今後、数年にわたり就労準備支援事業を継続し、個別事例を通じて効果検証や課題

抽出を行い、事業スキームの構築及びより効果的な包括的就労支援の実施に向けて
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検討を進めたい。  

 

 ４、その他  

  〇自治体コンサルティングにより、円滑に庁内調整を図ることができた。新規事業実

施のためには、予算化に向けて２～３年、効果検証に５年程度の事業計画が必要と

考える。  

また、外部有識者によるコンサルティングは、庁内調整の際に大変有意義であり、

本コンサルティングの継続を希望する。  

参考 【令和７年度の取組】  

〇就労準備支援事業の概要及び具体的事業スキームの構築  

＜上半期＞  

 〇事業化に向けた具体的検討  

・県内及び近隣市との生活困窮者自立支援制度実施状況の比較・分析  

・庁内関係課へのニーズヒアリング  

・本市で事業化する際に活用可能な社会資源の掘り起こし  

  ・県の雇用総合サポートセンターとの情報交換  

  ・市内関係機関への働きかけ  

＜下半期＞  

〇部内及び庁内の合意形成  

  ・地域福祉計画推進庁内連絡会議（作業部会）における協議  

  ・企画課及び財政課との協議を踏まえた令和８年度予算要求（→内示）  

  ・庁内関係課への職員研修（制度説明・意見交換会）の開催  

 〇先進地視察（座間市）  

 ・生活困窮者自立支援制度における包括的支援  

  ・就労準備支援事業（はたらっく・ざま） 

 

Ｆ自治体（10～20 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

  ・就労準備支援事業等を実施する場合の自立相談支援機関との連携について 

  ・政策や財政部門の調整の際、費用対効果の説明方法 

  ・任意事業の委託先について、自立相談支援機関と同じでやる場合のメリットやデメ

リットなど 

 

２、実施後の認識の変化について 

   最初は任意事業の導入を進めるうえで、自立相談支援機関との連携方法や新規で予

算を確保するための効果的な説明など、任意事業の部分に主眼を置いていました。 

 今回の自治体コンサルを受けて、自立相談支援機関の相談の質の確保も重要である

こと、任意事業の新規導入を説明するうえで自立相談支援機関の相談実績から紐解く

必要があることなど、自立相談支援事業のテコ入れも進めていく中で大事なことを認

識しました。 

   また、任意事業を自立相談支援機関と異なる事業者で実施した場合のメリットやデ

メリットを実際の現場を経験されている方から教えていただき、想定できていなかっ

たメリットやデメリットの話が聞けてとても参考になりました。 

 

３、今後の活かし方について 

   今回の自治体コンサルでのアドバイスをもとに、自立相談支援事業の相談対応の改

善も行いながら、任意事業の実施に向けて進めていきたいと思います。 

   特に、任意事業を導入する必要性を整理する助言をいただいたので、自立相談支援

事業の相談実績等をもとに洗い出しながら、数値化して示せるようにしていきたいで

す。 

 

 

２居住支援事業の立ち上げ支援家計改善支援事業の立ち上げ支援 
 

Ｇ自治体（5～10 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

居住支援事業（旧一時生活支援事業）について、事業実施の実績がなく、シェルタ

ー等の資源確保もできていない状況であったため、緊急時等における対応方法や、現

時点でできる資源開発、準備していくと良いこと等を明確にし、今後の事業実施に向

けてより良い体制を構築する。 

 

２、実施後の認識の変化について 

現状の予算の中で、どの程度の事業が実施できるのか改めて整理し、具体的に事業

を実施するならどこまでできるのか等のイメージが沸きました。 

また、近隣地域における社会資源が、〇〇市に集中している状況にあるが、行政も

含めた〇〇市やその他近隣市と都道府県の連携が不十分であることが、事業実施にお

ける課題であると認識しました。 

 

３、今後の活かし方について 

上記のとおり、近隣地域における社会資源が、〇〇市に集中している状況にあるた

め、〇〇市やその他近隣市である□□市と連携・情報交換ができるような関係性を作

れるよう、努めていきたい。 

具体的には、〇〇市は居住支援協議会を設置しているため、当該協議会に参加する、

または、難しければその他何かしらの形で関われるように働きかけるといったことや、

都道府県主催により△△地域で実施している、生活困窮者に関するプラットフォーム

会議に住宅部局も巻き込むといった、既存の会議体を活用し、横の連携をより広げる、

といったことについて検討しています。 

 
 

３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

 
Ｈ自治体（5～10 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・住まいの総合相談窓口の機能として、物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズ

の把握や、大家、不動産仲介業者等との連携をどのように行っていくか。 

・居住支援協議会の設置についてどのように進め、設置後は住まいの総合相談窓口と

どう連携すればよいか。 

・地域居住支援事業について先行事例の情報収集を行い、必要性を検討していきたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

・物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握方法について、本事業を通じて、

船橋市様のような大規模な自治体においてもフットワークを使った地道な情報収集 

をしていることを知り、本市でも早急に実践していきたいと思った。 
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検討を進めたい。  

 

 ４、その他  

  〇自治体コンサルティングにより、円滑に庁内調整を図ることができた。新規事業実

施のためには、予算化に向けて２～３年、効果検証に５年程度の事業計画が必要と

考える。  

また、外部有識者によるコンサルティングは、庁内調整の際に大変有意義であり、

本コンサルティングの継続を希望する。  

参考 【令和７年度の取組】  

〇就労準備支援事業の概要及び具体的事業スキームの構築  

＜上半期＞  

 〇事業化に向けた具体的検討  

・県内及び近隣市との生活困窮者自立支援制度実施状況の比較・分析  

・庁内関係課へのニーズヒアリング  

・本市で事業化する際に活用可能な社会資源の掘り起こし  

  ・県の雇用総合サポートセンターとの情報交換  

  ・市内関係機関への働きかけ  

＜下半期＞  

〇部内及び庁内の合意形成  

  ・地域福祉計画推進庁内連絡会議（作業部会）における協議  

  ・企画課及び財政課との協議を踏まえた令和８年度予算要求（→内示）  

  ・庁内関係課への職員研修（制度説明・意見交換会）の開催  

 〇先進地視察（座間市）  

 ・生活困窮者自立支援制度における包括的支援  

  ・就労準備支援事業（はたらっく・ざま） 

 

Ｆ自治体（10～20 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

  ・就労準備支援事業等を実施する場合の自立相談支援機関との連携について 

  ・政策や財政部門の調整の際、費用対効果の説明方法 

  ・任意事業の委託先について、自立相談支援機関と同じでやる場合のメリットやデメ

リットなど 

 

２、実施後の認識の変化について 

   最初は任意事業の導入を進めるうえで、自立相談支援機関との連携方法や新規で予

算を確保するための効果的な説明など、任意事業の部分に主眼を置いていました。 

 今回の自治体コンサルを受けて、自立相談支援機関の相談の質の確保も重要である

こと、任意事業の新規導入を説明するうえで自立相談支援機関の相談実績から紐解く

必要があることなど、自立相談支援事業のテコ入れも進めていく中で大事なことを認

識しました。 

   また、任意事業を自立相談支援機関と異なる事業者で実施した場合のメリットやデ

メリットを実際の現場を経験されている方から教えていただき、想定できていなかっ

たメリットやデメリットの話が聞けてとても参考になりました。 

 

３、今後の活かし方について 

   今回の自治体コンサルでのアドバイスをもとに、自立相談支援事業の相談対応の改

善も行いながら、任意事業の実施に向けて進めていきたいと思います。 

   特に、任意事業を導入する必要性を整理する助言をいただいたので、自立相談支援

事業の相談実績等をもとに洗い出しながら、数値化して示せるようにしていきたいで

す。 

 

 

２居住支援事業の立ち上げ支援家計改善支援事業の立ち上げ支援 
 

Ｇ自治体（5～10 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

居住支援事業（旧一時生活支援事業）について、事業実施の実績がなく、シェルタ

ー等の資源確保もできていない状況であったため、緊急時等における対応方法や、現

時点でできる資源開発、準備していくと良いこと等を明確にし、今後の事業実施に向

けてより良い体制を構築する。 

 

２、実施後の認識の変化について 

現状の予算の中で、どの程度の事業が実施できるのか改めて整理し、具体的に事業

を実施するならどこまでできるのか等のイメージが沸きました。 

また、近隣地域における社会資源が、〇〇市に集中している状況にあるが、行政も

含めた〇〇市やその他近隣市と都道府県の連携が不十分であることが、事業実施にお

ける課題であると認識しました。 

 

３、今後の活かし方について 

上記のとおり、近隣地域における社会資源が、〇〇市に集中している状況にあるた

め、〇〇市やその他近隣市である□□市と連携・情報交換ができるような関係性を作

れるよう、努めていきたい。 

具体的には、〇〇市は居住支援協議会を設置しているため、当該協議会に参加する、

または、難しければその他何かしらの形で関われるように働きかけるといったことや、

都道府県主催により△△地域で実施している、生活困窮者に関するプラットフォーム

会議に住宅部局も巻き込むといった、既存の会議体を活用し、横の連携をより広げる、

といったことについて検討しています。 

 
 

３自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

 
Ｈ自治体（5～10 万人） 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・住まいの総合相談窓口の機能として、物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズ

の把握や、大家、不動産仲介業者等との連携をどのように行っていくか。 

・居住支援協議会の設置についてどのように進め、設置後は住まいの総合相談窓口と

どう連携すればよいか。 

・地域居住支援事業について先行事例の情報収集を行い、必要性を検討していきたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

・物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握方法について、本事業を通じて、

船橋市様のような大規模な自治体においてもフットワークを使った地道な情報収集 

をしていることを知り、本市でも早急に実践していきたいと思った。 
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・居住支援法人がどのような活動を行っているか詳しく知らない部分が多かったが、

LANS 浅井様のお話により居住支援協議会や地域居住支援事業における居住支援法

人の役割について、イメージを強めることができた。 

 

３、今後の活かし方について 

本市では住宅と福祉部門の連携会議を定期的に行っているので、このコンサル事業

で得た情報を共有し、居住支援協議会の設置検討など、様々な居住支援体制強化に活

かしていきたい。 

 

４、その他 

   とても有意義なお時間を頂けたので、もし翌年度以降も本事業が実施され、再度申

込みが可能であるなら、また別分野で相談したい。 

 
Ｉ自治体(10～20 万人)  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   生活困窮者自立支援法の改正に伴い、令和７年度から居住支援の強化が明記された

が、これまでも、生活困窮者の住まいの課題に対しては、できる範囲で相談を受け止

め模索しながらの対応をしてきている。居住支援協議会や居住支援法人が本市にはな

い中で、身元引受人、緊急連絡先がない生活困窮者への対応、金銭管理の支援が必要

な方や病識がない障害のある方への入居後もふまえた支援など、対応策や社会資源が

構築されていないことで、対応に苦慮している。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   講師の助言により、居住支援は単独のメニューではなく、重層的支援体制整備事業

等と連動した「地域全体の包括的な仕組み」の中に位置づけるべきものという、より

マクロな視点での理解が示された。また、講師から「抱え込みすぎ」との指摘を受け、

多機関連携や社会福祉法人の活用、部署を越えて協働できるネットワーク構築の重要

性を認識するに至った。 

 

３、今後の活かし方について 

〇社会資源の「見える化」とネットワーク構築 

「社会資源の整理」を、単なるリスト作りで終わらせないことが重要。 

各機関が持つ施設、専門職、地域貢献事業を可視化し、「このケースなら A 機関の

空きスペースを活用できるのではないか」といった具体的な連携イメージを持つ。

ボランティア団体や近隣住民のネットワークを、居住支援の「入居後の見守り役」

として繋がりを構築する等、インフォーマルな機能も必要。 

〇相談し合える多機関連携の場づくり 

コンサルティング内で行ったグループワークを参考に、形式的な会議ではない「本

音で相談できる場」の必要性を感じた。例えば、多職種定例会を設置し、困難ケー

スに直面した際、担当者が孤立しないよう、他部署や多機関と早期に「困った」を

共有できる仕組みをつくる。また、今年度から本格実施となった重層的支援体制整

備事業の「参加支援」や「地域づくり支援」の中に、居住支援の視点を組み込む必

要性についても検討していきたい。 

 

 

 

Ｊ自治体(10～20 万人)  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・昨年度より住まいの相談が急増しているが、本市では居住支援協議会がなく居住支

援法人も１件もない現状がある。庁内においても住宅部門や財政課との連携のあり

方について教えていただきたい。 

・経済的困窮により家賃滞納が続き、強制退去となった方の次の住まい探しが困難（初

期費用工面の難しさや市営住宅は税滞納のより入居不可 等）。その際にどのよう

に支援を行えばよいのか。 

・すでに住まいを失って路上・車上生活をしている方へ対しての支援や活用できる資

源について考えたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

今回のコンサルを通して、住まいの問題は保証人不在等、制度的課題だけでなく、

根本には家計管理や生活基盤の不安定さがあることを改めて認識した。 

特に、家賃滞納は税やライフライン滞納と連動している場合が多く、単に物件を確

保する支援ではなく、家計改善支援を同時に行い、家賃など、生活に必要な支出の優

先順位を上げる視点が重要であるとの助言は大きな気づきであった。 

さらに、シェルターや借り上げ住宅の確保については、「大家や不動産会社の不安

をどう軽減するか」が鍵であると理解が深まった。サブリース契約や協定書の締結、    

入居前の内覧同行や契約時立会い、入居後の見守り体制の明確化など、具体的な手順

を共有することが信頼構築につながると学んだ。 

また、財政課や住宅部門への説明においては、住まい相談件数、滞納状況、生活保

護移行見込み人数などを数値で可視化し、将来的な財政負担との比較で必要性を示す

視点が重要であると認識が変化した。 

加えて、本市は県内でも住まい相談が急増している特異な状況にあること、移住者

増加という地域特性が背景にあることから、庁内横断的な対応が不可欠であるという

認識を強めた。 

特に、講師の先生方からの「居住支援法人が存在していない自治体で、居住支援が

うまく機能している事例はほとんどない」との言葉が印象的であった。持続的・安定

的な支援体制を構築するためには、やはり居住支援法人の存在が重要であることを強

く認識した。そのため、現在できる取組を着実に進めながら、関係機関との連携を深

め、協力者を増やし、将来的な設立に向けた検討を進めていきたい。 

 

３、今後の活かし方について 

まず、日常業務においては、住まい相談を受けた段階で家計状況を丁寧にアセスメ

ントし、家計改善支援事業の積極的活用を図るとともに、家賃・保証料の優先支出化

を意識した支援を行う。また、生活保護の適用可能性についても早期に検討し、住居

喪失を未然に防ぐ支援体制を強化したいと考える。 

次に、物件確保に向けては、既存の不動産会社との意見交換を継続し、サブリース

方式や協定書締結の可能性を具体的に検討する。あわせて、入居前・入居中・入居後

の支援内容を整理し、「トラブル発生時の対応ルール」や「連絡体制」を明文化する

ことで、安心材料を提示できる体制を整えたい。 

庁内連携については、まずは認識のすり合わせを行うために、住まいに関係する部

門とのニーズ共有の場を設けたい。 

加えて、近隣自治体や県全域対象の居住支援法人への相談を進め、本市を対象エリ

アに含めてもらうための条件整理を行うなど、外部資源の活用も並行して進めていき

たい。 
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・居住支援法人がどのような活動を行っているか詳しく知らない部分が多かったが、

LANS 浅井様のお話により居住支援協議会や地域居住支援事業における居住支援法

人の役割について、イメージを強めることができた。 

 

３、今後の活かし方について 

本市では住宅と福祉部門の連携会議を定期的に行っているので、このコンサル事業

で得た情報を共有し、居住支援協議会の設置検討など、様々な居住支援体制強化に活

かしていきたい。 

 

４、その他 

   とても有意義なお時間を頂けたので、もし翌年度以降も本事業が実施され、再度申

込みが可能であるなら、また別分野で相談したい。 

 
Ｉ自治体(10～20 万人)  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   生活困窮者自立支援法の改正に伴い、令和７年度から居住支援の強化が明記された

が、これまでも、生活困窮者の住まいの課題に対しては、できる範囲で相談を受け止

め模索しながらの対応をしてきている。居住支援協議会や居住支援法人が本市にはな

い中で、身元引受人、緊急連絡先がない生活困窮者への対応、金銭管理の支援が必要

な方や病識がない障害のある方への入居後もふまえた支援など、対応策や社会資源が

構築されていないことで、対応に苦慮している。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   講師の助言により、居住支援は単独のメニューではなく、重層的支援体制整備事業

等と連動した「地域全体の包括的な仕組み」の中に位置づけるべきものという、より

マクロな視点での理解が示された。また、講師から「抱え込みすぎ」との指摘を受け、

多機関連携や社会福祉法人の活用、部署を越えて協働できるネットワーク構築の重要

性を認識するに至った。 

 

３、今後の活かし方について 

〇社会資源の「見える化」とネットワーク構築 

「社会資源の整理」を、単なるリスト作りで終わらせないことが重要。 

各機関が持つ施設、専門職、地域貢献事業を可視化し、「このケースなら A 機関の

空きスペースを活用できるのではないか」といった具体的な連携イメージを持つ。

ボランティア団体や近隣住民のネットワークを、居住支援の「入居後の見守り役」

として繋がりを構築する等、インフォーマルな機能も必要。 

〇相談し合える多機関連携の場づくり 

コンサルティング内で行ったグループワークを参考に、形式的な会議ではない「本

音で相談できる場」の必要性を感じた。例えば、多職種定例会を設置し、困難ケー

スに直面した際、担当者が孤立しないよう、他部署や多機関と早期に「困った」を

共有できる仕組みをつくる。また、今年度から本格実施となった重層的支援体制整

備事業の「参加支援」や「地域づくり支援」の中に、居住支援の視点を組み込む必

要性についても検討していきたい。 

 

 

 

Ｊ自治体(10～20 万人)  
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・昨年度より住まいの相談が急増しているが、本市では居住支援協議会がなく居住支

援法人も１件もない現状がある。庁内においても住宅部門や財政課との連携のあり

方について教えていただきたい。 

・経済的困窮により家賃滞納が続き、強制退去となった方の次の住まい探しが困難（初

期費用工面の難しさや市営住宅は税滞納のより入居不可 等）。その際にどのよう

に支援を行えばよいのか。 

・すでに住まいを失って路上・車上生活をしている方へ対しての支援や活用できる資

源について考えたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

今回のコンサルを通して、住まいの問題は保証人不在等、制度的課題だけでなく、

根本には家計管理や生活基盤の不安定さがあることを改めて認識した。 

特に、家賃滞納は税やライフライン滞納と連動している場合が多く、単に物件を確

保する支援ではなく、家計改善支援を同時に行い、家賃など、生活に必要な支出の優

先順位を上げる視点が重要であるとの助言は大きな気づきであった。 

さらに、シェルターや借り上げ住宅の確保については、「大家や不動産会社の不安

をどう軽減するか」が鍵であると理解が深まった。サブリース契約や協定書の締結、    

入居前の内覧同行や契約時立会い、入居後の見守り体制の明確化など、具体的な手順

を共有することが信頼構築につながると学んだ。 

また、財政課や住宅部門への説明においては、住まい相談件数、滞納状況、生活保

護移行見込み人数などを数値で可視化し、将来的な財政負担との比較で必要性を示す

視点が重要であると認識が変化した。 

加えて、本市は県内でも住まい相談が急増している特異な状況にあること、移住者

増加という地域特性が背景にあることから、庁内横断的な対応が不可欠であるという

認識を強めた。 

特に、講師の先生方からの「居住支援法人が存在していない自治体で、居住支援が

うまく機能している事例はほとんどない」との言葉が印象的であった。持続的・安定

的な支援体制を構築するためには、やはり居住支援法人の存在が重要であることを強

く認識した。そのため、現在できる取組を着実に進めながら、関係機関との連携を深

め、協力者を増やし、将来的な設立に向けた検討を進めていきたい。 

 

３、今後の活かし方について 

まず、日常業務においては、住まい相談を受けた段階で家計状況を丁寧にアセスメ

ントし、家計改善支援事業の積極的活用を図るとともに、家賃・保証料の優先支出化

を意識した支援を行う。また、生活保護の適用可能性についても早期に検討し、住居

喪失を未然に防ぐ支援体制を強化したいと考える。 

次に、物件確保に向けては、既存の不動産会社との意見交換を継続し、サブリース

方式や協定書締結の可能性を具体的に検討する。あわせて、入居前・入居中・入居後

の支援内容を整理し、「トラブル発生時の対応ルール」や「連絡体制」を明文化する

ことで、安心材料を提示できる体制を整えたい。 

庁内連携については、まずは認識のすり合わせを行うために、住まいに関係する部

門とのニーズ共有の場を設けたい。 

加えて、近隣自治体や県全域対象の居住支援法人への相談を進め、本市を対象エリ

アに含めてもらうための条件整理を行うなど、外部資源の活用も並行して進めていき

たい。 
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本コンサルで得た「制度づくりと信頼構築を同時に進める」という視点を基盤に、

福祉部門単独ではなく庁内横断・関係機関連携による持続可能な居住支援体制の構築

につなげていきたい。 

 

４自立相談支援事業等,生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援

  
Ｋ自治体（～５万人）特定被保護者の家計支援 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

家計改善支援事業は平成 30 年度から実施済みであるが、被保護家計改善支援事業

未実施のため、特定被保護者を対象とした一体実施を進めることで自立に向けたスム

ーズな連携を図れるようにしたい。 

・特定被保護者の選定をどのようにすればいいかの整理ができていないため、利用者

数の見込みが立てられていない。 

・家計改善支援事業の相談件数が増加傾向にあり、特定被保護者の利用見込と合わせ、

必要な相談体制の確認が必要である。 

・特定被保護者を困窮事業の対象とする際の、福祉事務所と自立相談支援機関との手

続きの流れの整理や要綱の作成など必要な事務手続きの整理ができていない。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   令和７年３月 31 日付の通知「特定被保護者対象事業による支援について」におい

て、「３ 特定被保護者の範囲」が示されているが、被保護家計改善支援事業と特定

被保護者の困窮家計改善支援事業の対象者の違いが理解できていなかった。面談を行

う中で、自治体の整理によっては被保護家計改善支援事業の対象者と区別なく、特定

被保護者を対象として困窮家計改善支援事業にて一体実施ができることがわかった。 

   また、事務手続きや要綱については自治体マニュアルや近隣市などの実施自治体を

参考にしながら作成するなど、進め方のイメージをつかむことができた 

 

３、今後の活かし方について 

   特定被保護者の対象範囲を対象見込数などから整理を行う。 

   現在の困窮事業において、特定被保護者を対象とした際に必要な相談体制の整理を

行う。 

 

Ｌ自治体（5～10 万人）自立、就労、家計の連携等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

  ・就労準備支援事業実施に関して、有効なプログラムの作成方法、時間割について 

  ・就労準備支援事業の利用者の掘り起こし方法について 

 ・家計改善支援事業のノウハウ、対象者との信頼関係の構築について 

 

２、実施後の認識の変化について 

・就労準備支援事業利用者の掘り起こしについて具体的な支援内容や受けられるプロ

グラムを記載していることで、実際の活動内容をイメージしやすくなるとご助言い

ただいた。 

・就労準備支援事業利用者の掘り起こしを講師の自治体では、チラシによる周知とホ

ームページでの活動報告やフェイスブックでの周知をしていた。ＳＮＳを使った周

知やホームページなど時代に応じた周知方法が必要と認識した。また周知しても行

き届かない部分はあるので継続した周知が必要だと認識した。 

・就労準備支援事業を利用する人のイメージを関係機関が固めすぎないこと（ひきこ

もりで仕事をしていない方など）。対象者を制度に当てはめるのでは無く、対象者

を支援するために就労準備支援事業をツールとして上手く使えないかという考え方

が大切と聞き、対象者に合ったプログラムを作る必要性を認識した。また、利用者

と話してみてこういったものがあればいいねというところから事業を組み立ててい

るという話もあり、プログラムを作成する際の参考としたい。形にとらわれず自由

な発想で考えて良いことに気づくことが出来た。自分達が気づいていない対象者像

の掘り起こしにもつながると感じた。 

  ・支援調整会議を他自治体ではコアな参加者は参集方式とし、他の参加者はオンライ 

ンのハイブリッド形式、参加者はケースに応じて決めているなど情報提供いただい 

た。支援調整会議の実施方法や参加機関等を再検討していきたい。 

・オンライン相談の重要性を感じていながら、基礎自治体外の相談がある可能性や緊

急性のある相談への対応など多くの課題を感じていた。住んでいる地域の把握は、

友達登録するときに住んでいる地域を自動で尋ねる設定にしている。緊急性がなけ

れば夜間・休日対応はしないなど具体的なアドバイスをいただき、課題への対応策

を教えていただいた。 

 

３、今後の活かし方について 

 ・これまで就労準備支援事業の周知は、相談機関や困窮窓口来所者にチラシ配布をし

ていた。チラシやホームページなど多様な媒体での周知を検討する。また、就労準

備支援事業のチラシを実施内容がイメージしやすいよう改める。就労準備支援事業

のイメージを固めすぎずに、対象者に合ったプログラムを実施できるよう利用者や

関係機関から話を聞きながら新しいプログラムを考えていきたい。 

  ・支援調整会議の在り方を検討する。 

・オンラインでの相談を受ける勉強会の実施を検討する。 

 ・商工会議所など福祉だけでない機関との連携が重要。各機関を訪問して事業説明す

るなどパイプ作り・パイプを太くする取組を行っていく。 

 

Ｍ自治体（5～10 万人）就労・家計の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

【就労準備支援事業】 

・どういった支援が就労準備に該当するのか 

・他市、先進地での取り組み方と本市のちがい 

・外部機関への支援協力の方法 

・就労準備支援事業のメニューの充実 

・就労準備支援事業の利用希望者があった時、すぐに提供できる定型メニューが必要

と思っていた。 

【家計改善支援事業】 

・他自治体の支援内容の比較（だれが、どこまで） 

・家計表、キャッシュフロー表の活用 

・家計改善支援事業における支援策について 

・もっと家計改善支援のスキルアップができたらと思っていた。 

 

２、実施後の認識の変化について 

【就労準備支援事業】 

・これまで自立支援、就労支援で対応していた内容も、就労準備に該当する部分が多

くある事がわかり、利用のハードルが下がったと感じた。 
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本コンサルで得た「制度づくりと信頼構築を同時に進める」という視点を基盤に、

福祉部門単独ではなく庁内横断・関係機関連携による持続可能な居住支援体制の構築

につなげていきたい。 

 

４自立相談支援事業等,生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援

  
Ｋ自治体（～５万人）特定被保護者の家計支援 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

家計改善支援事業は平成 30 年度から実施済みであるが、被保護家計改善支援事業

未実施のため、特定被保護者を対象とした一体実施を進めることで自立に向けたスム

ーズな連携を図れるようにしたい。 

・特定被保護者の選定をどのようにすればいいかの整理ができていないため、利用者

数の見込みが立てられていない。 

・家計改善支援事業の相談件数が増加傾向にあり、特定被保護者の利用見込と合わせ、

必要な相談体制の確認が必要である。 

・特定被保護者を困窮事業の対象とする際の、福祉事務所と自立相談支援機関との手

続きの流れの整理や要綱の作成など必要な事務手続きの整理ができていない。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   令和７年３月 31 日付の通知「特定被保護者対象事業による支援について」におい

て、「３ 特定被保護者の範囲」が示されているが、被保護家計改善支援事業と特定

被保護者の困窮家計改善支援事業の対象者の違いが理解できていなかった。面談を行

う中で、自治体の整理によっては被保護家計改善支援事業の対象者と区別なく、特定

被保護者を対象として困窮家計改善支援事業にて一体実施ができることがわかった。 

   また、事務手続きや要綱については自治体マニュアルや近隣市などの実施自治体を

参考にしながら作成するなど、進め方のイメージをつかむことができた 

 

３、今後の活かし方について 

   特定被保護者の対象範囲を対象見込数などから整理を行う。 

   現在の困窮事業において、特定被保護者を対象とした際に必要な相談体制の整理を

行う。 

 

Ｌ自治体（5～10 万人）自立、就労、家計の連携等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

  ・就労準備支援事業実施に関して、有効なプログラムの作成方法、時間割について 

  ・就労準備支援事業の利用者の掘り起こし方法について 

 ・家計改善支援事業のノウハウ、対象者との信頼関係の構築について 

 

２、実施後の認識の変化について 

・就労準備支援事業利用者の掘り起こしについて具体的な支援内容や受けられるプロ

グラムを記載していることで、実際の活動内容をイメージしやすくなるとご助言い

ただいた。 

・就労準備支援事業利用者の掘り起こしを講師の自治体では、チラシによる周知とホ

ームページでの活動報告やフェイスブックでの周知をしていた。ＳＮＳを使った周

知やホームページなど時代に応じた周知方法が必要と認識した。また周知しても行

き届かない部分はあるので継続した周知が必要だと認識した。 

・就労準備支援事業を利用する人のイメージを関係機関が固めすぎないこと（ひきこ

もりで仕事をしていない方など）。対象者を制度に当てはめるのでは無く、対象者

を支援するために就労準備支援事業をツールとして上手く使えないかという考え方

が大切と聞き、対象者に合ったプログラムを作る必要性を認識した。また、利用者

と話してみてこういったものがあればいいねというところから事業を組み立ててい

るという話もあり、プログラムを作成する際の参考としたい。形にとらわれず自由

な発想で考えて良いことに気づくことが出来た。自分達が気づいていない対象者像

の掘り起こしにもつながると感じた。 

  ・支援調整会議を他自治体ではコアな参加者は参集方式とし、他の参加者はオンライ 

ンのハイブリッド形式、参加者はケースに応じて決めているなど情報提供いただい 

た。支援調整会議の実施方法や参加機関等を再検討していきたい。 

・オンライン相談の重要性を感じていながら、基礎自治体外の相談がある可能性や緊

急性のある相談への対応など多くの課題を感じていた。住んでいる地域の把握は、

友達登録するときに住んでいる地域を自動で尋ねる設定にしている。緊急性がなけ

れば夜間・休日対応はしないなど具体的なアドバイスをいただき、課題への対応策

を教えていただいた。 

 

３、今後の活かし方について 

 ・これまで就労準備支援事業の周知は、相談機関や困窮窓口来所者にチラシ配布をし

ていた。チラシやホームページなど多様な媒体での周知を検討する。また、就労準

備支援事業のチラシを実施内容がイメージしやすいよう改める。就労準備支援事業

のイメージを固めすぎずに、対象者に合ったプログラムを実施できるよう利用者や

関係機関から話を聞きながら新しいプログラムを考えていきたい。 

  ・支援調整会議の在り方を検討する。 

・オンラインでの相談を受ける勉強会の実施を検討する。 

 ・商工会議所など福祉だけでない機関との連携が重要。各機関を訪問して事業説明す

るなどパイプ作り・パイプを太くする取組を行っていく。 

 

Ｍ自治体（5～10 万人）就労・家計の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

【就労準備支援事業】 

・どういった支援が就労準備に該当するのか 

・他市、先進地での取り組み方と本市のちがい 

・外部機関への支援協力の方法 

・就労準備支援事業のメニューの充実 

・就労準備支援事業の利用希望者があった時、すぐに提供できる定型メニューが必要

と思っていた。 

【家計改善支援事業】 

・他自治体の支援内容の比較（だれが、どこまで） 

・家計表、キャッシュフロー表の活用 

・家計改善支援事業における支援策について 

・もっと家計改善支援のスキルアップができたらと思っていた。 

 

２、実施後の認識の変化について 

【就労準備支援事業】 

・これまで自立支援、就労支援で対応していた内容も、就労準備に該当する部分が多

くある事がわかり、利用のハードルが下がったと感じた。 
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・事業所へ依頼する際の確認書など見ることができたのは参考になった。 

・佐賀市はスチューデント・サポート・フェイスが広く動かれているため、支援に実

際に関わるかたから話がうかがえたことや、つながりをもてたことは貴重だった。

コロナ以降に入職した相談員は視察研修で他の自治体の支援状況を感じることがな

かったため、良い刺激となった。 

・この事業所だからできるという考えではなく、どこでもできることで、やるかやら

ないかの違いなのだと感じた。地域によって支援内容の格差があってはならないの

で、みんなで取組んでみようと思った。 

・就労準備支援事業に係る国庫補助金は、メニュー創出の事業には使えない。 

・企業への業務の切り出しについては、個別に相談していくことになる。 

・就労継続支援Ｂ型事業所へ本事業を依頼することはできる。ただし、それのみだけ

ではなく、他のメニューの創出も必要である。（厚労省照会） 

・洗車作業や墓地清掃もメニューになり得るが、賃金の無償や有償に関わらず、経費

面も含めてどこが運営するのか、財源をどこに求めるのかが課題となる。 

・就労準備支援事業で提供する支援メニューは「こうあるべき」といった勝手なイメ

ージをもっていたが、研修を受けて「難しく考えすぎていた」と思う。 

【家計改善支援事業】 

・家計改善の基本的な考えかた、相談者への必要性の伝え方は、研修を受けていたこ

ともあり概ね間違ってはいないと確認できた。 

・家計表は、利用はしていたが活用するにはもっと学ぶ必要があると感じた。 

・家計改善支援事業の「見える化」については、根気強い説明と気付きまで持ってい

くことが肝要である。 

・相談員のスキルアップも重要である。 

・予習・復習等の継続が大事と思った。 

 

３、今後の活かし方について 

【就労準備支援事業】 

・これまでの支援内容も多く就労準備であげられるものがあると教えていただけたの

で、支援プランにも反映していく。 

・墓地清掃を就労準備の支援メニューとして、支所単位ではなく社協として具体的に

動ける体制をつくる。 

・就労準備には、ひきこもりのかたもおられるため、個別支援がしやすい居場所の提

供をしたい。 

・佐賀市のように職親制度をつくっていき、就労準備から障害者就労、一般就労へも

つながるような地域づくりをする。（各職業団体への説明、協力依頼など） 

・ハローワークの求人票をピックアップしたものを、市〇〇支所２階ハローワークス

ペースに掲示することを提案（検索 PC の操作が困難なかたや、〇〇のハローワーク

へ行きづらい（車で１時間）かたが求人を見やすいよう） 

・基本的なことであるが、就労準備となる業務を必要としている人がどの程度いるの

か、受け皿としてどういった作業が良いのか、運営面・財源面をどう解決していく

のか等を社会福祉協議会の組織として検討していくことになる。 

・どのような支援を就労準備支援事業としてカウントしてよいかの基準が現場で明確

になっておらず、実績計上への迷いがあった。しかし、今回の研修でパソコンを使

ったメニューや個別の学習メニュー等もカウントしていいということが分かり実績

計上しやすくなった。 

・情報提供して頂いた自己診断ツ－ルを参考にしながら就労準備支援事業などに活用

していきたい。 

・今後は難しく考えすぎないで、支援対象者の職業適性テスト等を活用しながら就労

準備支援メニューを検討し提供していきたい。 

【家計改善支援事業】 

・困窮者ネットワークＨＰなどで、もう一度事業についての動画など視聴し学びなお

しをする。 

・家計表だけでなく、キャッシュフロー表やライフイベント表も活用する。 

・行政や関係機関へ事業説明を再度行い、つないでくれる間口を広げる（市役所の庁

内連携会議などに提案） 

・専任の相談員の検討も必要。 

・グリーンコープは貸付を有効に利用した家計支援をされているため、生活福祉資金

の利活用についても学ぶ。 

 

４、その他 

・１回目のコンサル時に、どういう話の流れになるのかを把握しておらず話のまとま

りがつかなかったため、準備不足を感じた（自分も察して質問や現状などお伝えで

きる状態でいなければいけなかったと反省） 

・組織（就労準備の受け皿）として立ち上げるためには、相談員以外の専属の人材を

配置する必要があると思われる。 

・自治体コンサルを受ける機会を頂いて大変ありがたかったし、講師の方々が私達の

話をしっかり受け止めていただいた上、現場に応じた情報を提供してもらえたので

今後活用していきたい。 

 

Ｎ自治体（5～10 万人）家計改善支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

生活困窮者自立支援事業は委託業務でもあり職員の経験年数も４か月から４年とそ

の差がある。全員での相談対応をおこなっているが、この研修で、グループ全員での

体制づくりや家計改善事業についての基本的な考え方を知り、自身の支援を振り返る

事が出来ればと思い応募した。また家計支援での困難事例への対応や初期面談段階で

のプラン化の実地についても聞きたかった。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   研修を通じて、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子ども

の生活・学習支援事業がそろっているという当自治体の体制では初回相談から一体的

に支援出来るという強みや、自治体内での体制もあり他部署（収納課、住宅建築課、

消費生活支援センター、基幹相談支援センター等）との連携が図れる事、その上で個々

の事業としての専門支援での関わりの大切さを感じた。 

今までは、全員が自立でもあり、さらに初回面談で家計も聞き取りを行っている。

面談シートにそった聞き取りとなり、その聞き取りも相談者の主訴に寄りそうもので

はあるが結果として初回面談で不安を解消し信頼関係を構築できるような、その解決

の目途まで行きつけない事もある。今回、座学だけでなくロールプレイも実践してい

ただき、初回面談でも信頼関係を築く、相談者に笑顔になってもらう面談を見て学ん

だ。 

   普段から家計課題の助けとなる他事業、貸付や日常生活自立支援事業他との連携の

仕方なども本人の自立を図る上で大切となる。 

 

３、今後の活かし方について 

   相談者のニーズに合った引き出し（制度だけに限らず、地域資源や家族支援など）
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・事業所へ依頼する際の確認書など見ることができたのは参考になった。 

・佐賀市はスチューデント・サポート・フェイスが広く動かれているため、支援に実

際に関わるかたから話がうかがえたことや、つながりをもてたことは貴重だった。

コロナ以降に入職した相談員は視察研修で他の自治体の支援状況を感じることがな

かったため、良い刺激となった。 

・この事業所だからできるという考えではなく、どこでもできることで、やるかやら

ないかの違いなのだと感じた。地域によって支援内容の格差があってはならないの

で、みんなで取組んでみようと思った。 

・就労準備支援事業に係る国庫補助金は、メニュー創出の事業には使えない。 

・企業への業務の切り出しについては、個別に相談していくことになる。 

・就労継続支援Ｂ型事業所へ本事業を依頼することはできる。ただし、それのみだけ

ではなく、他のメニューの創出も必要である。（厚労省照会） 

・洗車作業や墓地清掃もメニューになり得るが、賃金の無償や有償に関わらず、経費

面も含めてどこが運営するのか、財源をどこに求めるのかが課題となる。 

・就労準備支援事業で提供する支援メニューは「こうあるべき」といった勝手なイメ

ージをもっていたが、研修を受けて「難しく考えすぎていた」と思う。 

【家計改善支援事業】 

・家計改善の基本的な考えかた、相談者への必要性の伝え方は、研修を受けていたこ

ともあり概ね間違ってはいないと確認できた。 

・家計表は、利用はしていたが活用するにはもっと学ぶ必要があると感じた。 

・家計改善支援事業の「見える化」については、根気強い説明と気付きまで持ってい

くことが肝要である。 

・相談員のスキルアップも重要である。 

・予習・復習等の継続が大事と思った。 

 

３、今後の活かし方について 

【就労準備支援事業】 

・これまでの支援内容も多く就労準備であげられるものがあると教えていただけたの

で、支援プランにも反映していく。 

・墓地清掃を就労準備の支援メニューとして、支所単位ではなく社協として具体的に

動ける体制をつくる。 

・就労準備には、ひきこもりのかたもおられるため、個別支援がしやすい居場所の提

供をしたい。 

・佐賀市のように職親制度をつくっていき、就労準備から障害者就労、一般就労へも

つながるような地域づくりをする。（各職業団体への説明、協力依頼など） 

・ハローワークの求人票をピックアップしたものを、市〇〇支所２階ハローワークス

ペースに掲示することを提案（検索 PC の操作が困難なかたや、〇〇のハローワーク

へ行きづらい（車で１時間）かたが求人を見やすいよう） 

・基本的なことであるが、就労準備となる業務を必要としている人がどの程度いるの

か、受け皿としてどういった作業が良いのか、運営面・財源面をどう解決していく

のか等を社会福祉協議会の組織として検討していくことになる。 

・どのような支援を就労準備支援事業としてカウントしてよいかの基準が現場で明確

になっておらず、実績計上への迷いがあった。しかし、今回の研修でパソコンを使

ったメニューや個別の学習メニュー等もカウントしていいということが分かり実績

計上しやすくなった。 

・情報提供して頂いた自己診断ツ－ルを参考にしながら就労準備支援事業などに活用

していきたい。 

・今後は難しく考えすぎないで、支援対象者の職業適性テスト等を活用しながら就労

準備支援メニューを検討し提供していきたい。 

【家計改善支援事業】 

・困窮者ネットワークＨＰなどで、もう一度事業についての動画など視聴し学びなお

しをする。 

・家計表だけでなく、キャッシュフロー表やライフイベント表も活用する。 

・行政や関係機関へ事業説明を再度行い、つないでくれる間口を広げる（市役所の庁

内連携会議などに提案） 

・専任の相談員の検討も必要。 

・グリーンコープは貸付を有効に利用した家計支援をされているため、生活福祉資金

の利活用についても学ぶ。 

 

４、その他 

・１回目のコンサル時に、どういう話の流れになるのかを把握しておらず話のまとま

りがつかなかったため、準備不足を感じた（自分も察して質問や現状などお伝えで

きる状態でいなければいけなかったと反省） 

・組織（就労準備の受け皿）として立ち上げるためには、相談員以外の専属の人材を

配置する必要があると思われる。 

・自治体コンサルを受ける機会を頂いて大変ありがたかったし、講師の方々が私達の

話をしっかり受け止めていただいた上、現場に応じた情報を提供してもらえたので

今後活用していきたい。 

 

Ｎ自治体（5～10 万人）家計改善支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

生活困窮者自立支援事業は委託業務でもあり職員の経験年数も４か月から４年とそ

の差がある。全員での相談対応をおこなっているが、この研修で、グループ全員での

体制づくりや家計改善事業についての基本的な考え方を知り、自身の支援を振り返る

事が出来ればと思い応募した。また家計支援での困難事例への対応や初期面談段階で

のプラン化の実地についても聞きたかった。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   研修を通じて、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子ども

の生活・学習支援事業がそろっているという当自治体の体制では初回相談から一体的

に支援出来るという強みや、自治体内での体制もあり他部署（収納課、住宅建築課、

消費生活支援センター、基幹相談支援センター等）との連携が図れる事、その上で個々

の事業としての専門支援での関わりの大切さを感じた。 

今までは、全員が自立でもあり、さらに初回面談で家計も聞き取りを行っている。

面談シートにそった聞き取りとなり、その聞き取りも相談者の主訴に寄りそうもので

はあるが結果として初回面談で不安を解消し信頼関係を構築できるような、その解決

の目途まで行きつけない事もある。今回、座学だけでなくロールプレイも実践してい

ただき、初回面談でも信頼関係を築く、相談者に笑顔になってもらう面談を見て学ん

だ。 

   普段から家計課題の助けとなる他事業、貸付や日常生活自立支援事業他との連携の

仕方なども本人の自立を図る上で大切となる。 

 

３、今後の活かし方について 

   相談者のニーズに合った引き出し（制度だけに限らず、地域資源や家族支援など）
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を増やす、見立て・スケジュールをたてる、すべてが相談者の為であり安心へつなが

る支援となる。 

 既にある家計改善支援事業のツール等、見える化するための技術を取り入れ利用し

ていきたい。相談者の今だけでなく、その人となりがわかる昔を知り、イメージでき

る将来を相談者へ見える化する事を実践していきたい。 

   また、グループ全員での研修や協議の場などを取り入れ、その視点や技法など自ら

も気づきが出来、グループ全体としても実践へと繋げ、さらなるプラン実績の増加、

内容の充実へと繋げていきたい。また、自治体内での効果についても意識して追って

いきたい。 

 

４、その他 

   座学の中でも終始具体的な内容で、またロールプレイも交えた実務的な研修であっ

た。私だったらというイメージを持ちやすく個々の疑問等や足りない所、こうした方

がいいなど自分でも気づきやすい内容だった。一番大事な「相談者の悩みに沿った面

談」というものを真ん中に置き初回面談から行えるよう努めたい。 

 

Ｏ自治体（5～10 万人）特定被保護者支援との連携 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

今年度から新たに始まった特定被保護者の運用の整理 

他部署・他機関との連携も含めた生活困窮者自立支援制度の支援フローの整理 

 

２、実施後の認識の変化について 

 ⑴ 特定被保護者の運用 

今回のコンサルティングには、生活困窮者自立支援制度の担当者のほか生活保護の

担当者も参加したが、それぞれの立場を踏まえて共通認識を図ることができた。特定

被保護者の運用については、自立に向けた支援という目的の下で、対象者を柔軟に捉

えても差し支えないことがわかった。要綱の規定など、事務的な準備についても押さ

えなければならないポイントがわかった。 

 ⑵ 他部署・他機関との連携 

   他部署・他機関との連携を図る上で、研修や事例検討を行うことが考えられるが、

参加者の誰もが当事者として考えられるようになるためには「世帯支援」「地域支援」

という着眼が重要であることがわかった。また、次第に沿って進行する研修だけでは

なく、テーマを決めずに「雑談」することで、より連携が深まるという指摘は、実感

を持って理解することができた。 

⑶ 連携を踏まえた生活困窮者自立支援制度の支援フロー 

   フロー図として書き出したことで、本市の強み・弱みが視覚的にわかった。アウト

リーチや地域づくりについては、公金の滞納整理部門との連携や就労支援との関係か

ら、具体的なイメージを掴むことができた。支援調整会議については、まだまだ工夫

や改善の余地があり、プラン作成や連携強化を図る手段として、もっと有効に活用で

きるのではないかと考えた。 

 

３、今後の活かし方について 

   担当間で調整し、特定被保護者に対する具体的な支援を開始する。年度内に実施を

予定している事例検討について、世帯支援や地域支援に着眼した企画に切り替える。

支援調整会議の在り方について年内中に担当者で話し合いを行い、年明けから運営方

法を見直す。 

 

Ｐ自治体(10～20 万人) 支援体制・運営方法等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

【現状】 

  ・本市では、生活困窮者自立相談支援事業（家計改善事業、就労準備支援事業を含む）

と重層的支援体制整備事業を市社会福祉協議会に委託している。 

・そういった中で、生活困窮の担当者と地域福祉コーディネーターの役割があいまい

であったため、地域福祉コーディネーターは、地域活動と個別支援の両立に苦慮し

ていた。また、生活困窮担当と地域福祉コーディネーターの連携が機能していなか

った。 

【課題】 

・生活困窮と地域福祉コーディネーターが同一窓口にいるメリットを生かし、「生活

困窮からの自立」と「地域の居場所への参加等による社会参加」の両者を行き来し

ながら、支援していける体制づくり。 

・アセスメントができていないケースがあり、早期対応や緊急性の判断に漏れが生じ

ている可能性があったため、初回相談→インテーク・アセスメント→プラン策定→

支援の流れ→評価の仕組化を行いたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

  ・生活困窮者自立相談支援事業と重層的支援体制整備事業を同一事業者が受託するこ

とにより、混乱が生じていた側面があったが、コンサルを通して、長期的なビジョ

ンを描けるようになった。 

  ・コンサルを受けるにあたり、事前準備として現状を振り返り、考え方を整理したこ

とで、課題が明確化され、市と社会福祉協議会で共通の認識を持つことができた。 

  ・重層的支援体制整備事業の理解が深まったことで、生活困窮者自立支援事業の重要

性を再認識できた。 

  

３、今後の活かし方について 

  ・相談受付の流れの仕組化を相談したことで、相談のあった全ケースについて社会福

祉協議会内で振り返りを実施することになった。個々の支援員の能力や視点に頼り

過ぎず、他の人の視点を取り入れることで、組織全体の相談支援の質の向上につな

げていきたい。 

 ・時間の経過とともに地域課題が変化していくことを踏まえ、どう地域を耕し、包括

的な支援体制を構築していくのか問いをいただいたので、今後も継続して議論を重

ねていきたいと考えている。 

 

Ｑ自治体(10～20 万人) 自立、就労、家計の連携等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・就労準備支援事業で社会参加等の機会を設けるため、様々な支援メニューを実施し

ているが、他の具体的な事例等を知りたい  

・自立相談、家計改善、就労準備の３事業の効果的に連携させていくための方法を知

りたい 

・自立相談支援事業から他事業へのつなぎについて 

・生活困窮者自立支援法第９条に基づく支援会議の進め方について 

 

２、実施後の認識の変化について 

・商工部も含めた取組の例もあると伺い、新たな可能性を知ることができました 
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を増やす、見立て・スケジュールをたてる、すべてが相談者の為であり安心へつなが

る支援となる。 

 既にある家計改善支援事業のツール等、見える化するための技術を取り入れ利用し

ていきたい。相談者の今だけでなく、その人となりがわかる昔を知り、イメージでき

る将来を相談者へ見える化する事を実践していきたい。 

   また、グループ全員での研修や協議の場などを取り入れ、その視点や技法など自ら

も気づきが出来、グループ全体としても実践へと繋げ、さらなるプラン実績の増加、

内容の充実へと繋げていきたい。また、自治体内での効果についても意識して追って

いきたい。 

 

４、その他 

   座学の中でも終始具体的な内容で、またロールプレイも交えた実務的な研修であっ

た。私だったらというイメージを持ちやすく個々の疑問等や足りない所、こうした方

がいいなど自分でも気づきやすい内容だった。一番大事な「相談者の悩みに沿った面

談」というものを真ん中に置き初回面談から行えるよう努めたい。 

 

Ｏ自治体（5～10 万人）特定被保護者支援との連携 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

今年度から新たに始まった特定被保護者の運用の整理 

他部署・他機関との連携も含めた生活困窮者自立支援制度の支援フローの整理 

 

２、実施後の認識の変化について 

 ⑴ 特定被保護者の運用 

今回のコンサルティングには、生活困窮者自立支援制度の担当者のほか生活保護の

担当者も参加したが、それぞれの立場を踏まえて共通認識を図ることができた。特定

被保護者の運用については、自立に向けた支援という目的の下で、対象者を柔軟に捉

えても差し支えないことがわかった。要綱の規定など、事務的な準備についても押さ

えなければならないポイントがわかった。 

 ⑵ 他部署・他機関との連携 

   他部署・他機関との連携を図る上で、研修や事例検討を行うことが考えられるが、

参加者の誰もが当事者として考えられるようになるためには「世帯支援」「地域支援」

という着眼が重要であることがわかった。また、次第に沿って進行する研修だけでは

なく、テーマを決めずに「雑談」することで、より連携が深まるという指摘は、実感

を持って理解することができた。 

⑶ 連携を踏まえた生活困窮者自立支援制度の支援フロー 

   フロー図として書き出したことで、本市の強み・弱みが視覚的にわかった。アウト

リーチや地域づくりについては、公金の滞納整理部門との連携や就労支援との関係か

ら、具体的なイメージを掴むことができた。支援調整会議については、まだまだ工夫

や改善の余地があり、プラン作成や連携強化を図る手段として、もっと有効に活用で

きるのではないかと考えた。 

 

３、今後の活かし方について 

   担当間で調整し、特定被保護者に対する具体的な支援を開始する。年度内に実施を

予定している事例検討について、世帯支援や地域支援に着眼した企画に切り替える。

支援調整会議の在り方について年内中に担当者で話し合いを行い、年明けから運営方

法を見直す。 

 

Ｐ自治体(10～20 万人) 支援体制・運営方法等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

【現状】 

  ・本市では、生活困窮者自立相談支援事業（家計改善事業、就労準備支援事業を含む）

と重層的支援体制整備事業を市社会福祉協議会に委託している。 

・そういった中で、生活困窮の担当者と地域福祉コーディネーターの役割があいまい

であったため、地域福祉コーディネーターは、地域活動と個別支援の両立に苦慮し

ていた。また、生活困窮担当と地域福祉コーディネーターの連携が機能していなか

った。 

【課題】 

・生活困窮と地域福祉コーディネーターが同一窓口にいるメリットを生かし、「生活

困窮からの自立」と「地域の居場所への参加等による社会参加」の両者を行き来し

ながら、支援していける体制づくり。 

・アセスメントができていないケースがあり、早期対応や緊急性の判断に漏れが生じ

ている可能性があったため、初回相談→インテーク・アセスメント→プラン策定→

支援の流れ→評価の仕組化を行いたい。 

 

２、実施後の認識の変化について 

  ・生活困窮者自立相談支援事業と重層的支援体制整備事業を同一事業者が受託するこ

とにより、混乱が生じていた側面があったが、コンサルを通して、長期的なビジョ

ンを描けるようになった。 

  ・コンサルを受けるにあたり、事前準備として現状を振り返り、考え方を整理したこ

とで、課題が明確化され、市と社会福祉協議会で共通の認識を持つことができた。 

  ・重層的支援体制整備事業の理解が深まったことで、生活困窮者自立支援事業の重要

性を再認識できた。 

  

３、今後の活かし方について 

  ・相談受付の流れの仕組化を相談したことで、相談のあった全ケースについて社会福

祉協議会内で振り返りを実施することになった。個々の支援員の能力や視点に頼り

過ぎず、他の人の視点を取り入れることで、組織全体の相談支援の質の向上につな

げていきたい。 

 ・時間の経過とともに地域課題が変化していくことを踏まえ、どう地域を耕し、包括

的な支援体制を構築していくのか問いをいただいたので、今後も継続して議論を重

ねていきたいと考えている。 

 

Ｑ自治体(10～20 万人) 自立、就労、家計の連携等 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

・就労準備支援事業で社会参加等の機会を設けるため、様々な支援メニューを実施し

ているが、他の具体的な事例等を知りたい  

・自立相談、家計改善、就労準備の３事業の効果的に連携させていくための方法を知

りたい 

・自立相談支援事業から他事業へのつなぎについて 

・生活困窮者自立支援法第９条に基づく支援会議の進め方について 

 

２、実施後の認識の変化について 

・商工部も含めた取組の例もあると伺い、新たな可能性を知ることができました 
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・連携事業では、情報共有も大切だが、役割を明確化して進めることが重要であると

学べました 

・伴走の姿勢が重要であり、支援方針を立ち上げることもひとつの方法であると知る

ことがでました 

・既存の支援に当てはめるではなく、見えない課題を掴む意識が必要であると助言い

ただきました。 

 

３、今後の活かし方について 

・関係機関で情報を共有し、本市の自治体規模でも実施できることから、取組を進め

たいと考えます 

 

Ｒ自治体(10～20 万人) 子ども支援の見直し 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   現在実施している子どもの学習支援事業に加え、来年度から重層的支援体制に移行

するにあたり、新たに官民連携で支援体制を構築し、誰一人取り残さないまちづくり

の理念のもと、子どもの居場所支援を実現するにはどうしたらよいか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   実施後、行政としての役割は、支援体制を提供するだけでなく、積極的に関与し、

事業の質を高め、持続可能性を確保するための役割を果たすことが重要であることを

再認識しました。そのためにはＰＤＣＡサイクルを重視し、絶えず子ども等に寄り添

う気持ちを忘れずに制度設計をすることが大切であることを強く意識することができ

ました。 

 

３、今後の活かし方について 

   先進地である滋賀県高島市の担当者からの説明による子どもへの声掛け方法、大学

生を含むボランティアの募集方法、行政庁内の連携等の実例を参考にして、地域の居

場所ハブである「くまカフェ」を構築する際に、この考え方を活かしていく。さらに、

子どもの学習支援事業と並行に運用しながら、制度の狭間で埋もれていた支援が必要

なこどもを見出し、支援の輪を広げ、地域と家庭で共育するシステム作りにも活かし

ていく。 

 

４、その他 

   今後も全国各地の実例を参考にしたいため、情報提供をしていただきたい。 

 

Ｓ自治体(20 万人～) 就労準備支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

ひきこもり支援と就労準備支援を一体的に実施するステップアップサポート事業は、

居場所づくり（居場所の利用）→伴走支援（信頼関係の構築）→就労準備支援（事業

の利用）という流れで考えられている。そのため、対象者が初めて関わりを持つ支援

者は、就労準備支援事業者が想定されており、自立相談支援事業者の介入が後手とな

ることがある。そこで、コンサルティング事業で検討したいと思っていた課題は以下

の２つである。 

① 自立相談支援事業者の課題 

利用者が事業を体験利用してしばらく経ち、すでにプログラム案が出来ている

ものに対して支援がしづらいということがある。利用者と就労準備支援事業者と

の間で、先に支援が始まり、関係ができている中で、自立相談支援事業者がどのよ

うなかかわり方ができるか。 

② 就労準備支援事業者の課題 

現在の就労準備支援事業は、支援メニューが場当たり的になっている部分があ

る。自立相談支援事業者のプランに基づいてどのように支援メニューを作成して

いけばいいのか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

⑴ 事業の対象者像について 

ひきこもりが高年齢化した現在、不登校の延長としてのひきこもり、退職後の

ひきこもりなど広いひきこもりの概念の中で、すべての層を対象とすることは不

可能である。本事業における対象者像を明確化できていないため、委託者に支援

方針を明確に示すことができていないことがわかった。 

⑵ 就労準備支援事業者に求めるものについて 

現在、委託している２社は就労訓練事業所に近い。支援メニューは内職作業的

なものが多く、他者との交流や社会とのつながりはあまりできていない。また、

現在委託している２社は、幅広い選択肢を本人に与えられていない。 

舞鶴市の就労準備支援事業では、市から事業者に対して、次につながるための

見立て、アセスメントをしっかりやってほしいとオーダーしている。現在の本市

の事業所の特徴としてオーダーメイド型で支援をすることで、利用者に合わせた

支援ができるという強みもあるが、一方でこれ以上利用者を増やすのは難しいこ

とがわかった。 

⑶ 居場所の考え方について 

居場所は、好きな時間に来て安心して過ごせるものだと思っていたが、必ずしも

毎日来られることが居場所ではない。就労的居場所があれば、毎日来なくても居場

所になることが分かった。 

⑷ 自立相談支援事業者について 

現在の自立相談支援事業者は利用者と会話する機会をあまり作れておらず、明

確な支援プランを示すことができていない。自立相談支援事業者が一次情報を持

つような設計が必要だということがわかった。 

 

３、今後の活かし方について 

⑴ 事業の対象者像の明確化 

本事業の対象者をどこに設定するのか、自立相談支援事業者と就労準備支援事

業者とすり合わせをしていく。また、現在の本事業の利用者の相談経路や自立相談

支援事業所に相談に来るうちのひきこもりの相談者の特徴等を一度整理し、本市

が本事業の中で実施していきたいひきこもり支援の対象者について整理する。 

⑵ 就労準備支援事業者に求めるものの明確化 

就労準備支援事業者にはそれぞれ強みがあるため、就労準備支援事業者とその

都度共有、相談し強みを活かしながら事業を進めていく必要がある。 

また、就労に活かせる知識や経験を得られるよう各事業者で得意なこと、不得意

なことを踏まえて支援メニューの幅を広げていく。さらに、支援メニューによる支

援のみでなく、グループワークなどを通して他者の考え、気持ちに触れる機会を持

つことで、就労準備支援事業者は成長をステップアップの判断基準の一つとして

考えることができる。 

⑶ 居場所の考え方の整理 

就労準備支援事業利用者に対し、利用者同士のコミュニケーション、仲間との交
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・連携事業では、情報共有も大切だが、役割を明確化して進めることが重要であると

学べました 

・伴走の姿勢が重要であり、支援方針を立ち上げることもひとつの方法であると知る

ことがでました 

・既存の支援に当てはめるではなく、見えない課題を掴む意識が必要であると助言い

ただきました。 

 

３、今後の活かし方について 

・関係機関で情報を共有し、本市の自治体規模でも実施できることから、取組を進め

たいと考えます 

 

Ｒ自治体(10～20 万人) 子ども支援の見直し 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   現在実施している子どもの学習支援事業に加え、来年度から重層的支援体制に移行

するにあたり、新たに官民連携で支援体制を構築し、誰一人取り残さないまちづくり

の理念のもと、子どもの居場所支援を実現するにはどうしたらよいか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   実施後、行政としての役割は、支援体制を提供するだけでなく、積極的に関与し、

事業の質を高め、持続可能性を確保するための役割を果たすことが重要であることを

再認識しました。そのためにはＰＤＣＡサイクルを重視し、絶えず子ども等に寄り添

う気持ちを忘れずに制度設計をすることが大切であることを強く意識することができ

ました。 

 

３、今後の活かし方について 

   先進地である滋賀県高島市の担当者からの説明による子どもへの声掛け方法、大学

生を含むボランティアの募集方法、行政庁内の連携等の実例を参考にして、地域の居

場所ハブである「くまカフェ」を構築する際に、この考え方を活かしていく。さらに、

子どもの学習支援事業と並行に運用しながら、制度の狭間で埋もれていた支援が必要

なこどもを見出し、支援の輪を広げ、地域と家庭で共育するシステム作りにも活かし

ていく。 

 

４、その他 

   今後も全国各地の実例を参考にしたいため、情報提供をしていただきたい。 

 

Ｓ自治体(20 万人～) 就労準備支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

ひきこもり支援と就労準備支援を一体的に実施するステップアップサポート事業は、

居場所づくり（居場所の利用）→伴走支援（信頼関係の構築）→就労準備支援（事業

の利用）という流れで考えられている。そのため、対象者が初めて関わりを持つ支援

者は、就労準備支援事業者が想定されており、自立相談支援事業者の介入が後手とな

ることがある。そこで、コンサルティング事業で検討したいと思っていた課題は以下

の２つである。 

① 自立相談支援事業者の課題 

利用者が事業を体験利用してしばらく経ち、すでにプログラム案が出来ている

ものに対して支援がしづらいということがある。利用者と就労準備支援事業者と

の間で、先に支援が始まり、関係ができている中で、自立相談支援事業者がどのよ

うなかかわり方ができるか。 

② 就労準備支援事業者の課題 

現在の就労準備支援事業は、支援メニューが場当たり的になっている部分があ

る。自立相談支援事業者のプランに基づいてどのように支援メニューを作成して

いけばいいのか。 

 

２、実施後の認識の変化について 

⑴ 事業の対象者像について 

ひきこもりが高年齢化した現在、不登校の延長としてのひきこもり、退職後の

ひきこもりなど広いひきこもりの概念の中で、すべての層を対象とすることは不

可能である。本事業における対象者像を明確化できていないため、委託者に支援

方針を明確に示すことができていないことがわかった。 

⑵ 就労準備支援事業者に求めるものについて 

現在、委託している２社は就労訓練事業所に近い。支援メニューは内職作業的

なものが多く、他者との交流や社会とのつながりはあまりできていない。また、

現在委託している２社は、幅広い選択肢を本人に与えられていない。 

舞鶴市の就労準備支援事業では、市から事業者に対して、次につながるための

見立て、アセスメントをしっかりやってほしいとオーダーしている。現在の本市

の事業所の特徴としてオーダーメイド型で支援をすることで、利用者に合わせた

支援ができるという強みもあるが、一方でこれ以上利用者を増やすのは難しいこ

とがわかった。 

⑶ 居場所の考え方について 

居場所は、好きな時間に来て安心して過ごせるものだと思っていたが、必ずしも

毎日来られることが居場所ではない。就労的居場所があれば、毎日来なくても居場

所になることが分かった。 

⑷ 自立相談支援事業者について 

現在の自立相談支援事業者は利用者と会話する機会をあまり作れておらず、明

確な支援プランを示すことができていない。自立相談支援事業者が一次情報を持

つような設計が必要だということがわかった。 

 

３、今後の活かし方について 

⑴ 事業の対象者像の明確化 

本事業の対象者をどこに設定するのか、自立相談支援事業者と就労準備支援事

業者とすり合わせをしていく。また、現在の本事業の利用者の相談経路や自立相談

支援事業所に相談に来るうちのひきこもりの相談者の特徴等を一度整理し、本市

が本事業の中で実施していきたいひきこもり支援の対象者について整理する。 

⑵ 就労準備支援事業者に求めるものの明確化 

就労準備支援事業者にはそれぞれ強みがあるため、就労準備支援事業者とその

都度共有、相談し強みを活かしながら事業を進めていく必要がある。 

また、就労に活かせる知識や経験を得られるよう各事業者で得意なこと、不得意

なことを踏まえて支援メニューの幅を広げていく。さらに、支援メニューによる支

援のみでなく、グループワークなどを通して他者の考え、気持ちに触れる機会を持

つことで、就労準備支援事業者は成長をステップアップの判断基準の一つとして

考えることができる。 

⑶ 居場所の考え方の整理 

就労準備支援事業利用者に対し、利用者同士のコミュニケーション、仲間との交
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流ができる就労的居場所を展開していきたい。現在は、利用者がイベントに参加し

たり掃除を手伝ったりと外部との交流は増えてきている。しかし、利用者同士のつ

ながりはなく、他者とのコミュニケーションでどう感じたか、気持ちの変化はあっ

たか、など交流の面での振り返りは行えていないため、今後は利用者の気持ちの変

化も大切にしながら支援を進めていく。 

⑷ 自立相談支援事業者の役割の整理 

自立相談支援事業者の役割として、対象者に対し本事業だけにとどまらない自

立に向けた支援をすること、つながり続けることが挙げられる。まずは就労準備支

援事業者に対し、自立相談支援事業者の本事業としての位置づけを改めて説明す

る必要がある。 

また、自立相談支援事業者を主軸として事業を進められるよう、利用者に対する

早めの顔合わせ、アセスメントをしていく。 

 

Ｔ自治体(20 万人～) 就労準備支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   就労準備支援事業や認定就労訓練事業について、委託先が抱える以下の課題 

   ・認定就労訓練事業の効果的な実施方法 

・自立相談支援員と就労準備支援員の連携について（一体的実施の場合） 

・就労準備支援事業の出口支援について 

 

２、実施後の認識の変化について 

 コンサルティング事業を受けて、以下の重要性に改めて気付いた。 

   ・自立相談支援事業と就労準備支援事業の連携 

   ・会議の在り方の整理・活用 

・庁内部署や関連機関との連携 

 

３、今後の活かし方について 

 （就労準備支援事業について） 

・自立相談支援事業と就労準備支援事業間の連携体制強化を図る。 

  ・会議の在り方を検討する（就労に特化した会議を行い、自立の相談支援員や就労の

専門家にも参加してもらう等）。 

  ・庁内部署や関連機関に対して改めて事業説明を行い、事業の対象となりそうな方が

いればつないでもらうよう依頼するとともに、チラシ等を用いて広く周知する。 

  ・長期的には、生活保護受給者が生活困窮者向けの就労準備支援事業等を利用できる

一体実施の仕組みの導入についても検討する。 

 （認定就労訓練事業について） 

  ・雇用につながる認定就労訓練事業者を開拓する。 

 ・事業者の負担軽減のため、訓練受け入れの流れ等の説明ツールを作成する 

 

Ｕ自治体(20 万人～) 自立相談の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

〇 相談が単発で終了し、プラン作成に繋がらないことが多いことから、相談者と継

続的に関わるコツやプラン作成につなげるコツ 

〇 相談実績が上がっている自治体の最新の取組等（アウトリーチ手法、庁内連携体

制、フォローアップ方法等） 

〇 重層的支援体制整備事業（以下「重層事業」という。）と生活困窮者自立支援事

業（以下「困窮事業」という。）の連携と役割分担 

 

２、実施後の認識の変化について 

〇 事例を基にして、具体的な会話例を通して気を付けるべきポイントや実践的な会

話例等についてレクチャーを受けたことにより、継続的な相談につなげる際に必

要なこと（『すぐに結論を出さない。』、『電話では相談しない。』、『主訴の

向こう側にある根本原因にどのようにアプローチするか』など）を再確認した。 

〇 各種会議については、関係がありそうなものを選択し参加してきたところである

が、病院のケース検討会など一見関係が無さそうであっても、事業紹介などの機

会となることもあり、全ての参加に意味がある。 

〇 重層事業の具体的な取組内容について、重層事業担当者と一緒に改めて共有した

ことにより、今後の連携・役割分担等（相談窓口の位置づけ、就労支援の主体等）

について、改善点と意識の共有を行うことができた。 

〇 市社協との連携を検討する場合は、行政と異なる市社協の持つ強みを生かすこと

を考える必要がある。 

〇 支援調整会議については、プラン決定の場のみではなく、困窮事業における支援

事例を他機関に見てもらう場でもある。 

 

３、今後の活かし方について 

〇 電話から面談に至る割合については、新規相談のうち９割程度が適正との話があ

った。現状、本市においては５割程度と思われるため、可能な限り面談につなげ

られるよう今後の相談支援に活かしたい。 

〇 重層事業と困窮事業の両事業の効果的な実施に向けて、適切な連携・役割分担に

ついて、重層事業担当課及び受託事業者（社会福祉協議会）と早急に協議を行う。 

〇 先進自治体の紹介もあったことから、調査研究を行い、今後の施策検討に活かし

たい。 

〇 他の会議体への参加や支援調整会議等の開催を通して、具体的事例から一緒に考

えることにより、支援現場における交流を深める。 

 

４、その他 

地域共生社会の実現に向けて、生活困窮者自立支援制度における相談支援について、

充実に努めたい。 
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流ができる就労的居場所を展開していきたい。現在は、利用者がイベントに参加し

たり掃除を手伝ったりと外部との交流は増えてきている。しかし、利用者同士のつ

ながりはなく、他者とのコミュニケーションでどう感じたか、気持ちの変化はあっ

たか、など交流の面での振り返りは行えていないため、今後は利用者の気持ちの変

化も大切にしながら支援を進めていく。 

⑷ 自立相談支援事業者の役割の整理 

自立相談支援事業者の役割として、対象者に対し本事業だけにとどまらない自

立に向けた支援をすること、つながり続けることが挙げられる。まずは就労準備支

援事業者に対し、自立相談支援事業者の本事業としての位置づけを改めて説明す

る必要がある。 

また、自立相談支援事業者を主軸として事業を進められるよう、利用者に対する

早めの顔合わせ、アセスメントをしていく。 

 

Ｔ自治体(20 万人～) 就労準備支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   就労準備支援事業や認定就労訓練事業について、委託先が抱える以下の課題 

   ・認定就労訓練事業の効果的な実施方法 

・自立相談支援員と就労準備支援員の連携について（一体的実施の場合） 

・就労準備支援事業の出口支援について 

 

２、実施後の認識の変化について 

 コンサルティング事業を受けて、以下の重要性に改めて気付いた。 

   ・自立相談支援事業と就労準備支援事業の連携 

   ・会議の在り方の整理・活用 

・庁内部署や関連機関との連携 

 

３、今後の活かし方について 

 （就労準備支援事業について） 

・自立相談支援事業と就労準備支援事業間の連携体制強化を図る。 

  ・会議の在り方を検討する（就労に特化した会議を行い、自立の相談支援員や就労の

専門家にも参加してもらう等）。 

  ・庁内部署や関連機関に対して改めて事業説明を行い、事業の対象となりそうな方が

いればつないでもらうよう依頼するとともに、チラシ等を用いて広く周知する。 

  ・長期的には、生活保護受給者が生活困窮者向けの就労準備支援事業等を利用できる

一体実施の仕組みの導入についても検討する。 

 （認定就労訓練事業について） 

  ・雇用につながる認定就労訓練事業者を開拓する。 

 ・事業者の負担軽減のため、訓練受け入れの流れ等の説明ツールを作成する 

 

Ｕ自治体(20 万人～) 自立相談の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

〇 相談が単発で終了し、プラン作成に繋がらないことが多いことから、相談者と継

続的に関わるコツやプラン作成につなげるコツ 

〇 相談実績が上がっている自治体の最新の取組等（アウトリーチ手法、庁内連携体

制、フォローアップ方法等） 

〇 重層的支援体制整備事業（以下「重層事業」という。）と生活困窮者自立支援事

業（以下「困窮事業」という。）の連携と役割分担 

 

２、実施後の認識の変化について 

〇 事例を基にして、具体的な会話例を通して気を付けるべきポイントや実践的な会

話例等についてレクチャーを受けたことにより、継続的な相談につなげる際に必

要なこと（『すぐに結論を出さない。』、『電話では相談しない。』、『主訴の

向こう側にある根本原因にどのようにアプローチするか』など）を再確認した。 

〇 各種会議については、関係がありそうなものを選択し参加してきたところである

が、病院のケース検討会など一見関係が無さそうであっても、事業紹介などの機

会となることもあり、全ての参加に意味がある。 

〇 重層事業の具体的な取組内容について、重層事業担当者と一緒に改めて共有した

ことにより、今後の連携・役割分担等（相談窓口の位置づけ、就労支援の主体等）

について、改善点と意識の共有を行うことができた。 

〇 市社協との連携を検討する場合は、行政と異なる市社協の持つ強みを生かすこと

を考える必要がある。 

〇 支援調整会議については、プラン決定の場のみではなく、困窮事業における支援

事例を他機関に見てもらう場でもある。 

 

３、今後の活かし方について 

〇 電話から面談に至る割合については、新規相談のうち９割程度が適正との話があ

った。現状、本市においては５割程度と思われるため、可能な限り面談につなげ

られるよう今後の相談支援に活かしたい。 

〇 重層事業と困窮事業の両事業の効果的な実施に向けて、適切な連携・役割分担に

ついて、重層事業担当課及び受託事業者（社会福祉協議会）と早急に協議を行う。 

〇 先進自治体の紹介もあったことから、調査研究を行い、今後の施策検討に活かし

たい。 

〇 他の会議体への参加や支援調整会議等の開催を通して、具体的事例から一緒に考

えることにより、支援現場における交流を深める。 

 

４、その他 

地域共生社会の実現に向けて、生活困窮者自立支援制度における相談支援について、

充実に努めたい。 
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＜都道府県サポートプロジェクト＞ 

１居住支援事業の立ち上げ支援 

 
Ａ都道府県 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   これまで県内では、居住支援事業に取り組む自治体は少数であったため、事業の必

要性、県外の事例を含め、制度全般に対する理解を深める機会を設けたいと考えてい

ました。 

厚生労働省による本事業の募集案内を知り、専門家の助けをお借りしながら、県内

における支援の広がりを図ることができればとの思いで、応募しました。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   コンサル事業の終了から間がないため、現時点では具体的な変化をお示しすること

は難しいのですが、支援に関する機運が高まったように感じています。 

   本年１月２６日に実施した講師２名による対面での相談会では、生活困窮者自立支

援制度の支援員のほか、市町村行政（福祉部局、住宅部局）や居住支援法人など、幅

広い所属や職種の方々が、県内各地から参加しました。 

   当日は、事業の留意点や空き家等の地域資源の活用方法など、積極的に質問されて

いました。 

 

３、今後の活かし方について 

当面は、居住支援事業の立ち上げが課題となります。コンサルの専門家が実践され

ているレベルまで到達することは、自治体の規模等も異なり難しい面もあるのですが、 

先進事例を知ることができたのは大いに参考となりました。 

今回のコンサル事業の活用で、制度や実践事例の理解が深まりましたので、各自治

体における予算の獲得や事業の制度設計などに活かしていきたいと考えております。 

 

４、その他 

   当方では、コンサル事業を活用させていただくことが初めてだったため、講師が来

県しての相談会の内容など進め方の部分で、どのように実施すれば効果的な取組とな

るのかなど戸惑う場面がありました。 

その点、コンサルの専門家の方以外にも、他の自治体でのコンサル事業の状況等を

ご存じの方など、企画・運営などに関するコーディネーターの役割を担っていただけ

る方がいらっしゃると、なおありがたいと感じました。 

 
 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

 
Ｂ都道府県 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

令和７年度の法改正により、居住支援が明確化されたことから、自立相談支援事業

において、居住支援の強化をする必要があると感じている。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   国の制度担当者や現場の方からの助言をいただき、居住支援の強化の参考になった。

特に、新規実施予定の地域居住支援事業については、事例を伺うことができ、事業実

施のイメージがより具体的になった。 

 

３、今後の活かし方について 

   いただいた意見をもとに、居住支援の強化をしていく。地域居住支援事業の新規実

施だけでなく、紹介いただいた事例を参考に居住支援体制の強化を図っていきたい。 

 

４、その他 

   群馬県管轄の郡部だけでなく、県内全域の居住支援体制が強化されるよう、引続き、

任意事業の実施勧奨等をしていきたい。 

  
 
３自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 

 
Ｃ都道府県 家計改善支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

 ①県が設置する４カ所の相談窓口に配置された家計改善支援員について、経験や得意分

野等に偏りがあること 

②家計改善支援員としての基礎スキルの平準化と、他の福祉専門職とのチーム対応 

③地域特性に応じた支援ニーズの把握と対応 

④特定被保護者を含む生活保護受給者への対応 

 

２、実施後の認識の変化について 

   県内で家計相談支援事業を実施している各市においても、事業実施上の課題や悩み

があることが共有できた。 

   ①、②経験や得意分野の差については、家計支援員特化型の研修や互いの得意分野

を補える組織づくりの重要性が認識できた。 

   ③生活困窮支援制度の紹介については、社協や福祉部局以外の税務課や公営住宅等

を所管する部署へも案内が必要であることが認識できた。また、支援会議があること

で、障害や高齢、児童福祉の分野とも連携してケース対応が行えるため、そのような

連携の体制づくりが重要と認識できた。 

   ④特定被保護者の利用は今年度無かったが、生保のケースワーカーにも家計改善支

援事業の内容や事業効果を周知し、理解を促していくことが必要と認識できた。 

 

３、今後の活かし方について 

   県が実施する家計改善支援事業においては、管内関係機関への顔つなぎや、制度説

明の際には、窓口の相談員だけではなく県担当者が同行や通知を行う等して、行政サ

イドの調整を行うことでより連携しやすい体制整備を行っていきたい。 

   今回の全体研修に参加した各市の担当者及び相談員からは、このような県外のアド

バイザーからの助言を受けられる機会が貴重であり、来年度も研修に参加したいとの

要望があった。県内各市からの自治体コンサルの申し込みが低調であったので、今後

はそれぞれの自治体が抱える課題に個別に対応することもできるよう、各市に対して

コンサル事業の活用を推奨していきたい。 
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＜都道府県サポートプロジェクト＞ 

１居住支援事業の立ち上げ支援 

 
Ａ都道府県 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

   これまで県内では、居住支援事業に取り組む自治体は少数であったため、事業の必

要性、県外の事例を含め、制度全般に対する理解を深める機会を設けたいと考えてい

ました。 

厚生労働省による本事業の募集案内を知り、専門家の助けをお借りしながら、県内

における支援の広がりを図ることができればとの思いで、応募しました。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   コンサル事業の終了から間がないため、現時点では具体的な変化をお示しすること

は難しいのですが、支援に関する機運が高まったように感じています。 

   本年１月２６日に実施した講師２名による対面での相談会では、生活困窮者自立支

援制度の支援員のほか、市町村行政（福祉部局、住宅部局）や居住支援法人など、幅

広い所属や職種の方々が、県内各地から参加しました。 

   当日は、事業の留意点や空き家等の地域資源の活用方法など、積極的に質問されて

いました。 

 

３、今後の活かし方について 

当面は、居住支援事業の立ち上げが課題となります。コンサルの専門家が実践され

ているレベルまで到達することは、自治体の規模等も異なり難しい面もあるのですが、 

先進事例を知ることができたのは大いに参考となりました。 

今回のコンサル事業の活用で、制度や実践事例の理解が深まりましたので、各自治

体における予算の獲得や事業の制度設計などに活かしていきたいと考えております。 

 

４、その他 

   当方では、コンサル事業を活用させていただくことが初めてだったため、講師が来

県しての相談会の内容など進め方の部分で、どのように実施すれば効果的な取組とな

るのかなど戸惑う場面がありました。 

その点、コンサルの専門家の方以外にも、他の自治体でのコンサル事業の状況等を

ご存じの方など、企画・運営などに関するコーディネーターの役割を担っていただけ

る方がいらっしゃると、なおありがたいと感じました。 

 
 
２自立相談支援事業における住まいに関する相談支援について 

 
Ｂ都道府県 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

令和７年度の法改正により、居住支援が明確化されたことから、自立相談支援事業

において、居住支援の強化をする必要があると感じている。 

 

２、実施後の認識の変化について 

   国の制度担当者や現場の方からの助言をいただき、居住支援の強化の参考になった。

特に、新規実施予定の地域居住支援事業については、事例を伺うことができ、事業実

施のイメージがより具体的になった。 

 

３、今後の活かし方について 

   いただいた意見をもとに、居住支援の強化をしていく。地域居住支援事業の新規実

施だけでなく、紹介いただいた事例を参考に居住支援体制の強化を図っていきたい。 

 

４、その他 

   群馬県管轄の郡部だけでなく、県内全域の居住支援体制が強化されるよう、引続き、

任意事業の実施勧奨等をしていきたい。 

  
 
３自立相談支援事業等、生活困窮者自立支援事業実施上の課題解決支援 

 
Ｃ都道府県 家計改善支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

 ①県が設置する４カ所の相談窓口に配置された家計改善支援員について、経験や得意分

野等に偏りがあること 

②家計改善支援員としての基礎スキルの平準化と、他の福祉専門職とのチーム対応 

③地域特性に応じた支援ニーズの把握と対応 

④特定被保護者を含む生活保護受給者への対応 

 

２、実施後の認識の変化について 

   県内で家計相談支援事業を実施している各市においても、事業実施上の課題や悩み

があることが共有できた。 

   ①、②経験や得意分野の差については、家計支援員特化型の研修や互いの得意分野

を補える組織づくりの重要性が認識できた。 

   ③生活困窮支援制度の紹介については、社協や福祉部局以外の税務課や公営住宅等

を所管する部署へも案内が必要であることが認識できた。また、支援会議があること

で、障害や高齢、児童福祉の分野とも連携してケース対応が行えるため、そのような

連携の体制づくりが重要と認識できた。 

   ④特定被保護者の利用は今年度無かったが、生保のケースワーカーにも家計改善支

援事業の内容や事業効果を周知し、理解を促していくことが必要と認識できた。 

 

３、今後の活かし方について 

   県が実施する家計改善支援事業においては、管内関係機関への顔つなぎや、制度説

明の際には、窓口の相談員だけではなく県担当者が同行や通知を行う等して、行政サ

イドの調整を行うことでより連携しやすい体制整備を行っていきたい。 

   今回の全体研修に参加した各市の担当者及び相談員からは、このような県外のアド

バイザーからの助言を受けられる機会が貴重であり、来年度も研修に参加したいとの

要望があった。県内各市からの自治体コンサルの申し込みが低調であったので、今後

はそれぞれの自治体が抱える課題に個別に対応することもできるよう、各市に対して

コンサル事業の活用を推奨していきたい。 
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Ｄ都道府県 生活福祉基金と生困の連携 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

◯自立相談支援事業（町村部） 

・生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度の連携について（生活福祉資金貸付制

度における自立相談支援機関の関わり方や役割等） 

・自治体からの支援要請を受け支援している事例について、自立相談支援機関・家計改善

支援事業者として今後どのように臨めばよいか 

◯就労準備支援事業（町村部・未実施自治体） 

・就労準備支援の事業実施の効果について理解を深めたい  

・成功・失敗事例をどう乗り越えてきたかを知り、支援の参考としたい 

・未実施自治体における任意事業の立ち上げを支援する際のポイントを知りたい 

 

２、実施後の認識の変化について 

・両事業とも、非常に勉強になった。 

・自立相談支援機関においては、事例検討の過程のなかで日頃の支援状況が可視化され、

講師から支援に対するフィードバックやねぎらいをいただき、日頃の支援が間違ってい

なかったことに支援員が気づき、自信につながった。 

・就労準備支援事業者においては、講師の助言をもとに意欲的にアウトリーチ等を行い、

実際に支援につながるケースがみられている。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向けて、県と広域実施事業者と共通認識を持つこと

ができた。 

 

３、今後の活かし方について 

・今回のコンサルティングで学んだことを各々の支援の実践に活かしていく。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向け、県・事業者との間で今後取り組む内容を検討・

整理し、各々取り組みを進めていく。 

・当日は生活困窮者の就労支援全般にも話が及んだが、助言いただいた内容を参考とし、

本県における就労支援のあり方や見直しの検討を進めていく。 

 

Ｅ都道府県 都道府県研修立上げ 
 

１、実施後の変化について 

・令和６年度に続き、令和７年度も経験豊富な講師より、研修プログラムの構成や各内容、

進行方法等について具体的な助言を受けることで、初めての実施ではあったものの、当

県における課題や事前アンケートで把握した受講者のニーズに沿った研修を開催する

ことができた。 

・新たに立ち上げた研修企画チームの打合せに、講師にもご参加いただき、適宜助言を受

けながら話し合いを行うことで、企画・検討を円滑に進めることができた。また、この

打合せを受け、研修開催日にはチームメンバーにファシリテーターとしてグループワー

クに参加いただくなど、研修運営に協力いただけた。 

・研修プログラムにグループワークを多く導入したことで、参加者同士の意見交換や情報

共有が進み、相互理解が深まるとともに、顔の見える関係性の構築につながった。 

・研修後のアンケートにおいて「実務に活かしたい」「新しい発見があった」といった声

が多く、研修の有用性や満足度の高さがうかがえた。 

 

２、今後の活かし方について 

・グループワークにおいて、参加者同士の意見交換が想定以上に活発に行われ、参加者同

士の関係構築や今後の連携・協力体制の基盤形成につながったことから、今後の研修に

ついてもグループワークを積極的に導入していく。 

・今後は県内の支援員の方にも講師として参画いただき、受講者が将来的に指導的役割を

担うなど、「学ぶ側」と「教える側」の循環を生み出すことで、研修を通じて人材を育

成し、県内支援体制の強化を図りたい。 

 

３、その他 

・研修内容や運営体制が整っていない段階から、課題分析や研修テーマの検討、企画チー

ムの立ち上げ、具体的な研修の設計、当日の運営支援まで継続的にサポートいただいた

ことで、とても充実した研修を実施することができました。ありがとうございました。 

 

Ｆ都道府県 居住支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

 ・居住支援事業の実施方法と立ち上げ支援 

   県内で、居住支援事業を実施しているのが県（郡部）のみだが実績がなく、管内自

治体で実施しているところがないため。 

 

２、実施後の認識の変化について 

 ・対象者の考え方 

   管内自治体も含め、ホームレスなど住まいがないことが分かりやすい方の支援と捉

えていたが、実績がある自治体は車中泊や不安定就労者など潜在的ニーズがある方へ

の支援の割合が高く、改めて事業の重要性を知った。 

 ・実施方法について 

   管内自治体においても、人口規模や立地等により抱える課題は様々であり、実施方

法についても宿泊施設等の借り上げ方式や公営住宅の活用等、柔軟な視点で検討して

いくことが望まれると知った。また、住まいの支援に関して、関係機関との連携方法

等について知ることができ、参考になった。 

 ・潜在的なニーズを含め、多くの対象者が存在していると思われる県内の自治体も交え

てコンサルを受けることで、県ではできない部分の支援をしていただくことができた。 

 

３、今後の活かし方について 

 ・本県の居住支援事業は、実績がないことを理由に令和７年度で一旦終了するものの、

今回のコンサル事業をふまえ、実効性のある事業として実施できるよう検討していく。 

 ・管内自治体においても住まいや居住支援の課題を抱えていることから、研修会等を通

じて居住支援事業の重要性について伝えていく。また、県として住宅部局や居住支援

法人と連携し、意見交換ができるような研修等を企画する。 
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Ｄ都道府県 生活福祉基金と生困の連携 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

◯自立相談支援事業（町村部） 

・生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度の連携について（生活福祉資金貸付制

度における自立相談支援機関の関わり方や役割等） 

・自治体からの支援要請を受け支援している事例について、自立相談支援機関・家計改善

支援事業者として今後どのように臨めばよいか 

◯就労準備支援事業（町村部・未実施自治体） 

・就労準備支援の事業実施の効果について理解を深めたい  

・成功・失敗事例をどう乗り越えてきたかを知り、支援の参考としたい 

・未実施自治体における任意事業の立ち上げを支援する際のポイントを知りたい 

 

２、実施後の認識の変化について 

・両事業とも、非常に勉強になった。 

・自立相談支援機関においては、事例検討の過程のなかで日頃の支援状況が可視化され、

講師から支援に対するフィードバックやねぎらいをいただき、日頃の支援が間違ってい

なかったことに支援員が気づき、自信につながった。 

・就労準備支援事業者においては、講師の助言をもとに意欲的にアウトリーチ等を行い、

実際に支援につながるケースがみられている。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向けて、県と広域実施事業者と共通認識を持つこと

ができた。 

 

３、今後の活かし方について 

・今回のコンサルティングで学んだことを各々の支援の実践に活かしていく。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向け、県・事業者との間で今後取り組む内容を検討・

整理し、各々取り組みを進めていく。 

・当日は生活困窮者の就労支援全般にも話が及んだが、助言いただいた内容を参考とし、

本県における就労支援のあり方や見直しの検討を進めていく。 

 

Ｅ都道府県 都道府県研修立上げ 
 

１、実施後の変化について 

・令和６年度に続き、令和７年度も経験豊富な講師より、研修プログラムの構成や各内容、

進行方法等について具体的な助言を受けることで、初めての実施ではあったものの、当

県における課題や事前アンケートで把握した受講者のニーズに沿った研修を開催する

ことができた。 

・新たに立ち上げた研修企画チームの打合せに、講師にもご参加いただき、適宜助言を受

けながら話し合いを行うことで、企画・検討を円滑に進めることができた。また、この

打合せを受け、研修開催日にはチームメンバーにファシリテーターとしてグループワー

クに参加いただくなど、研修運営に協力いただけた。 

・研修プログラムにグループワークを多く導入したことで、参加者同士の意見交換や情報

共有が進み、相互理解が深まるとともに、顔の見える関係性の構築につながった。 

・研修後のアンケートにおいて「実務に活かしたい」「新しい発見があった」といった声

が多く、研修の有用性や満足度の高さがうかがえた。 

 

２、今後の活かし方について 

・グループワークにおいて、参加者同士の意見交換が想定以上に活発に行われ、参加者同

士の関係構築や今後の連携・協力体制の基盤形成につながったことから、今後の研修に

ついてもグループワークを積極的に導入していく。 

・今後は県内の支援員の方にも講師として参画いただき、受講者が将来的に指導的役割を

担うなど、「学ぶ側」と「教える側」の循環を生み出すことで、研修を通じて人材を育

成し、県内支援体制の強化を図りたい。 

 

３、その他 

・研修内容や運営体制が整っていない段階から、課題分析や研修テーマの検討、企画チー

ムの立ち上げ、具体的な研修の設計、当日の運営支援まで継続的にサポートいただいた

ことで、とても充実した研修を実施することができました。ありがとうございました。 

 

Ｆ都道府県 居住支援の充実 
 

１、実施前に解決したいと思っていた課題 

 ・居住支援事業の実施方法と立ち上げ支援 

   県内で、居住支援事業を実施しているのが県（郡部）のみだが実績がなく、管内自

治体で実施しているところがないため。 

 

２、実施後の認識の変化について 

 ・対象者の考え方 

   管内自治体も含め、ホームレスなど住まいがないことが分かりやすい方の支援と捉

えていたが、実績がある自治体は車中泊や不安定就労者など潜在的ニーズがある方へ

の支援の割合が高く、改めて事業の重要性を知った。 

 ・実施方法について 

   管内自治体においても、人口規模や立地等により抱える課題は様々であり、実施方

法についても宿泊施設等の借り上げ方式や公営住宅の活用等、柔軟な視点で検討して

いくことが望まれると知った。また、住まいの支援に関して、関係機関との連携方法

等について知ることができ、参考になった。 

 ・潜在的なニーズを含め、多くの対象者が存在していると思われる県内の自治体も交え

てコンサルを受けることで、県ではできない部分の支援をしていただくことができた。 

 

３、今後の活かし方について 

 ・本県の居住支援事業は、実績がないことを理由に令和７年度で一旦終了するものの、

今回のコンサル事業をふまえ、実効性のある事業として実施できるよう検討していく。 

 ・管内自治体においても住まいや居住支援の課題を抱えていることから、研修会等を通

じて居住支援事業の重要性について伝えていく。また、県として住宅部局や居住支援

法人と連携し、意見交換ができるような研修等を企画する。 
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１－５ 成果と課題 

 

（１）令和７年度自治体コンサル講師報告会 

令和７年度自治体コンサル事業の講師報告会を令和８年 3 月 18 日（水）にオンラ

インで開催した。今年度自治体コンサルと都道府県サポートプロジェクトの講師を

担った自治体職員、民間団体支援員 32 名のうち 22 名が参加した。 

 

日時：令和 8 年 3 月 18 日（水）14：00～16：00 
 

開催方法：オンライン 
 

出席者： 
【自治体職員講師】※五十音順  
井上 綾   東海市市民福祉部 社会福祉課 福祉企画調整担当統括主任 
岩村 正裕 宇和島市高齢者福祉課長兼地域包括支援センター所長 
大里 祥   大阪市西淀川区役所保健福祉課（総合福祉）担当係長 
加藤友理奈  船橋市健康福祉局福祉サービス部地域福祉課地域福祉推進係 
斉藤 正晃 坂井市健康福祉部福祉政策課  
佐藤 剛士 阿蘇市役所  
清水 潤平 滋賀県高島市健康福祉部社会福祉課くらし連携支援室 室長  
藤村 貴俊 京丹後市こども部子育て支援課 課長補佐 
松浦 拓郎 横浜市中区役所中福祉保健センター生活支援課 生活支援担当課長 
【民間講師】※分野別・五十音順 
＜自立・事業全般＞ 
花坂 圭一 盛岡市くらしの相談支援室 室長（NPO 法人インクルいわて 事務局長） 
濱里 正史 沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター北部 相談支援員 
邑岡 徹哉 東広島市社会福祉協議会 安芸津支所長兼地域ケア係長 
＜就労準備支援事業＞ 
奥平 明子 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会事業推進本部（生活困窮

者支援事業担当） 
壽山 葉子 佐賀市生活自立支援センター 主任相談支援員 
西岡 正次 A´ワーク創造館（大阪地域職業訓練センター）副館長・就労支援室長 
＜家計改善支援事業講師＞ 
榊原 樹子 生活クラブ生活協同組合くらしと家計の相談室 主任相談員 
高濱 千夏 社会福祉法人グリーンコープ熊本 家計改善支援員 
行岡みち子 グリーンコープ生活協同組合連合会 生活再生事業推進室長 
＜子どもの学習・生活支援事業講師＞ 
今井 久子 認定 NPO 法人キッズドア広報ファンドレイジング部全国プラットフォ

ームシニアディレクター 
＜居住支援事業講師＞ 
浅井 和幸 一般社団法人 LANS 代表理事 
山田 耕司 NPO 抱樸 常務理事 
湯澤 真吾 NPO 法人コミュニティワーク研究実践センター 事務局長 
 
【厚生労働省】 
南  孝徳 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長 

安西 慶高 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長補佐  
鈴木 由美 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 就労支援専門官  
坂本 和香 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 就労支援係 
桒原 英里 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 居住支援係  
 
【全国ネットワーク】 
新保 美香 共同代表（明治学院大学教授） 
菅野 拓  研究・研修委員（大阪公立大学准教授） 
行岡みち子 事務局長（グリーンコープ生活協同組合連合会 生活再生事業推進室長） 
鷲野奈美、平本早余子、髙橋陽佑、倉岡良子（事務スタッフ） 
＜欠席＞ 
犬丸 智則 守山市環境生活部市民協働課 課長 
菊地 英人 社会福祉法人古平町社会福祉協議会 参事 
橋本  一磨  豊田市東京事務所 所長 
日紫喜俊暁 京都府舞鶴市 福祉部長 
藤元 静  岡山市産業観光局観光振興課 副主査 
島田 将太 ユニバーサル就労ネットワークちば 事務局長 
高橋 尚子 京都自立就労サポートセンター 理事 
楸田 健一 岡山市就労準備支援センター（ワーカーズコープ・センター事業団） 
平田 智子 NPO 法人ユニバーサル就労ネットワークちば 理事長 
柳谷 君予 特定非営利活動法人ワークフェア 代表理事 

 

議題 
（１）厚生労働省 南室長より挨拶 
（２）令和７年度実施状況についての報告・・・別紙 
  １）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクト実施自治体一覧 
  ２）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクト実施日程一覧 
（３）厚生労働省より、今後の自治体コンサルの方針について 
（４）各講師より、自治体コンサルに関わってきた感想（各 2 分程度） 
（５）事務連絡 

    

〇参加した講師は、担当した自治体の状況と課題、どの様なかかわりをして支援をした

のか、工夫点、次年度に向けた課題などを報告し、今年度のコンサル事業の効果や気

づきなどを参加者で共有した。 

参加者の主な発言は下記のとおり。 

 ・課題として書かれていることの背景には別の問題があることが分かったので、そこに

気付いてもらい、解決のために動けるように支援をした。 

 ・自治体内の保護課との連携、重層との役割分担等、庁内の情報共有や連携などの課題

を抱えている状況がみられた。 

 ・看板だけで実践が伴っていない状況があるので、都道府県レベルでチェックして、一

緒に底上げを図ることができるといいのではないかと感じた。 

 ・任意事業を実施することが支援の実績につながると考えて立上げ支援を希望されてい

たが、自立相談支援に課題があり、その充実を図ることが先決だと助言し、支援を行

った。 

・講師が持っているリソースとコンサル自治体のそれは違うので、自治体の状況でどう
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１－５ 成果と課題 

 

（１）令和７年度自治体コンサル講師報告会 

令和７年度自治体コンサル事業の講師報告会を令和８年 3 月 18 日（水）にオンラ

インで開催した。今年度自治体コンサルと都道府県サポートプロジェクトの講師を

担った自治体職員、民間団体支援員 32 名のうち 22 名が参加した。 

 

日時：令和 8 年 3 月 18 日（水）14：00～16：00 
 

開催方法：オンライン 
 

出席者： 
【自治体職員講師】※五十音順  
井上 綾   東海市市民福祉部 社会福祉課 福祉企画調整担当統括主任 
岩村 正裕 宇和島市高齢者福祉課長兼地域包括支援センター所長 
大里 祥   大阪市西淀川区役所保健福祉課（総合福祉）担当係長 
加藤友理奈  船橋市健康福祉局福祉サービス部地域福祉課地域福祉推進係 
斉藤 正晃 坂井市健康福祉部福祉政策課  
佐藤 剛士 阿蘇市役所  
清水 潤平 滋賀県高島市健康福祉部社会福祉課くらし連携支援室 室長  
藤村 貴俊 京丹後市こども部子育て支援課 課長補佐 
松浦 拓郎 横浜市中区役所中福祉保健センター生活支援課 生活支援担当課長 
【民間講師】※分野別・五十音順 
＜自立・事業全般＞ 
花坂 圭一 盛岡市くらしの相談支援室 室長（NPO 法人インクルいわて 事務局長） 
濱里 正史 沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター北部 相談支援員 
邑岡 徹哉 東広島市社会福祉協議会 安芸津支所長兼地域ケア係長 
＜就労準備支援事業＞ 
奥平 明子 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会事業推進本部（生活困窮

者支援事業担当） 
壽山 葉子 佐賀市生活自立支援センター 主任相談支援員 
西岡 正次 A´ワーク創造館（大阪地域職業訓練センター）副館長・就労支援室長 
＜家計改善支援事業講師＞ 
榊原 樹子 生活クラブ生活協同組合くらしと家計の相談室 主任相談員 
高濱 千夏 社会福祉法人グリーンコープ熊本 家計改善支援員 
行岡みち子 グリーンコープ生活協同組合連合会 生活再生事業推進室長 
＜子どもの学習・生活支援事業講師＞ 
今井 久子 認定 NPO 法人キッズドア広報ファンドレイジング部全国プラットフォ

ームシニアディレクター 
＜居住支援事業講師＞ 
浅井 和幸 一般社団法人 LANS 代表理事 
山田 耕司 NPO 抱樸 常務理事 
湯澤 真吾 NPO 法人コミュニティワーク研究実践センター 事務局長 
 
【厚生労働省】 
南  孝徳 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長 

安西 慶高 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長補佐  
鈴木 由美 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 就労支援専門官  
坂本 和香 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 就労支援係 
桒原 英里 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 居住支援係  
 
【全国ネットワーク】 
新保 美香 共同代表（明治学院大学教授） 
菅野 拓  研究・研修委員（大阪公立大学准教授） 
行岡みち子 事務局長（グリーンコープ生活協同組合連合会 生活再生事業推進室長） 
鷲野奈美、平本早余子、髙橋陽佑、倉岡良子（事務スタッフ） 
＜欠席＞ 
犬丸 智則 守山市環境生活部市民協働課 課長 
菊地 英人 社会福祉法人古平町社会福祉協議会 参事 
橋本  一磨  豊田市東京事務所 所長 
日紫喜俊暁 京都府舞鶴市 福祉部長 
藤元 静  岡山市産業観光局観光振興課 副主査 
島田 将太 ユニバーサル就労ネットワークちば 事務局長 
高橋 尚子 京都自立就労サポートセンター 理事 
楸田 健一 岡山市就労準備支援センター（ワーカーズコープ・センター事業団） 
平田 智子 NPO 法人ユニバーサル就労ネットワークちば 理事長 
柳谷 君予 特定非営利活動法人ワークフェア 代表理事 

 

議題 
（１）厚生労働省 南室長より挨拶 
（２）令和７年度実施状況についての報告・・・別紙 
  １）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクト実施自治体一覧 
  ２）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクト実施日程一覧 
（３）厚生労働省より、今後の自治体コンサルの方針について 
（４）各講師より、自治体コンサルに関わってきた感想（各 2 分程度） 
（５）事務連絡 

    

〇参加した講師は、担当した自治体の状況と課題、どの様なかかわりをして支援をした

のか、工夫点、次年度に向けた課題などを報告し、今年度のコンサル事業の効果や気

づきなどを参加者で共有した。 

参加者の主な発言は下記のとおり。 

 ・課題として書かれていることの背景には別の問題があることが分かったので、そこに

気付いてもらい、解決のために動けるように支援をした。 

 ・自治体内の保護課との連携、重層との役割分担等、庁内の情報共有や連携などの課題

を抱えている状況がみられた。 

 ・看板だけで実践が伴っていない状況があるので、都道府県レベルでチェックして、一

緒に底上げを図ることができるといいのではないかと感じた。 

 ・任意事業を実施することが支援の実績につながると考えて立上げ支援を希望されてい

たが、自立相談支援に課題があり、その充実を図ることが先決だと助言し、支援を行

った。 

・講師が持っているリソースとコンサル自治体のそれは違うので、自治体の状況でどう
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できるのかを考えてもらうように助言し、ワークショップを行った。 

・小規模自治体でも持てる社会資源や地域特性を生かしていく視点、元気がでるように

助言した。 

・課題ばかりではなく、強み、できていることにも目を向ける事なども助言した。 

・都道府県の居住支援の広域連携などは、管内の自治体との連携が必要で、それなくし

ては進まないこと、社会資源の調査などやるべきことを示すことができた。 

・自治体職員と民間の支援団体の講師がペアになることで、役割分担ができ、自治体の

支援がやりやすかった。 

 ・２回のコンサルの前後で、メールのやりとりなどで状況を整理するなど必要な準備を

して進めることができた。 

  ・１回目(オンライン)については、自治体側の参加者名簿やレジメが用意できると良い。 

・コンサルの本質は孤独な状況におかれている支援現場の繋がりづくりとネットワーク

構築で、そのつなぎを講師が担っているのではないか。 

・講師の役割は大きく、この事業は重要だと改めて思う。  

〇厚生労働省からは、これまでのコンサルが確実に任意事業の立上げにつながるなど、

その効果を評価と、講師への謝意の言及があった。今後は任意事業未実施自治体が管

内にある都道府県、事業実施上の課題を抱えている都道府県を対象に、事業の推進を

目的としたコンサルティング事業を実施するという方向性が示された。 

 

 
  
 
（２）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの成果と課題について 

 １）自治体コンサル 

    ①自治体から見た成果や気づき等 
    自治体報告書の記述から、実施自治体から見た成果や気づき等の主な内容を記載

する。 
   〇自治体から見た成果等 

・就労準備支援事業のゴール、対象者への認識が変わり、支援の重要性の理解が深

まった。 
・居住支援法人の役割について具体的にイメージでき、持続的・安定的な支援体制

を構築するためには、居住支援法人の存在が重要であることを強く認識した。 
・住まいの問題は保証人不在等の制度的課題だけでなく、根本に家計管理や生活基

盤の不安定さがあることを改めて認識した。 

・他市の情報収集やニーズ把握の方法などが参考になった。 
・子どもやボランティアへの関わり方、居場所づくりへの具体的なノウハウ、支援

のすすめ方、留意点、支援ツールなど具体的な知識が得られた。 
・相談支援の面談技法（電話相談から面談へ、継続面談へ）を具体的な会話例から

学ぶことができた。 
・多機関連携や部署を越えて協働できるネットワーク構築の重要性が認識できた。 
・１回目の講師の聞き取りの中で事業への理解が深まり、２回目は委託先（予定含

む）も同席して事業実施に向けた情報交換ができ、具体的なイメージが持てた。 
・予算策定、事業計画、生困事業全体への助言が得られた。 
〇自治体の気づき等 
・自立相談支援事業と任意事業との役割整理、自立相談支援事業を改めて位置付け

充実を図ること、自立・就労・家計の連携に必要なこと（役割の明確化など）、

支援における大切なこと（伴走の姿勢、見えない課題を掴む意識など）が強化に

繋がるという学びを得た。 
・財政課や住宅部門への説明においては、住まい相談件数、滞納状況、生活保護移

行見込み人数などを数値で可視化し、将来的な財政負担との比較で必要性を示す

視点が重要であると認識が変化した。 
・課題の整理、疑問の解消、具体的なノウハウの提供、自治体の支援体制や事業間、

庁内連携など自治体の状況を踏まえた助言がもらえ、すべきことが明確になった。 
・重層と生困の関係性、目指すこと、連携や役割分担への認識が深まった。 
・任意事業を実施するために自立相談支援の強化が必要であるという課題が明確に

なった。 
・社会資源の偏在、近隣自治体との連携、既存の会議体との連携など、自治体の課

題・取り組むべきことが明確になった。 
・支援調整会議、各種会議への臨み方、活用方法の気づきを得た。 
・支援を持続可能で質の高いものにしていくために、絶えず検証しながら制度を検

証し、支援の輪を広げていけるようなシステムづくり、行政の役割が支援体制の

提供だけでなく、事業の質を高め、持続可能性を確保するために積極的に関与し

て見直しをしていくことだと再認識した。 
・理解できたことを元に検討して支援の強化に役立てたい。 
・長期的なビジョンをもってどのように進めていくべきかを考えることができるよ

うになった。 
 

②講師から見えた成果と課題、気づき等 
    講師から見えた自治体の現状や課題、コンサルの内容やその効果等について、主

な内容を記載する。 
〇自治体の現状や課題等 
・就労支援の在り方の理解を得て体制整備、その上で就労支援型職業紹介の整備、

予算折衝、支援モデルづくりのための情報収集・構築、庁内外の理解を得て、委

託先・連携先との体制整備など、事業実施までの実装プロセスの支援が必要。 
・自立相談支援が機能していない状況では、制度の基本理解からの支援が必要。 
・支援調整会議の形骸化、連携が丸投げされているような状況がみられ、庁内外の

積極的なコミュニケーションで連携が深まると思われた。 
・担当者が交代しても継続できるかが課題。 
・前年度に都道府県サポートプロジェクトを実施した県から、管内の自治体のコン
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できるのかを考えてもらうように助言し、ワークショップを行った。 

・小規模自治体でも持てる社会資源や地域特性を生かしていく視点、元気がでるように

助言した。 

・課題ばかりではなく、強み、できていることにも目を向ける事なども助言した。 

・都道府県の居住支援の広域連携などは、管内の自治体との連携が必要で、それなくし

ては進まないこと、社会資源の調査などやるべきことを示すことができた。 

・自治体職員と民間の支援団体の講師がペアになることで、役割分担ができ、自治体の

支援がやりやすかった。 

 ・２回のコンサルの前後で、メールのやりとりなどで状況を整理するなど必要な準備を

して進めることができた。 

  ・１回目(オンライン)については、自治体側の参加者名簿やレジメが用意できると良い。 

・コンサルの本質は孤独な状況におかれている支援現場の繋がりづくりとネットワーク

構築で、そのつなぎを講師が担っているのではないか。 

・講師の役割は大きく、この事業は重要だと改めて思う。  

〇厚生労働省からは、これまでのコンサルが確実に任意事業の立上げにつながるなど、

その効果を評価と、講師への謝意の言及があった。今後は任意事業未実施自治体が管

内にある都道府県、事業実施上の課題を抱えている都道府県を対象に、事業の推進を

目的としたコンサルティング事業を実施するという方向性が示された。 

 

 
  
 
（２）自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの成果と課題について 

 １）自治体コンサル 

    ①自治体から見た成果や気づき等 
    自治体報告書の記述から、実施自治体から見た成果や気づき等の主な内容を記載

する。 
   〇自治体から見た成果等 

・就労準備支援事業のゴール、対象者への認識が変わり、支援の重要性の理解が深

まった。 
・居住支援法人の役割について具体的にイメージでき、持続的・安定的な支援体制

を構築するためには、居住支援法人の存在が重要であることを強く認識した。 
・住まいの問題は保証人不在等の制度的課題だけでなく、根本に家計管理や生活基

盤の不安定さがあることを改めて認識した。 

・他市の情報収集やニーズ把握の方法などが参考になった。 
・子どもやボランティアへの関わり方、居場所づくりへの具体的なノウハウ、支援

のすすめ方、留意点、支援ツールなど具体的な知識が得られた。 
・相談支援の面談技法（電話相談から面談へ、継続面談へ）を具体的な会話例から

学ぶことができた。 
・多機関連携や部署を越えて協働できるネットワーク構築の重要性が認識できた。 
・１回目の講師の聞き取りの中で事業への理解が深まり、２回目は委託先（予定含

む）も同席して事業実施に向けた情報交換ができ、具体的なイメージが持てた。 
・予算策定、事業計画、生困事業全体への助言が得られた。 
〇自治体の気づき等 
・自立相談支援事業と任意事業との役割整理、自立相談支援事業を改めて位置付け

充実を図ること、自立・就労・家計の連携に必要なこと（役割の明確化など）、

支援における大切なこと（伴走の姿勢、見えない課題を掴む意識など）が強化に

繋がるという学びを得た。 
・財政課や住宅部門への説明においては、住まい相談件数、滞納状況、生活保護移

行見込み人数などを数値で可視化し、将来的な財政負担との比較で必要性を示す

視点が重要であると認識が変化した。 
・課題の整理、疑問の解消、具体的なノウハウの提供、自治体の支援体制や事業間、

庁内連携など自治体の状況を踏まえた助言がもらえ、すべきことが明確になった。 
・重層と生困の関係性、目指すこと、連携や役割分担への認識が深まった。 
・任意事業を実施するために自立相談支援の強化が必要であるという課題が明確に

なった。 
・社会資源の偏在、近隣自治体との連携、既存の会議体との連携など、自治体の課

題・取り組むべきことが明確になった。 
・支援調整会議、各種会議への臨み方、活用方法の気づきを得た。 
・支援を持続可能で質の高いものにしていくために、絶えず検証しながら制度を検

証し、支援の輪を広げていけるようなシステムづくり、行政の役割が支援体制の

提供だけでなく、事業の質を高め、持続可能性を確保するために積極的に関与し

て見直しをしていくことだと再認識した。 
・理解できたことを元に検討して支援の強化に役立てたい。 
・長期的なビジョンをもってどのように進めていくべきかを考えることができるよ

うになった。 
 

②講師から見えた成果と課題、気づき等 
    講師から見えた自治体の現状や課題、コンサルの内容やその効果等について、主

な内容を記載する。 
〇自治体の現状や課題等 
・就労支援の在り方の理解を得て体制整備、その上で就労支援型職業紹介の整備、

予算折衝、支援モデルづくりのための情報収集・構築、庁内外の理解を得て、委

託先・連携先との体制整備など、事業実施までの実装プロセスの支援が必要。 
・自立相談支援が機能していない状況では、制度の基本理解からの支援が必要。 
・支援調整会議の形骸化、連携が丸投げされているような状況がみられ、庁内外の

積極的なコミュニケーションで連携が深まると思われた。 
・担当者が交代しても継続できるかが課題。 
・前年度に都道府県サポートプロジェクトを実施した県から、管内の自治体のコン
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サルへのかかわりが見られた。 
〇コンサルの内容やその効果等 
・自治体の担当者に制度の効果を理解してもらい、その上での予算を含め体制を強

化する必要があることを認識してもらえるようにした。 
・マンパワー・財政が厳しい中での任意事業の立上げについて、事業の改変・統合

などの見直し、国庫財源の活用や長期展望など、考えられること等の助言を行っ

た。 
・予算がなく、社会資源が把握できていないために限定的な支援しか考えられてい

ない状況であったが、事例紹介や質疑を通して、管内自治体の状況把握と隣接す

る中核市との連携、居住支援協議会への出席、など住宅部局も含めて管内全体で

「居住支援」の体制づくりの検討に繋がった。 
・庁内関係部署の参加を得て、何のための制度なのか、基本の考え方と実践例を説

明し、多機関協働での支援の必要性を共有し、実践に向けた意見交換ができる場

となった。 
・現体制で既存の地域資源を就労支援のプログラムに取り入れるなど、自治体の強

みから実施できそうな取組・メニューを他の事例等を紹介した。 
・自治体の課題を整理するサポートができ、担当部署に課題認識が生まれた。 
・自立・就労・家計の連携、支援の充実と広範囲の質問に対して、基本的なスタン

スや考え方の押さえをする中で、疑問が解消された様子だった。 
・自治体と委託先の認識や課題感の違いなどについて、コンサル講師が入ることで

認識の共有や改善の機会となった。 
・これから手探りで事業実施へ向けて準備を進めることになる自治体に対して、コ

ンサルのような場の利用は有効。 
 

２）都道府県サポートプロジェクト 

    ①都道府県から見た成果や気づき等 
    都道府県報告書の記述から、実施都道府県から見た成果や気づき等の主な内容を

記載する。 
〇都道府県から見た成果等 

・県内の自治体、庁内の他部署とともに制度理解を深め、事業実施への機運を高め

ることができた。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向けて、関係者で共通認識を持つことができ

た。 

・地域居住支援事業については、事例で事業実施のイメージが具体化した。 
・住まいの支援に関する関係機関との連携方法等について参考になった。 
・都道府県研修実施に至るまでの、課題分析、企画チーム立上げ、研修内容の設計、

当日の運営支援の支援を受け実施につながった。 
〇都道府県の気づき等 

・県として制度や実践事例の情報を得たので、管内自治体の支援に活かしていきた

い。 

・事例で事業実施のイメージ具体化し、具体的な助言が参考になった。 
・県全体としての支援体制を作るために、住宅部局や居住支援法人、県内自治体と

も連携してくことの重要性が分かった。 
 
 

②講師から見えた成果と課題、気づき等 
    講師から見えた都道府県の現状や課題、都道府県サポートの内容やその効果等に

ついて、主な内容を記載する。 
〇都道府県の現状や課題等 
・居住に関する支援は制度を整えれば機能する支援ではなく、地域性や活用できる

地域資源の違いにより大きく異なるため、自治体同士が役割を補い合い、連携し

て広域で枠組みをつくる際に県が管内自治体をサポートできたらいいと思った。 
・福祉部局と住宅部局が前向きに議論されていた市が参加されていたので、居住支

援協議会の枠組みとともに、県内のモデル的な役割となり、県全体の底上げのキ

ーになるのではないかと感じた。 
・サポートプロジェクトが始まる前にも任意事業実施支援をテーマに県のコンサル

も実施したにもかかわらず、任意事業の実施が進んでいない状況がある。 
・県の担当者が管内自治体の実施状況への危機感が薄く、県の役割を伝え、都道府

県研修実施を通したネットワークづくりなどをサポートしたが、担当者の異動な

どで積み上げが継続していくのか懸念している。 
〇サポートの内容やその効果等 
・講師は悩みや疑問に対して、情報提供や課題を整理する役割を担った。 
・情報提供だけでなく関係者全員でどのように展開していくのかを検討できる場に

なった。 
 
３）今年度の実施運営上の気づき 

  自治体職員と民間のペアの講師体制についてのメリットと課題 

・自治体職員と民間のペアで担当することで、進行や助言の役割分担などは可能で、そ

れぞれの経験や情報を組み合わせて提案することが可能になる。 
・講師２名と自治体（委託先）と日程調整先が増えることで、より日程調整が難しくな

った面もあった。講師一人で２回目実施、２回目オンライン実施、２回目の実施見送

りとなった自治体があった。 
・講師の打ち合わせが１回目、２回目の前にも必要になり、講師の負担が増す傾向が見

られた。 

自治体・講師からの事前準備・実施方法についての要望 

・１回目のヒアリングのついては、①自治体に事前に準備してもらうこと、②参加者を

検討してもらうこと、③スムーズな進行のために共通したレジメなど事前に事務局か

ら示すか、講師に準備してもらうようにする。 
・実施方法（オンライン・対面）についての自治体側の希望を確認して講師に繋ぐ。 

自治体からの厚生労働省への要望 

・任意事業開始後できるだけ早く支援員に国の研修を受けさせたいので、秋口にある初

任者研修をもっと早めて欲しい。 
・今後も自治体の課題についてのコンサル（サポート）を受けたいので、必要な情報・

サポートを受け取れるようなコンサルの仕組みを継続して欲しい。 
・全国各地の実例の情報提供をしてもらいたい。 
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サルへのかかわりが見られた。 
〇コンサルの内容やその効果等 
・自治体の担当者に制度の効果を理解してもらい、その上での予算を含め体制を強

化する必要があることを認識してもらえるようにした。 
・マンパワー・財政が厳しい中での任意事業の立上げについて、事業の改変・統合

などの見直し、国庫財源の活用や長期展望など、考えられること等の助言を行っ

た。 
・予算がなく、社会資源が把握できていないために限定的な支援しか考えられてい

ない状況であったが、事例紹介や質疑を通して、管内自治体の状況把握と隣接す

る中核市との連携、居住支援協議会への出席、など住宅部局も含めて管内全体で

「居住支援」の体制づくりの検討に繋がった。 
・庁内関係部署の参加を得て、何のための制度なのか、基本の考え方と実践例を説

明し、多機関協働での支援の必要性を共有し、実践に向けた意見交換ができる場

となった。 
・現体制で既存の地域資源を就労支援のプログラムに取り入れるなど、自治体の強

みから実施できそうな取組・メニューを他の事例等を紹介した。 
・自治体の課題を整理するサポートができ、担当部署に課題認識が生まれた。 
・自立・就労・家計の連携、支援の充実と広範囲の質問に対して、基本的なスタン

スや考え方の押さえをする中で、疑問が解消された様子だった。 
・自治体と委託先の認識や課題感の違いなどについて、コンサル講師が入ることで

認識の共有や改善の機会となった。 
・これから手探りで事業実施へ向けて準備を進めることになる自治体に対して、コ

ンサルのような場の利用は有効。 
 

２）都道府県サポートプロジェクト 

    ①都道府県から見た成果や気づき等 
    都道府県報告書の記述から、実施都道府県から見た成果や気づき等の主な内容を

記載する。 
〇都道府県から見た成果等 

・県内の自治体、庁内の他部署とともに制度理解を深め、事業実施への機運を高め

ることができた。 

・未実施自治体の任意事業実施促進に向けて、関係者で共通認識を持つことができ

た。 

・地域居住支援事業については、事例で事業実施のイメージが具体化した。 
・住まいの支援に関する関係機関との連携方法等について参考になった。 
・都道府県研修実施に至るまでの、課題分析、企画チーム立上げ、研修内容の設計、

当日の運営支援の支援を受け実施につながった。 
〇都道府県の気づき等 

・県として制度や実践事例の情報を得たので、管内自治体の支援に活かしていきた

い。 

・事例で事業実施のイメージ具体化し、具体的な助言が参考になった。 
・県全体としての支援体制を作るために、住宅部局や居住支援法人、県内自治体と

も連携してくことの重要性が分かった。 
 
 

②講師から見えた成果と課題、気づき等 
    講師から見えた都道府県の現状や課題、都道府県サポートの内容やその効果等に

ついて、主な内容を記載する。 
〇都道府県の現状や課題等 
・居住に関する支援は制度を整えれば機能する支援ではなく、地域性や活用できる

地域資源の違いにより大きく異なるため、自治体同士が役割を補い合い、連携し

て広域で枠組みをつくる際に県が管内自治体をサポートできたらいいと思った。 
・福祉部局と住宅部局が前向きに議論されていた市が参加されていたので、居住支

援協議会の枠組みとともに、県内のモデル的な役割となり、県全体の底上げのキ

ーになるのではないかと感じた。 
・サポートプロジェクトが始まる前にも任意事業実施支援をテーマに県のコンサル

も実施したにもかかわらず、任意事業の実施が進んでいない状況がある。 
・県の担当者が管内自治体の実施状況への危機感が薄く、県の役割を伝え、都道府

県研修実施を通したネットワークづくりなどをサポートしたが、担当者の異動な

どで積み上げが継続していくのか懸念している。 
〇サポートの内容やその効果等 
・講師は悩みや疑問に対して、情報提供や課題を整理する役割を担った。 
・情報提供だけでなく関係者全員でどのように展開していくのかを検討できる場に

なった。 
 
３）今年度の実施運営上の気づき 

  自治体職員と民間のペアの講師体制についてのメリットと課題 

・自治体職員と民間のペアで担当することで、進行や助言の役割分担などは可能で、そ

れぞれの経験や情報を組み合わせて提案することが可能になる。 
・講師２名と自治体（委託先）と日程調整先が増えることで、より日程調整が難しくな

った面もあった。講師一人で２回目実施、２回目オンライン実施、２回目の実施見送

りとなった自治体があった。 
・講師の打ち合わせが１回目、２回目の前にも必要になり、講師の負担が増す傾向が見

られた。 

自治体・講師からの事前準備・実施方法についての要望 

・１回目のヒアリングのついては、①自治体に事前に準備してもらうこと、②参加者を

検討してもらうこと、③スムーズな進行のために共通したレジメなど事前に事務局か

ら示すか、講師に準備してもらうようにする。 
・実施方法（オンライン・対面）についての自治体側の希望を確認して講師に繋ぐ。 

自治体からの厚生労働省への要望 

・任意事業開始後できるだけ早く支援員に国の研修を受けさせたいので、秋口にある初

任者研修をもっと早めて欲しい。 
・今後も自治体の課題についてのコンサル（サポート）を受けたいので、必要な情報・

サポートを受け取れるようなコンサルの仕組みを継続して欲しい。 
・全国各地の実例の情報提供をしてもらいたい。 
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４）令和７年度の成果について 

自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの自治体報告によると、全自治

体がコンサルを受けた効果があったとの記載があり、担当した講師も全員が本事業

の効果と必要性を認識している。 

特に、任意事業の立上げ支援を受けた自治体にとって、事業の効果や必要性への

理解から、実際の事例や取り組みの情報提供によって事業デザインを描くために必

要な情報を手に入れることができる機会になったのではないかと思われる。任意事

業立ち上げ支援だけでなく、事業実施上の課題解決支援などについても、自治体コ

ンサルや都道府県サポートプロジェクトに当該自治体の各部署・関係機関に参加し

てもらうことで、庁内外の事業に対する理解が促され連携にもつながった。また、

委託先（予定含む）にも同席してもらうことで、相互の状況を共有し理解を深めて

事業の推進へ向かえるようになるなど、本事業を契機として事業が進展していく効

果も生まれている。都道府県においても、管内自治体の参加なども得て、推進に繋

がる契機となっている。 

今年度、１回目に事業実施に関する情報や経験を持つ講師による課題・現状の詳

細な聞き取りをオンラインで行うようにしたことで、当該自治体担当者をはじめ関

係者の事業への理解や現状の課題を明らかにし、共有することにもつながっている。 

また、今年度から自治体の立場の講師と支援現場の立場の講師と２名体制で自治

体コンサル・都道府県サポートプロジェクトを担当することで、事業実施の人員体

制、予算など仕組みづくりから相談受付からの支援の流れやノウハウなど、講師そ

れぞれの視点や経験に戻づいて必要な情報提供や助言ができ、自治体の疑問点に対

応できるなど、きめ細やかなサポートが実現した。 

 

５）令和元年度から令和７年度の成果について 

令和元年度から今年度までの７年間で延べ 233 自治体 296 事業（就労準備支援事

業の立上げ 66、就労準備支援事業・実施中 47、家計改善支援事業の立ち上げ 50、

家計改善支援事業・実施中 33、子どもの学習・生活支援事業 16、一時生活支援事業

10、自立相談支援事業及び事業全体 74）の自治体コンサル・都道府県サポートプロ

ジェクトを実施してきた。複数回実施した自治体（2 回実施：35 自治体、3 回実施:14

自治体、4 回実施:3 自治体）もあるが、これまでに 45 都道府県 181 自治体（栃木県

と徳島県を除く）を対象に実施した。 

当初主な対象としていた就労準備支援事業と家計改善支援事業の立上げ支援につ

いては、令和元年から令和５年度の５年間にコンサルを実施した 109 自治体のうち

95 自治体（87％）が令和７年度までに事業を開始しており、両事業の立上げにコン

サルが功を奏していることが分かった。（尚、令和７年度の実施状況については、

厚生労働省ＨＰには令和６年度までの実施状況の掲載のため、各自治体のＨＰにて

確認できる範囲での実施率となっている。） 

 

 立上げ支援コン

サル実施 

R５年度まで

に 事 業 立 上

げ 

事業立ち

上げ（実

施）率 

うち２回以上

コンサル実施 

就労準備支援事業 ５５自治体 ５３自治体 ９６％ ３自治体 

家計改善支援事業 ５４自治体 ４２自治体 ７８％ １自治体 

立ち上げ支援計 １０９自治体 ９５自治体 ８７％ ４自治体 

１－６ スケジュール  

 
６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ 
６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 
６月１３日（金） 自治体コンサル公募案内 
６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 
７月 ７日（月） 自治体コンサル公募締切日 
７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 
７月２３日（水）～２４日（木） 自治体コンサル実施自治体選定結果通知 
７月３１日（木） 富山県サポートプロジェクト（１回目） 
８月２６日（火） 自治体コンサル講師説明会、自治体への講師・今後の進め方の連絡 
９月１８日（木） 高知市コンサル（１回目） 
９月２５日（木） 富士吉田市・加茂市コンサル（１回目） 
９月２６日（金） 伊豆の国市コンサル（１回目） 
９月３０日（火） 渡島振興局コンサル（１回目） 

１０月 ２日（木） 五所川原市コンサル（１回目） 
１０月 ８日（水） 大分県サポートプロジェクト（１回目） 
１０月１０日（金） 和歌山市コンサル（１回目）、富山県サポートプロジェクト（２回

目） 
１０月１４日（火） 那珂川市・飯能市コンサル（１回目） 
１０月１５日（水） 東松山市コンサル（１回目）、群馬県サポートプロジェクト（１回

目） 
１０月１６日（木） 西尾市コンサル（１回目） 
１０月１７日（金） 上田市コンサル（１回目）、山梨県・沖縄県サポートプロジェクト

（１回目） 
１０月２０日（月） 白河市・富士見市コンサル（１回目） 
１０月２７日（月） 薩摩川内市コンサル（１回目） 
１０月３０日（木） 由利本荘市・小金井市コンサル（１回目） 
１０月３１日（金） 加茂市コンサル（２回目） 
１１月 ５日（水） 沖縄県サポートプロジェクト（２回目） 
１１月１０日（月） 春日井市コンサル（１回目） 
１１月１２日（水） 宮崎県サポートプロジェクト（１回目） 
１１月１３日（木） 高知市コンサル（２回目） 
１１月１７日（月） 天草市コンサル（１回目） 
１１月１８日（火） 大分県サポートプロジェクト（２回目） 
１１月１９日（水） 東松山市コンサル（２回目） 
１１月２１日（金） 渡島振興局コンサル（２回目）、群馬県サポートプロジェクト（２

回目） 
１１月２５日（火） 五所川原市・富士吉田市コンサル（２回目） 
１１月２７日（木） 都城市コンサル（１回目） 
１２月 ８日（月） 由利本荘市コンサル（２回目）、富山県サポートプロジェクト（３

回目） 
１２月１０日（水） 和歌山市・天草市コンサル（２回目） 
１２月１７日（水） 西尾市コンサル（２回目） 
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４）令和７年度の成果について 

自治体コンサル・都道府県サポートプロジェクトの自治体報告によると、全自治

体がコンサルを受けた効果があったとの記載があり、担当した講師も全員が本事業

の効果と必要性を認識している。 

特に、任意事業の立上げ支援を受けた自治体にとって、事業の効果や必要性への

理解から、実際の事例や取り組みの情報提供によって事業デザインを描くために必

要な情報を手に入れることができる機会になったのではないかと思われる。任意事

業立ち上げ支援だけでなく、事業実施上の課題解決支援などについても、自治体コ

ンサルや都道府県サポートプロジェクトに当該自治体の各部署・関係機関に参加し

てもらうことで、庁内外の事業に対する理解が促され連携にもつながった。また、

委託先（予定含む）にも同席してもらうことで、相互の状況を共有し理解を深めて

事業の推進へ向かえるようになるなど、本事業を契機として事業が進展していく効

果も生まれている。都道府県においても、管内自治体の参加なども得て、推進に繋

がる契機となっている。 

今年度、１回目に事業実施に関する情報や経験を持つ講師による課題・現状の詳

細な聞き取りをオンラインで行うようにしたことで、当該自治体担当者をはじめ関

係者の事業への理解や現状の課題を明らかにし、共有することにもつながっている。 

また、今年度から自治体の立場の講師と支援現場の立場の講師と２名体制で自治

体コンサル・都道府県サポートプロジェクトを担当することで、事業実施の人員体

制、予算など仕組みづくりから相談受付からの支援の流れやノウハウなど、講師そ

れぞれの視点や経験に戻づいて必要な情報提供や助言ができ、自治体の疑問点に対

応できるなど、きめ細やかなサポートが実現した。 

 

５）令和元年度から令和７年度の成果について 

令和元年度から今年度までの７年間で延べ 233 自治体 296 事業（就労準備支援事

業の立上げ 66、就労準備支援事業・実施中 47、家計改善支援事業の立ち上げ 50、

家計改善支援事業・実施中 33、子どもの学習・生活支援事業 16、一時生活支援事業

10、自立相談支援事業及び事業全体 74）の自治体コンサル・都道府県サポートプロ

ジェクトを実施してきた。複数回実施した自治体（2 回実施：35 自治体、3 回実施:14

自治体、4 回実施:3 自治体）もあるが、これまでに 45 都道府県 181 自治体（栃木県

と徳島県を除く）を対象に実施した。 

当初主な対象としていた就労準備支援事業と家計改善支援事業の立上げ支援につ

いては、令和元年から令和５年度の５年間にコンサルを実施した 109 自治体のうち

95 自治体（87％）が令和７年度までに事業を開始しており、両事業の立上げにコン

サルが功を奏していることが分かった。（尚、令和７年度の実施状況については、

厚生労働省ＨＰには令和６年度までの実施状況の掲載のため、各自治体のＨＰにて

確認できる範囲での実施率となっている。） 

 

 立上げ支援コン

サル実施 

R５年度まで

に 事 業 立 上

げ 

事業立ち

上げ（実

施）率 

うち２回以上

コンサル実施 

就労準備支援事業 ５５自治体 ５３自治体 ９６％ ３自治体 

家計改善支援事業 ５４自治体 ４２自治体 ７８％ １自治体 

立ち上げ支援計 １０９自治体 ９５自治体 ８７％ ４自治体 

１－６ スケジュール  

 
６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ 
６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 
６月１３日（金） 自治体コンサル公募案内 
６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 
７月 ７日（月） 自治体コンサル公募締切日 
７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 
７月２３日（水）～２４日（木） 自治体コンサル実施自治体選定結果通知 
７月３１日（木） 富山県サポートプロジェクト（１回目） 
８月２６日（火） 自治体コンサル講師説明会、自治体への講師・今後の進め方の連絡 
９月１８日（木） 高知市コンサル（１回目） 
９月２５日（木） 富士吉田市・加茂市コンサル（１回目） 
９月２６日（金） 伊豆の国市コンサル（１回目） 
９月３０日（火） 渡島振興局コンサル（１回目） 

１０月 ２日（木） 五所川原市コンサル（１回目） 
１０月 ８日（水） 大分県サポートプロジェクト（１回目） 
１０月１０日（金） 和歌山市コンサル（１回目）、富山県サポートプロジェクト（２回

目） 
１０月１４日（火） 那珂川市・飯能市コンサル（１回目） 
１０月１５日（水） 東松山市コンサル（１回目）、群馬県サポートプロジェクト（１回

目） 
１０月１６日（木） 西尾市コンサル（１回目） 
１０月１７日（金） 上田市コンサル（１回目）、山梨県・沖縄県サポートプロジェクト

（１回目） 
１０月２０日（月） 白河市・富士見市コンサル（１回目） 
１０月２７日（月） 薩摩川内市コンサル（１回目） 
１０月３０日（木） 由利本荘市・小金井市コンサル（１回目） 
１０月３１日（金） 加茂市コンサル（２回目） 
１１月 ５日（水） 沖縄県サポートプロジェクト（２回目） 
１１月１０日（月） 春日井市コンサル（１回目） 
１１月１２日（水） 宮崎県サポートプロジェクト（１回目） 
１１月１３日（木） 高知市コンサル（２回目） 
１１月１７日（月） 天草市コンサル（１回目） 
１１月１８日（火） 大分県サポートプロジェクト（２回目） 
１１月１９日（水） 東松山市コンサル（２回目） 
１１月２１日（金） 渡島振興局コンサル（２回目）、群馬県サポートプロジェクト（２

回目） 
１１月２５日（火） 五所川原市・富士吉田市コンサル（２回目） 
１１月２７日（木） 都城市コンサル（１回目） 
１２月 ８日（月） 由利本荘市コンサル（２回目）、富山県サポートプロジェクト（３

回目） 
１２月１０日（水） 和歌山市・天草市コンサル（２回目） 
１２月１７日（水） 西尾市コンサル（２回目） 
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１２月１８日（木） 沖縄県サポートプロジェクト（３回目） 
１２月２３日（火） 山梨県サポートプロジェクト（２回目） 

１月１９日（月） 白河市・伊豆の国市コンサル（２回目）、富山県サポートプロジェ

クト（４回目） 
１月２６日（月） 大分県サポートプロジェクト（３回目） 
２月 ３日（火） 薩摩川内市コンサル（２回目） 
２月 ５日（木） 沖縄県サポートプロジェクト（４回目） 
２月 ６日（木） 春日井市コンサル（２回目） 
２月 ９日（月） 宮崎県サポートプロジェクト（２回目） 
２月１０日（火） 小金井市コンサル（２回目） 
２月１２日（木） 都城市・富士見市コンサル（２回目） 
２月２４日（火） 飯能市コンサル（２回目） 
２月２６日（木） 今治市コンサル（２回目） 

 ３月 ４日（水） 山梨県サポートプロジェクト（３回目） 
３月１８日（水） 自治体コンサル事業講師報告会 

 
１－７ 事業運営・実施体制 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク体制：事務局長１名、事務スタッフ４名 

業務内容：全体とりまとめ、関係者間の調整・連絡、オンライン実施のための調

整・機材の手配・事前テスト、資料作成、文書・資料・備品の受発信、

申請書・報告書とりまとめ、スケジュール・進捗管理、会計等 

実施県・自治体担当者

資料作成、講師との調

整、当日運営、報告書

作成 

講師（派遣した専門スタッフ）

資料作成、自治体（県）へ訪問・

オンラインにて個別実施、報

告書作成 

委託・同席 報告・相談 

連絡・調整 連絡・調整

連絡・

調整 

都道府県担当者 

管内自治体のコ

ンサルへの同席 

１－８ 資料 

（１）自治体コンサル公募時に発出した文書 

①都道府県向けの公募文書 
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１２月１８日（木） 沖縄県サポートプロジェクト（３回目） 
１２月２３日（火） 山梨県サポートプロジェクト（２回目） 

１月１９日（月） 白河市・伊豆の国市コンサル（２回目）、富山県サポートプロジェ

クト（４回目） 
１月２６日（月） 大分県サポートプロジェクト（３回目） 
２月 ３日（火） 薩摩川内市コンサル（２回目） 
２月 ５日（木） 沖縄県サポートプロジェクト（４回目） 
２月 ６日（木） 春日井市コンサル（２回目） 
２月 ９日（月） 宮崎県サポートプロジェクト（２回目） 
２月１０日（火） 小金井市コンサル（２回目） 
２月１２日（木） 都城市・富士見市コンサル（２回目） 
２月２４日（火） 飯能市コンサル（２回目） 
２月２６日（木） 今治市コンサル（２回目） 

 ３月 ４日（水） 山梨県サポートプロジェクト（３・４回目） 
３月１８日（水） 自治体コンサル事業講師報告会 

 
１－７ 事業運営・実施体制 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク体制：事務局長１名、事務スタッフ４名 

業務内容：全体とりまとめ、関係者間の調整・連絡、オンライン実施のための調

整・機材の手配・事前テスト、資料作成、文書・資料・備品の受発信、

申請書・報告書とりまとめ、スケジュール・進捗管理、会計等 

実施県・自治体担当者 

資料作成、講師との調

整、当日運営、報告書

作成 

講師（派遣した専門スタッフ） 

資料作成、自治体（県）へ訪問・

オンラインにて個別実施、報

告書作成 

委託・同席 報告・相談 

連絡・調整 連絡・調整 

連絡・ 
調整 

都道府県担当者 

管内自治体のコ

ンサルへの同席 

１－８ 資料 

（１）自治体コンサル公募時に発出した文書 

①都道府県向けの公募文書 
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②令和７年度委託事業概要 

 

③自治体・支援員向けコンサルティング事業概要 
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②令和７年度委託事業概要 

 

③自治体・支援員向けコンサルティング事業概要 
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④利用申込書 
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④利用申込書 
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⑤厚生労働省より発出された事務連絡 
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⑤厚生労働省より発出された事務連絡 

 

 
 
 
 
 
 

− 51 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



（２）実施自治体への送付文書 

①自治体コンサル選定結果通知文書 

 
 
 
 
 

 

②自治体コンサル実施に当たっての留意点（市町村用） 
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（２）実施自治体への送付文書 

①自治体コンサル選定結果通知文書 

 
 
 
 
 

 

②自治体コンサル実施に当たっての留意点（市町村用） 
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③都道府県サポートプロジェクト実施に当たっての留意点 
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③都道府県サポートプロジェクト実施に当たっての留意点 
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④自治体コンサルティング報告書作成についてのお願い 

 
 

 
 

− 56 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④自治体コンサルティング報告書作成についてのお願い 
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⑤報告書書式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）講師説明会資料 

 ①講師説明会レジメ 
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⑤報告書書式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）講師説明会資料 

 ①講師説明会レジメ 
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②厚生労働省説明資料 
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③令和７年度自治体コンサル実施に当たっての留意点（講師用） 
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③令和７年度自治体コンサル実施に当たっての留意点（講師用） 
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④令和７年度都道府県サポートプロジェクト実施に当たっての留意点（講師用） 

 
 
 
 
 

− 68 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



 
 

④令和７年度都道府県サポートプロジェクト実施に当たっての留意点（講師用） 

 
 
 
 
 

− 69 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 70 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 71 −

自
治
体
コ
ン
サ
ル



⑤自治体コンサル講師報告書（書式） 

 
 

⑥都道府県サポートプロジェクト講師報告書（書式） 
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⑤自治体コンサル講師報告書（書式） 

 
 

⑥都道府県サポートプロジェクト講師報告書（書式） 
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２．生活困窮者自立支援全国研究交流大会 
 

全国研修として実施した本事業については、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援全国研

究交流大会報告書」を事業報告書とするが、事業概要や事前準備、当日運営等を以下のと

おり報告する。 
 
２－１ 目的 

 
 生活困窮者自立支援全国研究交流大会（以下、本大会）は今年度で 12 回目を迎えた。本

大会には、困窮者支援に携わる行政職員、支援員、学識者等の関係者が一堂に会し、「制

度の理念を再確認し、各地の先進事例に触れ、現場の実践報告を聞き、それぞれの事業や

取り組みについて理解を深めることができることはとても有意義である」などの継続的な

評価が得られている。加えて、支援をしていく中で壁にぶつかり孤立するなどして、様々

な困難を抱えた支援員同士が共感し、励まし合うことで「明日への支援の活力を得る貴重

な場となっている」という声も多数聞かれている。 
 コロナ禍以前の第１～６回大会は、開催地の自治体や大学、関係団体の協力を得ながら、

多くの開催地で現地実行委員会が組織され、現地とともに実施してきた。コロナ禍の令和

２～４年度の第７～９回の大会はオンラインでの開催となった。３年ぶりにハイブリッド

で開催した第 10 回大会は会場に集い・交流することの重要性が再確認された一方で、７

割がオンライン参加、ハイブリッド開催を踏襲した第 11 回大会は会場参加が増加する傾

向はあるものの、62％がオンライン参加で依然としてニーズが高かった。 
上述の参加状況を受けて、今年度も参加者が一堂に会する一体感と、どこからでも参加

できる利便性を兼ね備えたハイブリッド形式での開催方法とした。本大会は、物価高騰や

社会不安が広がるなかでこそ、参加者同士の繋がりを確かめ合い、全国の支援現場が少し

でも元気になり支え合う機会とすることを目的とし、より対面での参加者が増えることを

目標に開催した。 
 
 
２－２ 企画立案・実施の流れ 

 

（１）開催方法・実施日程の決定 

１）厚生労働省、当ネットワーク役員や分科会企画担当者等による大会実行委員会に

加えて、開催地の滋賀県内の社会福祉協議会、大学、自治体、民間団体等による現

地実行委員会が組織された。現地実行委員会としては「滋賀県内の次世代の支援ネ

ットワークづくり」も意識して呼びかけが行われた。 
２）全体会会場は利便性や規模・設備等の条件を満たす「滋賀県立芸術劇場びわ湖ホ

ール（大ホール）」を借りることができ、分科会は、龍谷大学の協力を得て、龍谷

大学瀬田キャンパスでの実施が可能となった。 

３）分科会は、厚生労働省企画の「対人援助論」、現地実行委員会企画の「多職種連携」、

当法人のＨＰで公募を行って応募のあった 2 企画「身寄り支援」と「罪に問われた

人の支援」、当ネットワーク役員が起案した 8 分科会の 12 分科会とした。配信体制

を考慮して、オンライン配信を行うのは 10 分科会（午前・午後各 5 分科会）とし、

厚生労働省企画と現地実行委員会企画は、企画者の希望で対面参加のみとした。 

４）今年度は、午後分科会の後に大会全体を振り返る「まとめの全体会」を行うこと



２．生活困窮者自立支援全国研究交流大会 
 

全国研修として実施した本事業については、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援全国研

究交流大会報告書」を事業報告書とするが、事業概要や事前準備、当日運営等を以下のと

おり報告する。 
 
２－１ 目的 

 
 生活困窮者自立支援全国研究交流大会（以下、本大会）は今年度で 12 回目を迎えた。本
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度の理念を再確認し、各地の先進事例に触れ、現場の実践報告を聞き、それぞれの事業や

取り組みについて理解を深めることができることはとても有意義である」などの継続的な

評価が得られている。加えて、支援をしていく中で壁にぶつかり孤立するなどして、様々

な困難を抱えた支援員同士が共感し、励まし合うことで「明日への支援の活力を得る貴重

な場となっている」という声も多数聞かれている。 
 コロナ禍以前の第１～６回大会は、開催地の自治体や大学、関係団体の協力を得ながら、

多くの開催地で現地実行委員会が組織され、現地とともに実施してきた。コロナ禍の令和

２～４年度の第７～９回の大会はオンラインでの開催となった。３年ぶりにハイブリッド

で開催した第 10 回大会は会場に集い・交流することの重要性が再確認された一方で、７

割がオンライン参加、ハイブリッド開催を踏襲した第 11 回大会は会場参加が増加する傾

向はあるものの、62％がオンライン参加で依然としてニーズが高かった。 
上述の参加状況を受けて、今年度も参加者が一堂に会する一体感と、どこからでも参加

できる利便性を兼ね備えたハイブリッド形式での開催方法とした。本大会は、物価高騰や

社会不安が広がるなかでこそ、参加者同士の繋がりを確かめ合い、全国の支援現場が少し

でも元気になり支え合う機会とすることを目的とし、より対面での参加者が増えることを

目標に開催した。 
 
 
２－２ 企画立案・実施の流れ 

 

（１）開催方法・実施日程の決定 

１）厚生労働省、当ネットワーク役員や分科会企画担当者等による大会実行委員会に

加えて、開催地の滋賀県内の社会福祉協議会、大学、自治体、民間団体等による現

地実行委員会が組織された。現地実行委員会としては「滋賀県内の次世代の支援ネ

ットワークづくり」も意識して呼びかけが行われた。 
２）全体会会場は利便性や規模・設備等の条件を満たす「滋賀県立芸術劇場びわ湖ホ

ール（大ホール）」を借りることができ、分科会は、龍谷大学の協力を得て、龍谷

大学瀬田キャンパスでの実施が可能となった。 

３）分科会は、厚生労働省企画の「対人援助論」、現地実行委員会企画の「多職種連携」、

当法人のＨＰで公募を行って応募のあった 2 企画「身寄り支援」と「罪に問われた

人の支援」、当ネットワーク役員が起案した 8 分科会の 12 分科会とした。配信体制

を考慮して、オンライン配信を行うのは 10 分科会（午前・午後各 5 分科会）とし、

厚生労働省企画と現地実行委員会企画は、企画者の希望で対面参加のみとした。 

４）今年度は、午後分科会の後に大会全体を振り返る「まとめの全体会」を行うこと

− 77 −

全

国

大

会



とした。 

５）対面のみとした２分科会以外は、対面参加に加えてリアルタイムでオンラインか

ら参加できるようにし、後日アーカイブ映像でも視聴できることとした。 

  
（２）全体会・分科会の企画 

１）本大会のテーマと全体会企画について、大会実行委員会で議論したうえで各企画

担当者が大会実行委員会へ提案・決定するという進め方で検討をすすめた。 

２）本大会のテーマを「視界がひらけない時代だからこそ、生活困窮者支援でつくり

だしたい地域共生社会。手応えもつらさも楽しさも共有しながら、経験をつなぎあ

い、生活困窮者支援の制度と取組を前に進めよう」と定め、全体会の企画内容と登

壇候補者を選定した。また、令和７年５月に地域共生社会の在り方検討会の中間と

りまとめが報告されたことから、地域共生社会と生活困窮者自立支援について－「中

間とりまとめ」を踏まえて－と題して、中間とりまとめのポイントを伝える企画も

盛り込んだ。 

３）分科会は、（１）・３）に記載の 12 つの企画で実施することとした。うち現地実行

委員会の分科会企画は、滋賀県の多職種連携を次世代に継承し、ネットワークを強

化することも念頭に「多職種連携」をテーマに企画された。 

４）大会実行委員会には、当団体役員、厚生労働省、現地実行委員会、公募企画担当

者、当団体の各部会事務局が参加した。 

５）前年度初めて取り組み、好評だった、全体会でのリアルタイム字幕表示を、昨年

協力いただいた愛知県のＮＰＯ法人の協力を得て継続実施した。 

６）全体会、分科会１～12、まとめの全体会の企画概要は以下のとおり。 

 

【全体会】 2025 11/8（土） 13：15～18：00 
＜オープニング演奏＞ 
  手話シンガーソングライター yokko 

 ＜開会＞ 
  開会挨拶：厚生労働省大臣 上野 賢一郎 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 代表理事 阿部 守一 
 来賓挨拶：滋賀県副知事 岸本 織江 
      大津市長 佐藤 健司 
      龍谷大学 学長 安藤 徹 

 ＜第１部＞ 
〇テーマ  こども・若者の困窮に向き合う 
〇基調講演 東京都立大学 人文社会学部 教授 阿部 彩 
〇登壇者  NPO 法人おおいた子ども支援ネット 理事長 矢野 茂生 
      NPO 法人サンカクシャ 代表理事 荒井 佑介 

一般社団法人ともしび at だんだん 代表理事 近藤 博子 
NPO 法人暮らしづくりネットワーク北芝 コーディネーター 尼野 千絵 

〇コーディネーター 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 顧問 宮本 太郎 
           （中央大学法学部 教授） 

 
 

＜第２部＞ 
〇テーマ  地域共生社会と生活困窮者自立支援について 

－「中間とりまとめ」を踏まえて－ 
〇登壇者  厚生労働省社会・援護局生活困窮者自立支援室 室長 南 孝徳 
      日本福祉大学 学長 原田正樹 

＜国会議員からのエール＞ 
自由民主党  衆議院議員 鬼木 誠 
日本維新の会 参議院議員 嘉田 由紀子 
立憲民主党  参議院議員 石橋 通宏 
公明党    参議院議員 杉 久武 

＜第３部＞ 
   〇テーマ  「それで、よかよか」が響く場所－寛容と多様性について 

〇登壇者  学校法人立花学園 立花高等学校 校長 齋藤 眞人 
〇聞き手  生活困窮者自立支援全国ネットワーク 代表理事 奥田 知志  

 
【分科会 1（身寄り支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  身寄りのない人の窓口となり生活困窮者支援はどうなる? 
  〇パネラー 福岡市社会福祉協議会地域福祉部事業開発課 課長 栗田 将行 

厚生労働省社会･援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室  
室長 占部 亮 

金沢市地域包括支援センターとびうめ センター長 中 恵美 
NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会  

代表理事 日花 睦子(大阪虹の会) 
  ○コメンテーター 同志社大学 社会学部 教授 永田 祐 
  ○コーディネーター 豊中市社会福祉協議会 事務局長 勝部 麗子 
 
【分科会２（家計改善支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  子ども若者期における家計改善支援の必要性 

―現状と実践事例―   
〇登壇者  生活困窮者自立支援全国ネットワーク 顧問 山崎 史郎 

認定 NPO 法人抱樸 地域包括支援事業部 
子ども・家族 marugoto 支援事業 伴走支援員 齋藤 直子 

社会福祉法人グリーンコープ長崎 家計改善支援員 西村 亜紀子 
石狩市社会福祉協議会地域福祉課個別支援係家計相談支援員 齊藤 明子 

  ○コーディネーター 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事 生水 裕美 
 
【分科会３（包括的支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  自立相談支援事業の展開と課題～包括的支援体制をめざして～ 
  〇登壇者  尼崎市福祉局福祉部重層的支援推進担当課 課長 宮本 晃子 
        社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会生活支援課  

相談支援包括化推進員 柴田 直也 
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 副会長 谷口 郁美 

  ○コーディネーター 社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部部長 
全国ボランティア・市民活動振興センター長 高橋 良太 
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とした。 
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ら参加できるようにし、後日アーカイブ映像でも視聴できることとした。 

  
（２）全体会・分科会の企画 

１）本大会のテーマと全体会企画について、大会実行委員会で議論したうえで各企画
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委員会の分科会企画は、滋賀県の多職種連携を次世代に継承し、ネットワークを強

化することも念頭に「多職種連携」をテーマに企画された。 

４）大会実行委員会には、当団体役員、厚生労働省、現地実行委員会、公募企画担当

者、当団体の各部会事務局が参加した。 

５）前年度初めて取り組み、好評だった、全体会でのリアルタイム字幕表示を、昨年

協力いただいた愛知県のＮＰＯ法人の協力を得て継続実施した。 

６）全体会、分科会１～12、まとめの全体会の企画概要は以下のとおり。 

 

【全体会】 2025 11/8（土） 13：15～18：00 
＜オープニング演奏＞ 
  手話シンガーソングライター yokko 

 ＜開会＞ 
  開会挨拶：厚生労働省大臣 上野 賢一郎 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 代表理事 阿部 守一 
 来賓挨拶：滋賀県副知事 岸本 織江 
      大津市長 佐藤 健司 
      龍谷大学 学長 安藤 徹 

 ＜第１部＞ 
〇テーマ  こども・若者の困窮に向き合う 
〇基調講演 東京都立大学 人文社会学部 教授 阿部 彩 
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      NPO 法人サンカクシャ 代表理事 荒井 佑介 
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           （中央大学法学部 教授） 

 
 

＜第２部＞ 
〇テーマ  地域共生社会と生活困窮者自立支援について 

－「中間とりまとめ」を踏まえて－ 
〇登壇者  厚生労働省社会・援護局生活困窮者自立支援室 室長 南 孝徳 
      日本福祉大学 学長 原田正樹 

＜国会議員からのエール＞ 
自由民主党  衆議院議員 鬼木 誠 
日本維新の会 参議院議員 嘉田 由紀子 
立憲民主党  参議院議員 石橋 通宏 
公明党    参議院議員 杉 久武 

＜第３部＞ 
   〇テーマ  「それで、よかよか」が響く場所－寛容と多様性について 

〇登壇者  学校法人立花学園 立花高等学校 校長 齋藤 眞人 
〇聞き手  生活困窮者自立支援全国ネットワーク 代表理事 奥田 知志  

 
【分科会 1（身寄り支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  身寄りのない人の窓口となり生活困窮者支援はどうなる? 
  〇パネラー 福岡市社会福祉協議会地域福祉部事業開発課 課長 栗田 将行 

厚生労働省社会･援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室  
室長 占部 亮 

金沢市地域包括支援センターとびうめ センター長 中 恵美 
NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会  

代表理事 日花 睦子(大阪虹の会) 
  ○コメンテーター 同志社大学 社会学部 教授 永田 祐 
  ○コーディネーター 豊中市社会福祉協議会 事務局長 勝部 麗子 
 
【分科会２（家計改善支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  子ども若者期における家計改善支援の必要性 

―現状と実践事例―   
〇登壇者  生活困窮者自立支援全国ネットワーク 顧問 山崎 史郎 

認定 NPO 法人抱樸 地域包括支援事業部 
子ども・家族 marugoto 支援事業 伴走支援員 齋藤 直子 

社会福祉法人グリーンコープ長崎 家計改善支援員 西村 亜紀子 
石狩市社会福祉協議会地域福祉課個別支援係家計相談支援員 齊藤 明子 

  ○コーディネーター 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事 生水 裕美 
 
【分科会３（包括的支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  自立相談支援事業の展開と課題～包括的支援体制をめざして～ 
  〇登壇者  尼崎市福祉局福祉部重層的支援推進担当課 課長 宮本 晃子 
        社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会生活支援課  

相談支援包括化推進員 柴田 直也 
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 副会長 谷口 郁美 

  ○コーディネーター 社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部部長 
全国ボランティア・市民活動振興センター長 高橋 良太 
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【分科会４（支援者支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  生活困窮者支援における「支援者支援」 

のネットワーク（機能と役割）について 
  〇登壇者  社会福祉法人長野県社会福祉協議会相談事業支援センター  

所長 本藤 久道 
北海道生活困窮者支援ネットワークどうねっと 事務局長 

一般社団法人北海道ねっとわーく 理事 佐渡 洋子 
  ○コメンテーター 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室・地域共生社会推進室 室長 南 孝徳 
生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事、 
かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク川崎 事務局 鈴木 晶子 

○コーディネーター 日本福祉大学 学長 原田 正樹 
 
【分科会５（罪に問われた人の支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  罪に問われた人の社会復帰支援：刑事司法と地域社会をつなぐには 
  〇登壇者  法務省保護局観察課 処遇企画官 大日向 秀文 

長崎大学生命医科学域（保健学系） 教授 大西 眞由美 
豊田市市長公室東京事務所 所長 橋本 一磨 
NPO 法人ホームレス支援全国ネットワーク調査研究事業担当山田 耕司 

  ○コーディネーター NPO 法人くらし応援ネットワーク 相談員 丹羽 宏太 
 
【分科会６（対人援助論）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  専門官と一緒に私たちができる“包括的な相談支援”を考えよう！  
  〇登壇者   厚生労働省社会・援護局地域福祉課女性支援室 

女性支援専門官 池田 恭子 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 ひきこもり支援専門官 佐野 茂樹 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室 

支援推進官 野川 すみれ 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 

就労支援専門官 鈴木 由美 
 
【分科会７（子ども若者支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  繁華街に集まる若者たちの課題と支援を考える 
  〇パネラー 一般社団法人若草プロジェクト理事 弁護士 牧田 史 
        認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ 理事長 今井 紀明 

大阪市中央区役所保健福祉課 課長代理 柴田 大樹 
  ○コーディネーター 認定特定非営利活動法人スチューデント・サポート・フェイス 

代表理事 谷口 仁史 
 
【分科会８（就労支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  居場所的仕事から GAFAM 雇用まで 人にあわせてしごとをつくる 
  〇パネラー NPO 法人ユニバーサル就労ネットワークちば 理事長 平田 智子 

日本財団公益事業部 シニアオフィサー 竹村 利道 
一般社団法人 NIMO ALCAMO 代表理事 古市 邦人 
特定非営利活動法人ワークフェア 代表理事 柳谷 君予 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 就労支援部会長 池田 徹 
  ○コーディネーター 慶應義塾大学経済学部 教授 駒村 康平 
 
【分科会９（居住支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  単身化に対応する居住支援―居住サポート住宅と地域居住支援事業を考

える 
    〇ミニ講演 日本福祉大学福祉経営学部医療･福祉マネジメント学科 教授 藤森 克彦 
  〇パネラー 厚生労働省社会･援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室・地域共生社会推進室 室長 南 孝徳 
国土交通省住宅局安心居住推進課 課長 田中 規倫 
法務局保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室 室長 林 寛之 

    ○コメンテーター NPO 法人やどかりプラス 理事長 芝田 淳 
  ○コーディネーター 認定 NPO 法人抱樸 理事長、 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 共同代表 奥田 知志 
 
【分科会１０（被災者支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  災害法制に位置づいた福祉―生活困窮者自立支援はどうする？  
  〇パネラー 厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室 室長 土岐 祥蔵 

独立行政法人国立健康危機管理研究機構危機管理・運営局 
DMAT 事務局災害等危機管理対策第一課  

災害等危機管理対策専門職 是枝 大輔 
北島法律事務所 弁護士・社会福祉士 北島 正悟 
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 准教授 鏑木 奈津子 

  ○コーディネーター 大阪公立大学大学院文学研究科 准教授 菅野 拓 
 
【分科会１１（自治体・連携）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  市場に関与して必要な支援サービスを作り出す 

～自治体の役割と施策分野・部門間の連携～ 
  〇パネラー 一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 

調査部長・東京事務所長 切通 堅太郎 
東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野 

 特任助教 松清あゆみ 
合同会社 PSC プラス（パーソナルサポートセンター部長兼務） 

 営業 後藤 美枝 
  ○ﾊﾟﾈﾗｰ兼コーディネーター A´ワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)副館長 西岡 正次 
 
【分科会１２（多職種連携）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  つながって支えあう滋賀の実践～福祉・医療・司法の連携～ 
  〇パネラー ことう法律事務所 弁護士・社会福祉士 藤田 祐介 

滋賀県社会福祉協議会地域福祉課地域養護・はぐくみ係  
主任 桒野 友美佳 

滋賀県湖東健康福祉事務所彦根保健所地域保健福祉係 主査 池田健太郎 
甲賀市健康福祉部地域共生社会推進課 係長 中井 浩喜 
NPO 法人滋賀県社会就労事業振興センター公益事業部 

 コーディネーター 平岡 章博 
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【分科会４（支援者支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  生活困窮者支援における「支援者支援」 

のネットワーク（機能と役割）について 
  〇登壇者  社会福祉法人長野県社会福祉協議会相談事業支援センター  

所長 本藤 久道 
北海道生活困窮者支援ネットワークどうねっと 事務局長 

一般社団法人北海道ねっとわーく 理事 佐渡 洋子 
  ○コメンテーター 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室・地域共生社会推進室 室長 南 孝徳 
生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事、 
かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク川崎 事務局 鈴木 晶子 

○コーディネーター 日本福祉大学 学長 原田 正樹 
 
【分科会５（罪に問われた人の支援）】 2025 11/9（日） 10：00～12：00 
  〇テーマ  罪に問われた人の社会復帰支援：刑事司法と地域社会をつなぐには 
  〇登壇者  法務省保護局観察課 処遇企画官 大日向 秀文 

長崎大学生命医科学域（保健学系） 教授 大西 眞由美 
豊田市市長公室東京事務所 所長 橋本 一磨 
NPO 法人ホームレス支援全国ネットワーク調査研究事業担当山田 耕司 

  ○コーディネーター NPO 法人くらし応援ネットワーク 相談員 丹羽 宏太 
 
【分科会６（対人援助論）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  専門官と一緒に私たちができる“包括的な相談支援”を考えよう！  
  〇登壇者   厚生労働省社会・援護局地域福祉課女性支援室 

女性支援専門官 池田 恭子 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 ひきこもり支援専門官 佐野 茂樹 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室 

支援推進官 野川 すみれ 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 

就労支援専門官 鈴木 由美 
 
【分科会７（子ども若者支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  繁華街に集まる若者たちの課題と支援を考える 
  〇パネラー 一般社団法人若草プロジェクト理事 弁護士 牧田 史 
        認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ 理事長 今井 紀明 

大阪市中央区役所保健福祉課 課長代理 柴田 大樹 
  ○コーディネーター 認定特定非営利活動法人スチューデント・サポート・フェイス 

代表理事 谷口 仁史 
 
【分科会８（就労支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  居場所的仕事から GAFAM 雇用まで 人にあわせてしごとをつくる 
  〇パネラー NPO 法人ユニバーサル就労ネットワークちば 理事長 平田 智子 

日本財団公益事業部 シニアオフィサー 竹村 利道 
一般社団法人 NIMO ALCAMO 代表理事 古市 邦人 
特定非営利活動法人ワークフェア 代表理事 柳谷 君予 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 就労支援部会長 池田 徹 
  ○コーディネーター 慶應義塾大学経済学部 教授 駒村 康平 
 
【分科会９（居住支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  単身化に対応する居住支援―居住サポート住宅と地域居住支援事業を考

える 
    〇ミニ講演 日本福祉大学福祉経営学部医療･福祉マネジメント学科 教授 藤森 克彦 
  〇パネラー 厚生労働省社会･援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室・地域共生社会推進室 室長 南 孝徳 
国土交通省住宅局安心居住推進課 課長 田中 規倫 
法務局保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室 室長 林 寛之 

    ○コメンテーター NPO 法人やどかりプラス 理事長 芝田 淳 
  ○コーディネーター 認定 NPO 法人抱樸 理事長、 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 共同代表 奥田 知志 
 
【分科会１０（被災者支援）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  災害法制に位置づいた福祉―生活困窮者自立支援はどうする？  
  〇パネラー 厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室 室長 土岐 祥蔵 

独立行政法人国立健康危機管理研究機構危機管理・運営局 
DMAT 事務局災害等危機管理対策第一課  

災害等危機管理対策専門職 是枝 大輔 
北島法律事務所 弁護士・社会福祉士 北島 正悟 
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 准教授 鏑木 奈津子 

  ○コーディネーター 大阪公立大学大学院文学研究科 准教授 菅野 拓 
 
【分科会１１（自治体・連携）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  市場に関与して必要な支援サービスを作り出す 

～自治体の役割と施策分野・部門間の連携～ 
  〇パネラー 一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 

調査部長・東京事務所長 切通 堅太郎 
東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野 

 特任助教 松清あゆみ 
合同会社 PSC プラス（パーソナルサポートセンター部長兼務） 

 営業 後藤 美枝 
  ○ﾊﾟﾈﾗｰ兼コーディネーター A´ワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)副館長 西岡 正次 
 
【分科会１２（多職種連携）】 2025 11/9（日） 13：00～15：00 
  〇テーマ  つながって支えあう滋賀の実践～福祉・医療・司法の連携～ 
  〇パネラー ことう法律事務所 弁護士・社会福祉士 藤田 祐介 

滋賀県社会福祉協議会地域福祉課地域養護・はぐくみ係  
主任 桒野 友美佳 

滋賀県湖東健康福祉事務所彦根保健所地域保健福祉係 主査 池田健太郎 
甲賀市健康福祉部地域共生社会推進課 係長 中井 浩喜 
NPO 法人滋賀県社会就労事業振興センター公益事業部 

 コーディネーター 平岡 章博 
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  ○コーディネーター 龍谷大学社会学部 教授 山口 浩次 
【まとめの全体会】 2025 11/9（日） 15：10～16：00 
  〇テーマ  地域共生社会とは何か 
  〇登壇者  生活困窮者自立支援全国ネットワーク 共同代表 奥田 知志 
        日本福祉大学学長 原田 正樹 

上智大学総合人間科学部社会福祉学科 准教授 鏑木 奈津子 
  ○進行   生活困窮者自立支援全国ネットワーク 理事 生水 裕美 
 
（３）開催要綱作成・告知・参加集約 

  〇開催要綱の作成 
各会の企画と登壇者の確定を受け、担当役員等から掲載原稿を取りまとめ、大会

開催要綱を 17,000 部作成した。（開催要綱は、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援

全国研究交流大会報告書」に掲載。） 
  〇告知 
   １）開催要綱掲載前 
    「困窮者支援情報共有サイト」（本大会の事業報告において、以下「情報共有サ

イト」）と当ネットワークのホームページに、開催日と開催場所のみを告知した。

その後、実行委員会での検討状況を踏まえながら、開催日時、開催方法、申込開始

見込み時期などの情報を適宜更新し、情報発信を続けた。 
 

２）開催要綱完成・ホームページ掲載後 
情報共有サイトに開催要綱を掲載するとともに、開催日時と開催方法（ハイブリ

ッド）を告知した。また、同時に専用の申込フォームを作成し情報共有サイトから

当該フォームにアクセスできるようにし、申込受付を開始した。 
 開催要綱は、全国の自立相談支援機関、各都道府県・市区町村の生活困窮者自立

支援制度所管課及び全ての社会福祉協議会宛に送付するとともに、当ネットワーク

の社員、会員、賛助会員にも送付した。また、滋賀県内での広報のために現地実行

委員会にも必要部数を送付した。 
加えて、情報共有サイトのＩＤ登録自治体へメールで案内した。更に、現地実行

委員や当ネットワークの役員・社員が所属する組織、関係・連携先に開催要綱を配

布するなどの協力を呼びかけた。 
  〇参加集約 

本大会用に構築した専用の申込システムを今年度も活用した。参加申込を①会場

参加者用、②オンライン参加者用の２種類のフォームから行い、リアルタイムで申

込者・定員管理をおこなった。 
  ○リアルタイム字幕表示 
    リアルタイム字幕表示については、より精度の高い字幕表示ができるよう、昨年

から協力いただいている愛知県豊田市のＮＰＯ法人こえもじと連絡・調整等を行い

ながら、準備を進めた。 
     
（４）各会の当日資料・参加ＵＲＬ・アンケート入力フォーム等の案内 

    登壇者の資料を大会事務局で取りまとめ、当日資料として編集したうえで、実施

前に情報共有サイトの大会専用ページに掲載した。当該ページに、当日資料の他、

大会ニュース、アーカイブ映像、Ｗｅｂアンケートフォームをまとめて掲載するこ

とで、参加者の利便性を高めた。 

    会場参加者へは、非接触受付（ＱＲコードでの受付）が可能となる専用チケット

（ＰＤＦ）をメールで送付した。 
 

（５）当日の運営 

    全体会は、会場参加者、登壇者、現地実行委員会をはじめ大会関係者がびわ湖ホ

ールに参集する形で実施し、同時にライブ配信も行った。分科会は、龍谷大学瀬田

キャンパスの教室で実施した。全体会では現地実行委員会関係団体のチラシ・ポス

ターや取り組み紹介等のブースと生活困窮者自立支援に資する各種出版物のブース

が設置された。分科会では、大学の１階のスペースに生活困窮者自立支援に資する

チラシ等を設置するなど、会場の外でも学びや交流につながる場づくりを行った。

午後の分科会終了後、「まとめの全体会」を実施した。 
本大会の現地実行委員会は滋賀県内の自治体・社会福祉協議会・民間支援団体の

多職種連携のネットワークが母体となっていたこともあり、谷口現地実行委員長（滋

賀県福祉協議会副会長）、生水現地実行委員会事務局の呼びかけで、多数の当日の

スタッフが参集した。 
１０月下旬に、現職の厚生労働大臣から会場にて主催者挨拶をいただくこととな

り、全体会会場のセキュリティチェック等、警備体制のためのスタッフの増員が必

要となった。委託元の厚生労働省と協議の上、事務局長の所属組織（グリーンコー

プ）にて急遽スタッフ１０名程度を追加する対応を取り、当日の参加者に対して万

全の態勢を確保した。 
 
（６）大会ニュースの発行・掲載、アーカイブ映像の掲載 

    大会ニュースは各会の「ポイント・見どころ」を参加者へ伝える内容とし、11 月

5 日に情報共有サイトに掲載し、参加者にもメールで通知した。 

（大会ニュースは、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会報告書」

に掲載。） 

    各会開催後、配信した内容をアーカイブ映像として編集し、参加者が視聴できる

ように、12 月 9 日に参加者限定のページに動画を掲載した（令和８年３月末まで公

開）。 

 

（７）アンケートの実施 

    大会前に参加者全員へアンケート（専用の Google フォーム）への回答方法を案内

し、当日も参加者に専用の Google フォームのＵＲＬを案内し、アンケートへの回答

を呼びかけた。アーカイブ映像掲載の案内時にも専用の Google フォームのＵＲＬ

を案内し、アンケートへの回答を呼びかけ、回答は 2026 年１月 9 日まで受け付け

た。 

アンケートは、各会の内容や大会運営等に対して５段階評価する形式とし、今後 
   の取組の参考にするため、自由記入欄を設けた。 
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２－３ 成果 

 

 （１）参加人数 

全国各地から 1,274 名（会場 524 名、オンライン 750 名）の申し込みがあり、関係者

を含め 1,516 名（会場 745 名、オンライン 771 名）と、1,445 名の前年より 71 名増（会

場 89 名増、オンライン 18 名減）の参加者となった。ライブでのオンライン参加も含め

当日は延べ 3,711 名となった。 
 
○コロナ禍後の各年度参加申込者・当日参加者の推移 

 参加申込者 前年度比 当日参加者 前年度比 
令和２年度 1,242 － 3,013 － 
令和３年度 1,677 135％ 5,205 173％ 
令和４年度 1,557 93％ 3,593 69％ 
令和５年度 1,207 77％ 3,224 90％ 
令和６年度 1,226 102% 3,883 120％ 
令和７年度 1,274 104％ 3,711 96％ 

 
  参加申込者数は、前年度の愛知大会と比較して、現地参加者が 63 名増加（461 名→524

名）し、オンライン参加者が 15 名減少（765 名→750 名）し、参加者の合計は 48 名増加

（1,226 名→1,274 名）した。現地参加者の割合も前年の 38％から 41％に増加した。こ

れは、滋賀県内をはじめ近畿圏への参加の呼びかけの効果が大きかったと考えられる。

現地参加者の 17％、参加者の８％が滋賀県内、近畿圏に広げてみると現地参加者の 38％、

参加者の 26％を占めていた。現地実行委員会をはじめとする関係者の積極的な参加の呼

びかけが功を奏したと考えられる。 

 

 （２）アンケート回答数、視聴者数、評価について 

アンケートには、延べ参加者数 3,711 名のうち 564 件の回答（回答率 15％）しか得ら

れなかった。（前年度は 583 件）。本大会では、現地参加者がＱＲコードからその場で

回答ができるようチラシを配布して、回答の促しにつながる取組を行ったにもかかわら

ず、回答が増えなかった。次年度は大会中にアンケート記入の時間を設けるなど回答を

促す取り組みが必要と考える。 

各企画の５段階評価の平均点は次ページの表のとおり。（自由記述欄に記載された主

な意見については、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会報告書」に掲

載。） 

前年度から引き続き、アーカイブ映像の再生数（クリック数）の分析をおこなった。

映像公開（12 月９日）から２月 28 日までの再生数を集計したところ、全体会は 11,892

回（前年度 8,191 回の 145％増）再生され、全体では 33,594 回（前年度 23,062 回の 146％

増）の再生があった。本大会開催後も、参加者が各企画を何度も視聴したものと思われ

る。 

 
 
 
 
 

第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

当日（会場・ライブ）参加、アーカイブ視聴者等一覧 

 
 

（３）本大会のまとめと成果 

  ○ 本大会のテーマを「視界がひらけない時代だからこそ、生活困窮者支援でつくり

だしたい地域共生社会。手応えもつらさも楽しさも共有しながら、経験をつなぎあ

い、生活困窮者支援の制度と取組を前に進めよう」とし、オープニングは滋賀県の

手話シンガーソングライターの優しい歌声で会場に一体感が生まれ、上野厚生労働

大臣をはじめ、主催者・来賓により生活困窮者支援の意義と今後への期待を会場の

支援員ら参加者に向けて力強く表明された。 
全体会の最初のセッション「こども・若者の困窮に向き合う」では、基調講演に

続き、各地の実践者による現状の報告があり、昨年に引き続きこれからの世代であ

るこども・若者の現状とその支援について行われた。続いて、短時間ではあったが

５月にとりまとめられた「地域共生社会の在り方検討会議の中間報告」について南

室長へのインタビュー形式のセッションが行われた。最後に、様々な課題を抱えた

高校生に向き合ってこられた高等学校の校長先生からの、子どもと関わる中で何を

大切にしてきたのかという体験談とその後の奥田共同代表との対談を通して、子ど

もたちとの関わり方だけでなく、支援とは何かを振り返るとともに、前向きに実践

してく力を得る場となるセッションとなった。 
  ○ 分科会では、各企画担当者が経験や知見を活かしながら起案し、それぞれに登壇
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ず、回答が増えなかった。次年度は大会中にアンケート記入の時間を設けるなど回答を

促す取り組みが必要と考える。 

各企画の５段階評価の平均点は次ページの表のとおり。（自由記述欄に記載された主

な意見については、別冊「第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会報告書」に掲

載。） 

前年度から引き続き、アーカイブ映像の再生数（クリック数）の分析をおこなった。

映像公開（12 月９日）から２月 28 日までの再生数を集計したところ、全体会は 11,892

回（前年度 8,191 回の 145％増）再生され、全体では 33,594 回（前年度 23,062 回の 146％

増）の再生があった。本大会開催後も、参加者が各企画を何度も視聴したものと思われ

る。 

 
 
 
 
 

第 12 回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

当日（会場・ライブ）参加、アーカイブ視聴者等一覧 

 
 

（３）本大会のまとめと成果 

  ○ 本大会のテーマを「視界がひらけない時代だからこそ、生活困窮者支援でつくり

だしたい地域共生社会。手応えもつらさも楽しさも共有しながら、経験をつなぎあ

い、生活困窮者支援の制度と取組を前に進めよう」とし、オープニングは滋賀県の

手話シンガーソングライターの優しい歌声で会場に一体感が生まれ、上野厚生労働

大臣をはじめ、主催者・来賓により生活困窮者支援の意義と今後への期待を会場の

支援員ら参加者に向けて力強く表明された。 
全体会の最初のセッション「こども・若者の困窮に向き合う」では、基調講演に

続き、各地の実践者による現状の報告があり、昨年に引き続きこれからの世代であ

るこども・若者の現状とその支援について行われた。続いて、短時間ではあったが

５月にとりまとめられた「地域共生社会の在り方検討会議の中間報告」について南

室長へのインタビュー形式のセッションが行われた。最後に、様々な課題を抱えた

高校生に向き合ってこられた高等学校の校長先生からの、子どもと関わる中で何を

大切にしてきたのかという体験談とその後の奥田共同代表との対談を通して、子ど

もたちとの関わり方だけでなく、支援とは何かを振り返るとともに、前向きに実践

してく力を得る場となるセッションとなった。 
  ○ 分科会では、各企画担当者が経験や知見を活かしながら起案し、それぞれに登壇
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者の選定や内容の検討をして大会実行委員会で確認した。各分科会で事前の打ち合

わせ等、企画の精度を高めた上で当日に臨んだ。当日参加が多かった分科会は、「居

住支援」「身寄り支援」「家計改善支援」の順であった。居住支援は、昨年の法改

正で強化され、今年度から「住まい相談支援員の配置」も始まったこと、身寄り支

援は地域共生社会の在り方検討会議の中でも議論が進められてきたこと、家計改善

支援は、子ども若者期の家計改善支援の必要性を実践から学ぶことに対する参加者

の関心が高かったこと等が考えられる。オンライン配信をしなかった厚生労働省の

企画「対人支援論」、現地実行委員会企画「他機関連携」にも 100 名を超える参加

があった。 
  ○ まとめの全体会では、「地域共生社会とは何か」を問うテーマで、地域共生社会

の実現に向けた包括支援の軸に位置付けられた生活困窮者自立支援への期待と、そ

のための課題などを議論した。 

○ 関係者間でのふりかえりの実行委員会を、2 月 25 日にハイブリッドで開催し、

「対面参加者が増えるような工夫をする」「アンケートの回収率向上に向けた取り

組みを実施する」「現場支援員はもちろん自治体担当者からの参加者も増えるよう

に呼びかける」「地域共生社会の実現や包括的相談の主軸（メインシステム）とし

ての生困と、生困の幅広さが伝わる大会とする。また、これまでの生困制度の発展

や変遷を振りかえる場を検討する」ことを確認した。 

 現地実行委員会からは、「現地実行委員会に関わった若手でネットワークができて、

イベントが企画されるなど活発な動きに繋がった」と大会開催がその後につながる

嬉しい報告もあった。「毎年同窓会のような雰囲気がある一方で、新しい参加者を

増やしていくことも考えていきたい」「自治体の参加者が少ないのは、関心が薄れ

ているからかもしれない。委託先の専門性を活かして相乗効果を上げるためには自

治体の役割は大事なので、自治体向けのアプローチが必要」「自治体の担当者にも

っと担当者意識を持ってもらえるようにしたい」「支援が必要な若者が支援に繋が

るような工夫を考えることも役割ではないか」等、気づきや課題も出された。 

  〇 各企画ともに設定した時間の枠内では収まり切れない程盛りだくさんの充実した

内容となった。ですべての企画の平均の評価が 4.3（3.8～4.5）の評価を受け、当

日参加者の平均９倍（1.6～21.5 倍）のアーカイブ映像が再生された。 

  ○ ハイブリッド開催で、２日目は５会場からライブ配信をすることもあり、前年度

から導入した、全体会の運営と平行して分科会の前日準備が行えるように配信のた

めの専門スタッフの増員を継続したことで、よりスムーズな運営につながった。 

○ 全体会で実施したリアルタイム字幕表示に関しては、昨年から継続して行った。

ほぼタイムラグなく、講師の言葉が聞き取りづらい時の情報保障にもつながり、今

年度も参加者に好評で、聴覚障がいの方だけでなく、誰にとっても参加し易い・理

解し易い内容にも資する取組となった。 

○ 次年度に向けて、より参加しやすいような会場選定・広報等が重要であることが

再確認された。それに関係して、現在の参加者属性を越えて、当事者も参加しやす

い企画や広報の検討が望まれる。また、アンケートの回答数は、全体参加者に比べ

てまだまだ少ない状況があるため、より改善が必要である。ハイブリッド運営につ

いては、毎回会場が異なるため、継続して綿密な準備やリスク低減の取組が重要で

ある。このような課題を次年度以降の大会で継続して改善していくことで、よりス

ムーズな大会運営に努めたい。 
 
 

２－４ スケジュール 

 

６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ、第 12 回大会第

３回大会実行委員会 

６月 ６日（金） 厚生労働省打合せ 

６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 

６月１３日（金） 自治体コンサル公募案内 

６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 

６月２１日（土） 第 12 回大会第３回大会拡大実行委員会 

７月 ４日（金） 第 12 回大会 大会事務局会議 

７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 

７月１８日（金） 第 12 回大会第４回大会実行委員会 

８月２５日（月） 第１２回大会第５回大会実行委員会 

９月 ２日（火） 全国大会現地実行委員会 

９月 ８日（月） 全国大会事務局会議 

９月２４日（水） 第１２回大会第６回大会実行委員会 

１０月 ６日（月） 立憲民主党 石橋事務所訪問 

１０月 ８日（水） 公明党 杉事務所訪問 

１０月２１日（火） 全国大会事務局会議 

１１月 ７日（金） 生活困窮者自立支援全国研究交流大会前夜祭 

１１月 ８日（土）～９日（日） 第１２回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

１月 ８日（木） 第１２回大会第８回大会実行委員会 

２月１６日（月） 大会事務局会議 

２月２５日（水） 第１２回大会第８回大会実行委員会 

３月 ５日（木） 厚生労働省打合せ 令和７年度委託事業の振り返り 

 
 

２－５ 事業運営・実施体制 

  
  
 
 
 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク大会実行委員会 

体制：役員２５名、事務局 
業務内容：全体とりまとめ、全体会・分科会企画、関係者間の調整・連絡、

スケジュール・進捗管理 会計 等 

全国コミュニティライフサポートセンター 

大会当日運営・撮影・記録等、開催要綱・当日

資料・大会ニュース・大会報告書作成 等 

委託 報告・相談 

報告・相談 報告・相談 

現地実行委員会 

分科会現地企画立案・実施、参

加呼びかけ、当日運営補助 等 
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者の選定や内容の検討をして大会実行委員会で確認した。各分科会で事前の打ち合

わせ等、企画の精度を高めた上で当日に臨んだ。当日参加が多かった分科会は、「居

住支援」「身寄り支援」「家計改善支援」の順であった。居住支援は、昨年の法改

正で強化され、今年度から「住まい相談支援員の配置」も始まったこと、身寄り支

援は地域共生社会の在り方検討会議の中でも議論が進められてきたこと、家計改善

支援は、子ども若者期の家計改善支援の必要性を実践から学ぶことに対する参加者

の関心が高かったこと等が考えられる。オンライン配信をしなかった厚生労働省の

企画「対人支援論」、現地実行委員会企画「他機関連携」にも 100 名を超える参加

があった。 
  ○ まとめの全体会では、「地域共生社会とは何か」を問うテーマで、地域共生社会

の実現に向けた包括支援の軸に位置付けられた生活困窮者自立支援への期待と、そ

のための課題などを議論した。 

○ 関係者間でのふりかえりの実行委員会を、2 月 25 日にハイブリッドで開催し、

「対面参加者が増えるような工夫をする」「アンケートの回収率向上に向けた取り

組みを実施する」「現場支援員はもちろん自治体担当者からの参加者も増えるよう

に呼びかける」「地域共生社会の実現や包括的相談の主軸（メインシステム）とし

ての生困と、生困の幅広さが伝わる大会とする。また、これまでの生困制度の発展

や変遷を振りかえる場を検討する」ことを確認した。 

 現地実行委員会からは、「現地実行委員会に関わった若手でネットワークができて、

イベントが企画されるなど活発な動きに繋がった」と大会開催がその後につながる

嬉しい報告もあった。「毎年同窓会のような雰囲気がある一方で、新しい参加者を

増やしていくことも考えていきたい」「自治体の参加者が少ないのは、関心が薄れ

ているからかもしれない。委託先の専門性を活かして相乗効果を上げるためには自

治体の役割は大事なので、自治体向けのアプローチが必要」「自治体の担当者にも

っと担当者意識を持ってもらえるようにしたい」「支援が必要な若者が支援に繋が

るような工夫を考えることも役割ではないか」等、気づきや課題も出された。 

  〇 各企画ともに設定した時間の枠内では収まり切れない程盛りだくさんの充実した

内容となった。ですべての企画の平均の評価が 4.3（3.8～4.5）の評価を受け、当

日参加者の平均９倍（1.6～21.5 倍）のアーカイブ映像が再生された。 

  ○ ハイブリッド開催で、２日目は５会場からライブ配信をすることもあり、前年度

から導入した、全体会の運営と平行して分科会の前日準備が行えるように配信のた

めの専門スタッフの増員を継続したことで、よりスムーズな運営につながった。 

○ 全体会で実施したリアルタイム字幕表示に関しては、昨年から継続して行った。

ほぼタイムラグなく、講師の言葉が聞き取りづらい時の情報保障にもつながり、今

年度も参加者に好評で、聴覚障がいの方だけでなく、誰にとっても参加し易い・理

解し易い内容にも資する取組となった。 

○ 次年度に向けて、より参加しやすいような会場選定・広報等が重要であることが

再確認された。それに関係して、現在の参加者属性を越えて、当事者も参加しやす

い企画や広報の検討が望まれる。また、アンケートの回答数は、全体参加者に比べ

てまだまだ少ない状況があるため、より改善が必要である。ハイブリッド運営につ

いては、毎回会場が異なるため、継続して綿密な準備やリスク低減の取組が重要で

ある。このような課題を次年度以降の大会で継続して改善していくことで、よりス

ムーズな大会運営に努めたい。 
 
 

２－４ スケジュール 

 

６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ、第 12 回大会第

３回大会実行委員会、厚生労働省打合せ 

６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 

６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 

６月２１日（土） 第 12 回大会第３回大会拡大実行委員会 

７月 ４日（金） 第 12 回大会 大会事務局会議 

７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 

７月１８日（金） 第 12 回大会第４回大会実行委員会 

８月２５日（月） 第１２回大会第５回大会実行委員会 

９月 ２日（火） 全国大会現地実行委員会 

９月 ８日（月） 全国大会事務局会議 

９月２４日（水） 第１２回大会第６回大会実行委員会 

１０月 ６日（月） 立憲民主党 石橋事務所訪問 

１０月 ８日（水） 公明党 杉事務所訪問 

１０月２１日（火） 全国大会事務局会議 

１１月 ７日（金） 生活困窮者自立支援全国研究交流大会前夜祭 

１１月 ８日（土）～９日（日） 第１２回生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

１月 ８日（木） 第１２回大会第８回大会実行委員会 

２月１６日（月） 大会事務局会議 

２月２５日（水） 第１２回大会第８回大会実行委員会 

３月 ５日（木） 厚生労働省打合せ 令和７年度委託事業の振り返り 

 
 

－５ 事業運営・実施体制 

  
  
 
 
 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク大会実行委員会 

体制：役員２５名、事務局 
業務内容：全体とりまとめ、全体会・分科会企画、関係者間の調整・連絡、

スケジュール・進捗管理 会計 等 

全国コミュニティライフサポートセンター 

大会当日運営・撮影・記録等、開催要綱・当日

資料・大会ニュース・大会報告書作成 等 

委託 報告・相談 

報告・相談報告・相談

現地実行委員会 

分科会現地企画立案・実施、参

加呼びかけ、当日運営補助 等
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困窮者支援情報共有サイトの運営 

事業詳細 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
困窮者支援情報共有サイトの運営 

事業詳細 
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３．困窮者支援情報共有サイト 
 
３－１ 目的 
 
 情報共有サイトの運営により、困窮者支援制度に関する情報をトータルに閲覧できるよ
うにし、支援に必要な情報やノウハウの伝達を円滑にする。それをもって、生活困窮者への
支援が全国的に適切に行われるようにすることを目的とする。 
 
 
３－２ サイトの更新・活用状況 
 
（１） サイトの構成 

自立相談支援機関の相談窓口の情報を利用者の所在地の自治体名から簡単に検索で
きるように令和５年８月に掲載方法を改善して以来、今年度も継続して随時更新を
行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．困窮者支援情報共有サイト 
 
３－１ 目的 
 
 情報共有サイトの運営により、困窮者支援制度に関する情報をトータルに閲覧できるよ
うにし、支援に必要な情報やノウハウの伝達を円滑にする。それをもって、生活困窮者への
支援が全国的に適切に行われるようにすることを目的とする。 
 
 
３－２ サイトの更新・活用状況 
 
（１） サイトの構成 

自立相談支援機関の相談窓口の情報を利用者の所在地の自治体名から簡単に検索で
きるように令和５年８月に掲載方法を改善して以来、今年度も継続して随時更新を
行っている。 
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（２）厚生労働省からの情報等、研修・イベント等の情報掲載 
 
  厚生労働省より出される事務連絡、関係部署の通知等を、「お知らせ」と「厚生労働省

からの通知等」のページに情報提供の都度、掲載した。加えて、当ネットワークで入手し
た支援現場に役立つと思われる情報を「お知らせ」に、役員や関係団体等より寄せられた
研修・イベントに関する情報を、「お知らせ」と「参加したい」のページに随時掲載した。 

今年度は33件（前年比83％）の掲載を行った。内訳は厚生労働省等からの情報13件（前
年比72％）研修・イベント案内20件（前年比118％）であった。 

 
 

（３）「全国研究交流大会について」のページ申込フォーム設置及び当日資料・アーカイ
ブ映像・大会ニュース・報告書等の掲載 

   
第12回全国研究交流大会の開催要綱と申し込み方法の案内、大会ニュース、大会報告

書を随時掲載し、参加者のみログイン可能な専用ページに当日資料、大会終了後から年
度末まで期間限定でアーカイブ動画を掲載した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）支援員限定ページ「聞きたい、知らせたいコーナー」の対応と掲載 
 
  今年度「ききたい、知らせたい」には、「特定被保護者の地域居住支援事業について」

「高齢者の病院受診同行支援について」など11件（前年比138％）の質問投稿があり、2件
（前年比20％）情報提供の投稿が寄せられ、支援ツールの入力やプランの件数などの質
問投稿5件については厚生労働省からの回答を掲載し、住宅確保給付金の適用に関する質
問投稿については、自治体の判断であることを投稿者への個別回答の対応とした。 
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（２）厚生労働省からの情報等、研修・イベント等の情報掲載 
 
  厚生労働省より出される事務連絡、関係部署の通知等を、「お知らせ」と「厚生労働省

からの通知等」のページに情報提供の都度、掲載した。加えて、当ネットワークで入手し
た支援現場に役立つと思われる情報を「お知らせ」に、役員や関係団体等より寄せられた
研修・イベントに関する情報を、「お知らせ」と「参加したい」のページに随時掲載した。 

今年度は33件（前年比83％）の掲載を行った。内訳は厚生労働省等からの情報13件（前
年比72％）研修・イベント案内20件（前年比118％）であった。 

 
 

（３）「全国研究交流大会について」のページ申込フォーム設置及び当日資料・アーカイ
ブ映像・大会ニュース・報告書等の掲載 

   
第12回全国研究交流大会の開催要綱と申し込み方法の案内、大会ニュース、大会報告

書を随時掲載し、参加者のみログイン可能な専用ページに当日資料、大会終了後から年
度末まで期間限定でアーカイブ動画を掲載した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）支援員限定ページ「聞きたい、知らせたいコーナー」の対応と掲載 
 
  今年度「ききたい、知らせたい」には、「特定被保護者の地域居住支援事業について」

「高齢者の病院受診同行支援について」など11件（前年比138％）の質問投稿があり、2件
（前年比20％）情報提供の投稿が寄せられ、支援ツールの入力やプランの件数などの質
問投稿5件については厚生労働省からの回答を掲載し、住宅確保給付金の適用に関する質
問投稿については、自治体の判断であることを投稿者への個別回答の対応とした。 
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（５）支援員限定ページ「事務連絡等のコーナー」への掲載 
 
  厚生労働省の事務連絡等で支援員限定の公開依頼のあった情報5件（前年比42％）を、

支援員限定ページの「お知らせ」や「事務連絡等」というバナーで掲載した。２月には、
実施したステップアップ研修テキスト（６ブロック）を「令和７年度ステップアップ研修
資料」のバナーを設けて掲載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－３ 自治体のＩＤ登録状況と更新 
 
（１） ＩＤ登録周知案内・情報発信と自治体のＩＤ登録状況 

１）906自治体の登録は完了しているが、ＩＤ登録自治体に自治体コンサル公募や
全国研究交流大会の案内メールなどをした際に、登録内容変更の連絡があり、
部署名・担当者・メールアドレスの変更などの連絡があった自治体の登録情報
の更新を行った。 

２）昨年度でブロック別研修が終了したため、支援員限定ページが閲覧できるＩ
Ｄ・パスワードへの問い合わせがかなり減少はしたが、問い合わせがあった自
治体へは当サイトの活用を呼びかけ、委託先も含めた関係者でのＩＤ・パスワ
ードの共有を依頼した。 

３）ＩＤ・パスワードが前任者から引き継がれていない、関係部署での周知ができて
いない、受託団体に案内されていない、という実態が依然としてあるため、毎年
案内をする必要があると思われる。 

３－４ 事業の評価と課題 
 

当サイトの委託先（(株)メディアレーベル）がGoogleアナリティクスにて分析した
資料を活用し、今年度は、2025年4月1日〜2026年2月28日の11ヵ月の実績データと前年
度の2024年4月1日～2025年2月28日の11ヵ月との比較を行った。 

前年度の年間データとの比較では、今年度の11ヵ月相当（11/12）の数値を用いた。 
 
（１）月別アクセス数と比較 

 

 
① アクセス人数（ユーザー）は204,505人で、前年の233,308人の88％となった。 
② 新規ユーザーは180,177人で、前年の210,726の86％であった。 
③ アクセス件数（セッション）は295,017件で、前年の302,841の97％となった。 
④ 令和６年度後半は厚生労働省の公式アカウントでの投稿もありアクセス数が令和５年

度の1.5倍で推移していたが、今年度は大幅に減少した。今年度の中間報告時点ではほ

全国大会申込

開始 

年

月 ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー
4 19,211 17,430 26,653 20,103 17,837 29,806 105% 102% 112%
5 20,475 18,839 28,890 20,129 17,896 28,224 98% 95% 98%
6 19,441 17,518 27,674 19,686 17,321 28,181 101% 99% 102%
7 19,885 18,127 27,462 19,819 17,533 29,118 100% 97% 106%
8 18,100 16,316 25,433 17,026 14,996 24,130 94% 92% 95%
9 20,342 18,442 28,470 21,112 18,597 30,141 104% 101% 106%
10 22,885 20,301 32,996 20,956 18,378 29,933 92% 91% 91%
11 33,817 31,166 46,182 17,895 15,296 27,662 53% 49% 60%
12 18,754 16,448 28,171 15,454 13,362 23,314 82% 81% 83%
1 21,803 19,712 30,910 17,634 15,944 24,844 81% 81% 80%
2 18,595 16,427 25,234 14,691 13,017 19,664 79% 79% 78%

4∼2計 233,308 210,726 302,841 204,505 180,177 295,017 88% 86% 97%

2024年4月～2025年2月 前年比2025年4月～2026年2月
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（５）支援員限定ページ「事務連絡等のコーナー」への掲載 
 
  厚生労働省の事務連絡等で支援員限定の公開依頼のあった情報5件（前年比42％）を、

支援員限定ページの「お知らせ」や「事務連絡等」というバナーで掲載した。２月には、
実施したステップアップ研修テキスト（６ブロック）を「令和７年度ステップアップ研修
資料」のバナーを設けて掲載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－３ 自治体のＩＤ登録状況と更新 
 
（１） ＩＤ登録周知案内・情報発信と自治体のＩＤ登録状況 

１）906自治体の登録は完了しているが、ＩＤ登録自治体に自治体コンサル公募や
全国研究交流大会の案内メールなどをした際に、登録内容変更の連絡があり、
部署名・担当者・メールアドレスの変更などの連絡があった自治体の登録情報
の更新を行った。 

２）昨年度でブロック別研修が終了したため、支援員限定ページが閲覧できるＩ
Ｄ・パスワードへの問い合わせがかなり減少はしたが、問い合わせがあった自
治体へは当サイトの活用を呼びかけ、委託先も含めた関係者でのＩＤ・パスワ
ードの共有を依頼した。 

３）ＩＤ・パスワードが前任者から引き継がれていない、関係部署での周知ができて
いない、受託団体に案内されていない、という実態が依然としてあるため、毎年
案内をする必要があると思われる。 

３－４ 事業の評価と課題 
 

当サイトの委託先（(株)メディアレーベル）がGoogleアナリティクスにて分析した
資料を活用し、今年度は、2025年4月1日〜2026年2月28日の11ヵ月の実績データと前年
度の2024年4月1日～2025年2月28日の11ヵ月との比較を行った。 

前年度の年間データとの比較では、今年度の11ヵ月相当（11/12）の数値を用いた。 
 
（１）月別アクセス数と比較 

 

 
① アクセス人数（ユーザー）は204,505人で、前年の233,308人の88％となった。 
② 新規ユーザーは180,177人で、前年の210,726の86％であった。 
③ アクセス件数（セッション）は295,017件で、前年の302,841の97％となった。 
④ 令和６年度後半は厚生労働省の公式アカウントでの投稿もありアクセス数が令和５年

度の1.5倍で推移していたが、今年度は大幅に減少した。今年度の中間報告時点ではほ

全国大会申込

開始 

年

月 ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー 新規ユーザー セッション ユーザー
4 19,211 17,430 26,653 20,103 17,837 29,806 105% 102% 112%
5 20,475 18,839 28,890 20,129 17,896 28,224 98% 95% 98%
6 19,441 17,518 27,674 19,686 17,321 28,181 101% 99% 102%
7 19,885 18,127 27,462 19,819 17,533 29,118 100% 97% 106%
8 18,100 16,316 25,433 17,026 14,996 24,130 94% 92% 95%
9 20,342 18,442 28,470 21,112 18,597 30,141 104% 101% 106%
10 22,885 20,301 32,996 20,956 18,378 29,933 92% 91% 91%
11 33,817 31,166 46,182 17,895 15,296 27,662 53% 49% 60%
12 18,754 16,448 28,171 15,454 13,362 23,314 82% 81% 83%
1 21,803 19,712 30,910 17,634 15,944 24,844 81% 81% 80%
2 18,595 16,427 25,234 14,691 13,017 19,664 79% 79% 78%

4∼2計 233,308 210,726 302,841 204,505 180,177 295,017 88% 86% 97%

2024年4月～2025年2月 前年比2025年4月～2026年2月
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ぼ前年並みだったが、ブロック別研修の資料のダウンロードやアンケート入力でのアク
セスが無くなった影響が11月以降に大きく現れているためと思われる。 

⑤ 平均滞在時間については、今年度1分44秒と前年度の1分32秒よりも若干長くなった。 
 

（２）どのようにアクセスしたか 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 今年度は、ユーザーが目的を持って検索してアクセスした「オーガニックサーチ」が

全体の50％と半数を占めており、次に多いのは、別サイトのリンクからアクセスした
「リファラル」が31％、サイトに直接アクセスした「ダイレクト」の18％である。 

② 前年度の「オーガニックサーチ」69％、「ダイレクト」28％、「リファラル」25％と
比較すると、割合に変化が見られる。 

③ ユーザー数は前年比110％となっている。 
 
 

セッション数 割合 セッション数 割合
オーガニックサーチ 181,756 69% 145,996 50% 80%
リファラル 64,620 25% 89,940 31% 139%
ダイレクト 73,372 28% 52,960 18% 72%
オーガニックソーシャル・ビデオ 2,569 1% 1,347 0% 52%
アンアサインド 538 0% 870 0% 162%
計 263,397 100% 291,113 100%

チャンネル
2024年 2025年

前年比

（３）上位参照元メディア 

 

 

① google、yahoo、Bing から目的を持ってキーワード検索からアクセスした人は全体

の 50％を占めている。ＵＲＬからのダイレクトアクセスも 14％あり、いずれもサ

イト閲覧の目的を持ったアクセスが６割強となっている。 
② 厚生労働省 HP からのアクセスが全体の 18％、セッション数は前年の 82％となって

いる。 

③ 政府広報ら（省庁が判別できない）、内閣府・イクハク（こども家庭庁）等、公的な

サイトからのアクセスが全体の 9％と前年度と同程度となっている。 

 
（４）検索キーワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ユーザーが検索結果に表示されたページをクリックした数が「クリック数」となります。 

セッション数 割合 セッション数 割合 セッション数 割合

Google 検索 130,516 40% 103,100 35% 79% 87%
厚生労働省HPから 64,611 20% 52,960 18% 82% 90%
ダイレクト 33,243 10% 40,792 14% 123% 135%
Yahoo 検索 31,985 10% 23,698 8% 74% 82%
Bing 検索 19,181 6% 21,040 7% 110% 121%
政府広報から 20,577 6% 14,536 5% 71% 78%
内閣府・イクハク他 9,240 3% 12,086 4% 131% 144%
全国ネットHPから 4,081 1% 5,497 2% 135% 148%
他 10,695 3% 20,312 7% 190% 209%
計 324,129 100% 294,021 100%

2024年 2025年 前年比
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ぼ前年並みだったが、ブロック別研修の資料のダウンロードやアンケート入力でのアク
セスが無くなった影響が11月以降に大きく現れているためと思われる。 

⑤ 平均滞在時間については、今年度1分44秒と前年度の1分32秒よりも若干長くなった。 
 

（２）どのようにアクセスしたか 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 今年度は、ユーザーが目的を持って検索してアクセスした「オーガニックサーチ」が

全体の50％と半数を占めており、次に多いのは、別サイトのリンクからアクセスした
「リファラル」が31％、サイトに直接アクセスした「ダイレクト」の18％である。 

② 前年度の「オーガニックサーチ」69％、「ダイレクト」28％、「リファラル」25％と
比較すると、割合に変化が見られる。 

③ ユーザー数は前年比110％となっている。 
 
 

セッション数 割合 セッション数 割合
オーガニックサーチ 181,756 69% 145,996 50% 80%
リファラル 64,620 25% 89,940 31% 139%
ダイレクト 73,372 28% 52,960 18% 72%
オーガニックソーシャル・ビデオ 2,569 1% 1,347 0% 52%
アンアサインド 538 0% 870 0% 162%
計 263,397 100% 291,113 100%

チャンネル
2024年 2025年

前年比

（３）上位参照元メディア 

 

 

① google、yahoo、Bing から目的を持ってキーワード検索からアクセスした人は全体

の 50％を占めている。ＵＲＬからのダイレクトアクセスも 14％あり、いずれもサ

イト閲覧の目的を持ったアクセスが６割強となっている。 
② 厚生労働省 HP からのアクセスが全体の 18％、セッション数は前年の 82％となって

いる。 

③ 政府広報ら（省庁が判別できない）、内閣府・イクハク（こども家庭庁）等、公的な

サイトからのアクセスが全体の 9％と前年度と同程度となっている。 

 
（４）検索キーワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ユーザーが検索結果に表示されたページをクリックした数が「クリック数」となります。 

セッション数 割合 セッション数 割合 セッション数 割合

Google 検索 130,516 40% 103,100 35% 79% 87%
厚生労働省HPから 64,611 20% 52,960 18% 82% 90%
ダイレクト 33,243 10% 40,792 14% 123% 135%
Yahoo 検索 31,985 10% 23,698 8% 74% 82%
Bing 検索 19,181 6% 21,040 7% 110% 121%
政府広報から 20,577 6% 14,536 5% 71% 78%
内閣府・イクハク他 9,240 3% 12,086 4% 131% 144%
全国ネットHPから 4,081 1% 5,497 2% 135% 148%
他 10,695 3% 20,312 7% 190% 209%
計 324,129 100% 294,021 100%

2024年 2025年 前年比
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 ① 検索ワードで一番多い「生活困窮者自立支援制度」は7,077件で、次に多い「自立相
支援機関」が2,530件である。 

② 全体でみると、「生活困窮者自立支援制度」や「自立相談支援機関」など制度に関す
る名称で検索した件数が94％で、支援者や関係者が多く検索しているのではないか
と考えられる。 

③ 「住む場所がない 市役所」「生活困窮者」「生活が苦しい相談窓口」「家が無い人
の施設」など、制度名等以外の語句で検索した割合は約6％で、生活に困窮した方が
検索してこのサイトをクリックした可能性が高い。また語句では住居に関する語句
が多くを占めていることから、居住支援の相談先等が分からずにこのサイトに辿り
着いたと思われる。 

 
（５）ページ別実績 （※ランクアップと初めてランクインは赤字（太字）で表示） 

 
① 今年度も前年度に続き「自立相談支援機関 相談窓口一覧」がトップとなったが、前年

の85％に留まった。令和６年度に厚生労働省ＨＰに自立相談窓口一覧（リンク）が掲載
されたことが影響して、令和５年度から令和６年度の閲覧数が約６倍になった後、今年
度は若干減少している。 

② 令和６年度「自立相談支援機関 相談窓口一覧」がトップとなって、令和５年度から令
和６年度約５倍となった４都道府県（東京都、神奈川県、埼玉県、北海道）20位までに
入ったが、今年度は、前年とほぼ同数で東京都（7位）、新たに大阪府（14位）がランク
インした。 

③ 前年に続き、2位は「知りたい」で、前年比71％に留まっている。 
④ 支援員限定ページは、前年比162％とアクセスが伸びている。厚生労働省が掲載した動

画（生活困窮者自立支援統計システム業務支援ツールの基本理解：再生数3,449回、ヒ
ストリー対談～支援のうねり～：再生数657回）へのアクセス数が影響していると思わ
れる。今後もこのページを、支援員に有効に活用してもらえるように周知方法を工夫し
ていく必要がある。 

⑤ 自立相談窓口一覧の閲覧が前年に続き一番多いのは、支援が必要な方からのアクセスが 
あったという意味で評価できる。社会的な認知を広げていくためにも、多くの市民が目
にする媒体で情宣する等、更に周知広報の強化が求められる。 

 

1 自立相談支援機関 相談窓口一覧 293,842 1 自立相談支援機関 相談窓口一覧 250,052
2 知りたい 235,072 2 知りたい 168,528
3 本サイトトップページ 101,897 3 本サイトトップページ 96,178
4 住居確保給付金 84,799 4 居住（一時生活）支援事業 53,968
5 居住（一時生活）支援事業 72,097 5 住居確保給付金 51,904
6 自立相談支援事業 63,469 6 自立相談支援事業 42,863
7 就労準備支援事業 41,981 7 東京都 自立相談支援機関 相談窓口一覧 40,083
8 東京都 自立相談支援機関 相談窓口一覧 40,447 8 相談したい 38,037
9 相談したい 37,978 9 就労準備支援事業 37,463
10 家計改善支援事業 35,543 10 支援員ログインページ 37,292
11 子どもの学習・生活支援事業 35,405 11 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 36,782
12 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 29,627 12 家計改善支援事業 32,991
13 厚生労働省から 24,694 13 学びたい 30,554
14 支援員ログインページ 22,983 14 大阪府 自立相談支援機関 相談窓口一覧 24,685
15 学びたい 22,931 15 子どもの学習・生活支援事業 22,802
16 参加したい 19,726 16 厚生労働省から 22,537
17 調べたい 18,758 17 当サイトについて 22,270
18 神奈川県 自立相談支援機関 相談窓口一覧 18,739 18 大会当日資料 21,588
19 埼玉県 自立相談支援機関 相談窓口一覧 18,312 19 調べたい 20,334
20 北海道 自立相談支援機関 相談窓口一覧 17,626 20 参加したい 19,610
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 ① 検索ワードで一番多い「生活困窮者自立支援制度」は7,077件で、次に多い「自立相
支援機関」が2,530件である。 

② 全体でみると、「生活困窮者自立支援制度」や「自立相談支援機関」など制度に関す
る名称で検索した件数が94％で、支援者や関係者が多く検索しているのではないか
と考えられる。 

③ 「住む場所がない 市役所」「生活困窮者」「生活が苦しい相談窓口」「家が無い人
の施設」など、制度名等以外の語句で検索した割合は約6％で、生活に困窮した方が
検索してこのサイトをクリックした可能性が高い。また語句では住居に関する語句
が多くを占めていることから、居住支援の相談先等が分からずにこのサイトに辿り
着いたと思われる。 

 
（５）ページ別実績 （※ランクアップと初めてランクインは赤字（太字）で表示） 

 
① 今年度も前年度に続き「自立相談支援機関 相談窓口一覧」がトップとなったが、前年

の85％に留まった。令和６年度に厚生労働省ＨＰに自立相談窓口一覧（リンク）が掲載
されたことが影響して、令和５年度から令和６年度の閲覧数が約６倍になった後、今年
度は若干減少している。 

② 令和６年度「自立相談支援機関 相談窓口一覧」がトップとなって、令和５年度から令
和６年度約５倍となった４都道府県（東京都、神奈川県、埼玉県、北海道）20位までに
入ったが、今年度は、前年とほぼ同数で東京都（7位）、新たに大阪府（14位）がランク
インした。 

③ 前年に続き、2位は「知りたい」で、前年比71％に留まっている。 
④ 支援員限定ページは、前年比162％とアクセスが伸びている。厚生労働省が掲載した動

画（生活困窮者自立支援統計システム業務支援ツールの基本理解：再生数3,449回、ヒ
ストリー対談～支援のうねり～：再生数657回）へのアクセス数が影響していると思わ
れる。今後もこのページを、支援員に有効に活用してもらえるように周知方法を工夫し
ていく必要がある。 

⑤ 自立相談窓口一覧の閲覧が前年に続き一番多いのは、支援が必要な方からのアクセスが 
あったという意味で評価できる。社会的な認知を広げていくためにも、多くの市民が目
にする媒体で情宣する等、更に周知広報の強化が求められる。 

 

1 自立相談支援機関 相談窓口一覧 293,842 1 自立相談支援機関 相談窓口一覧 250,052
2 知りたい 235,072 2 知りたい 168,528
3 本サイトトップページ 101,897 3 本サイトトップページ 96,178
4 住居確保給付金 84,799 4 居住（一時生活）支援事業 53,968
5 居住（一時生活）支援事業 72,097 5 住居確保給付金 51,904
6 自立相談支援事業 63,469 6 自立相談支援事業 42,863
7 就労準備支援事業 41,981 7 東京都 自立相談支援機関 相談窓口一覧 40,083
8 東京都 自立相談支援機関 相談窓口一覧 40,447 8 相談したい 38,037
9 相談したい 37,978 9 就労準備支援事業 37,463
10 家計改善支援事業 35,543 10 支援員ログインページ 37,292
11 子どもの学習・生活支援事業 35,405 11 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 36,782
12 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 29,627 12 家計改善支援事業 32,991
13 厚生労働省から 24,694 13 学びたい 30,554
14 支援員ログインページ 22,983 14 大阪府 自立相談支援機関 相談窓口一覧 24,685
15 学びたい 22,931 15 子どもの学習・生活支援事業 22,802
16 参加したい 19,726 16 厚生労働省から 22,537
17 調べたい 18,758 17 当サイトについて 22,270
18 神奈川県 自立相談支援機関 相談窓口一覧 18,739 18 大会当日資料 21,588
19 埼玉県 自立相談支援機関 相談窓口一覧 18,312 19 調べたい 20,334
20 北海道 自立相談支援機関 相談窓口一覧 17,626 20 参加したい 19,610
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（６）上位アクセス地域 

 
 
① 人口の多い大都市圏が上位にあり、自立相談支援窓口一覧の検索増によるもの、人口

比に応じて支援員からのアクセスも多いためと考えられる。この順位は前年とあまり
変わりはない。 

 
３－５ その他 
 
（１）政府ドメインへの移行手続きについて 
    令和６年度から引き続き厚生労働省、再委託先の株式会社メディアレーベルと準

備・調整をすすめており、次年度（令和８年度）の移行を予定している。 
 
３－６ スケジュール 

  
６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ 
６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 
６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 
７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 

８月       情報サイト ID 登録自治体へ全国大会のご案内 
１０月       情報サイト中間報告提出 

  
※日常的な情報掲載に加え、全国研究交流大会、各事業のためのページ作成や情報アッ 

プ・更新作業を実施。ＩＤ登録自治体情報の都度更新、問い合わせへの対応。詳細は、 

各事業のスケジュール参照。 

 
 

３－７ 事業運営・実施体制 
 

 
  
 
 
 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク事務局 

体制：事務局長・事務スタッフ４名 
業務内容：全体とりまとめ、自治体との受発信、ヘルプデスク等問い合わせ

対応、アップ・更新情報選定・依頼、ＩＤ登録状況管理、報告等 

株式会社メディアレーベル 

ＨＰ改修（デザイン、構成等の提案・作成）、ＨＰアップ・更新作業、

アクセス分析・報告等 

委託 報告・相談 

報告・相談 委託 
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（６）上位アクセス地域 

 
 
① 人口の多い大都市圏が上位にあり、自立相談支援窓口一覧の検索増によるもの、人口

比に応じて支援員からのアクセスも多いためと考えられる。この順位は前年とあまり
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（１）政府ドメインへの移行手続きについて 
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備・調整をすすめており、次年度（令和８年度）の移行を予定している。 
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６月 ６日（金） 生活困窮者自立支援制度における専門スタッフ派遣及び研修等に関

する広報啓発一式委託契約締結、厚生労働省打合せ 
６月１１日（水） 厚生労働省打合せ 
６月１８日（水） 情報共有サイト ID 登録自治体へ自治体コンサル・全国大会案内 
７月１７日（木） 厚生労働省打合せ（事務局厚生労働省訪問） 

８月       情報サイト ID 登録自治体へ全国大会のご案内 
１０月       情報サイト中間報告提出 

  
※日常的な情報掲載に加え、全国研究交流大会、各事業のためのページ作成や情報アッ 

プ・更新作業を実施。ＩＤ登録自治体情報の都度更新、問い合わせへの対応。詳細は、 

各事業のスケジュール参照。 

 
 

３－７ 事業運営・実施体制 
 

 
  
 
 
 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク事務局 

体制：事務局長・事務スタッフ４名 
業務内容：全体とりまとめ、自治体との受発信、ヘルプデスク等問い合わせ

対応、アップ・更新情報選定・依頼、ＩＤ登録状況管理、報告等 

株式会社メディアレーベル 

ＨＰ改修（デザイン、構成等の提案・作成）、ＨＰアップ・更新作業、
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委託 報告・相談 
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